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第１節 基本方針

この計画は、地震・津波が発生し、又は発生のおそれがある場合に、災害発生の防御及び拡大防止

について迅速かつ実効ある措置を期するため、災害応急対策責任者（指定地方行政機関の長、地方公

共団体の長、その他執行機関、指定公共機関、指定地方公共機関、公共的団体及び防災上重要な施設

の管理者をいう。以下この章において同じ。）の行うべき業務の大綱及び相互の連絡調整について定

めることとし、その内容は次のとおりとする。

１ 災害発生直前の応急対策に関する事項

２ 災害発生後の応急対策に関する事項

３ ヘリコプターによる災害応急対策に関する事項

４ 災害派遣・広域的な応援体制に関する事項

５ 救助・救急、医療及び消火活動に関する事項

６ 緊急輸送のための交通の確保・緊急輸送活動に関する事項

７ 避難の受入れ及び情報提供活動に関する事項

８ 救援物資の調達・供給活動に関する事項

９ 保健衛生・防疫、遺体対策に関する活動に関する事項

10 応急復旧、二次災害防止活動に関する事項

11 自発的支援の受入れに関する事項

12 文教計画に関する事項

13 災害救助法適用に関する事項
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第２節 災害発生直前の応急対策

第１項 配備動員計画

１ 方針

この計画は、県内に地震災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、災害応急

対策の推進に万全を期すために職員の配備動員及び防災組織等に関する事項を定める。

２ 県の配備動員体制

（１）配備体制

ア 体制の概要

県の配備体制は、注意体制、警戒体制、非常体制の３種類とし、県内に地震・津波災害

が発生し、又は発生するおそれがあるときは、応急対策を迅速かつ的確に実施する。

また、夜間及び休日の時間外における情報の収集・連絡体制を整備し、災害・危機事案

の発生に際して、迅速に対処する。

（注）震度は、原則として、気象庁が発表した値とする。

イ 非常体制

（ア）災害対策本部の設置

ａ 災害対策本部の設置、組織、運営、分掌事務等については、この計画に定めるもの

のほかは、「広島県災害対策本部条例」及び「広島県災害対策運営要領」に定めると

区 分 体 制 移 行 時 期 体制の概要及び業務内容

注意体制

【地震】

ａ 県内で震度４を観測したとき

ｂ 南海トラフ地震臨時情報が発表されたとき

【津波】

ｃ 気象庁が、「広島県」に「津波注意報」を発表したとき

状況により、速やかに高

度の配備体制に移行でき

る体制。主として情報収集

及び連絡活動

警戒体制

【地震】

ａ 県内で震度５弱又は震度５強を観測したとき

ｂ 県内で震度４を観測し、かつ相当規模の被害が発生したとき

ｃ 南海トラフ地震臨時情報が発表されたとき

ｄ 長周期地震動階級３を観測したとき

【津波】

e 気象庁が、「広島県」に「津波警報」を発表したとき

（注）ｂ及びｃは、広島県危機管理監が必要と認めたとき

事態の推移に伴い直ち

に非常体制に移行できる

体制。主として情報収集、

連絡活動、災害予防及び災

害応急対策

非常体制

【地震】

ａ 県内で震度６弱以上を観測したとき

ｂ 県内で震度５強を観測し、かつ甚大な被害が発生したと予測されるとき

ｃ 県内で震度５弱を観測し、かつ甚大な被害が発生したとき

ｄ 南海トラフ地震臨時情報が発表されたとき

ｅ 長周期地震動階級３を観測したとき

ｆ 長周期地震動階級４を観測したとき

【津波】

ｇ 気象庁が、「広島県」に「大津波警報」を発表したとき

ｈ 気象庁が、「広島県」に「津波警報」を発表し、かつ、甚大な被害

が発生したと予測されるとき

（注）ｂ、ｃ、ｄ及び e は、総合的な対策を講ずるため、特に知事が必

要と認めたとき

災害対策本部・支部を設

置した体制。全庁的に、情

報収集、連絡活動、災害予

防及び災害応急対策を実

施
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ころによる。

なお、災害対策本部の組織は、組織図のとおりである。

ｂ 災害対策本部の本部長（知事）に事故があった場合等指揮をとることが困難な場合は、

副本部長（副知事）が指揮をとるものとする。

ｃ 災害対策本部（危機管理センター）の設置場所は、広島県庁舎北館とし、代替施設は

広島県庁舎東館又は広島県防災拠点施設（三原市本郷町）とする。但し、被災の状況に

よって、その他の施設に設置することもある。

（イ）現地災害対策本部の設置

ａ 災害の種類、規模その他の状況により、特に被災現地での応急対策を必要と認めると

きは、現地災害対策本部（以下「現地本部」という。）を置くことができる。

ｂ 現地本部の業務等については、「広島県現地災害対策本部運営要領」に定める。

（ウ）非常災害現地対策本部又は緊急災害現地対策本部との連携

災害対策本部は、市町の災害対策本部及び国の「非常災害現地対策本部」又は「緊急災

害現地対策本部」等が設置された場合は、必要に応じて合同会議を開催するなどし、情報

の共有と状況認識の統一を図るとともに、救助・救急、医療及び消火活動等の関係機関と

密接に連携を図るものとする。

（２）動員体制

ア 注意体制、警戒体制及び非常体制における災害対策要員は、別に定める広島県災害対策運

営要領に基づき、それぞれの配備体制により動員する。動員にあたっては、職員の安全の確

保に十分に配慮しつつ、災害対策本部が長期にわたって設置させることを想定し、交代要員

やローテーションなどについて、あらかじめ定めるよう努める。

イ 大規模な災害が発生し、要員が不足する場合は、人事課（災害対策本部を設置した場合は

動員班）が要員の動員及び調整を行う。

（３）職員全員の参集

ア 参集基準

勤務時間外に、次のいずれかに該当する場合、職員は、安全を確認した上で速やかに参

集し、配備に就くものとする。

① 県内で震度５強以上を観測したとき

② 気象庁が、「広島県」に「津波警報」又は「大津波警報」を発表したとき

なお、必要に応じて、報道機関に対し、テレビ、ラジオによる職員参集の放送を依頼する

ものとする。

イ 参集場所及び担当業務

参集場所及び担当業務は、原則として次のとおりとする。

※ 地震等により庁舎が被災し、参集した職員が担当業務につくことができない場合は、本

庁においては県庁本館正面玄関前外来駐車場に集合し、地方機関においては機関ごとに定

める場所に集合する。

参集職員 参集場所 担当業務

危機管理センター配備

要員

災害対策本部（危機管理セン

ター）の設置場所
『「地域防災計画に基づく応急
対応業務・災害復旧業務」及び、
対応が遅れると県民の生命・身
体・財産に重大な損失・影響を与
える「最低限継続すべき通常業
務」』（以下、「非常時優先業務」
という）

地方機関の初動要員 災害対策支部の設置場所

その他の職員 当該職員の勤務場所
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ウ 参集場所に参集困難な場合

勤務場所に参集困難な場合は、臨時の参集先に参集し、非常時優先業務に従事する。臨時

の参集先にも参集できない場合は、地域の自主防災活動に従事するとともに、その地域の被

災状況等を可能な範囲で災害対策本部・支部に連絡する。

※ その他の職員のうち、広島市中区、南区、東区、西区に居住し、広島市内に勤務場所がない

職員は、所属する局の本庁（防災主管課等）へ参集する。

３ 県警察の配備動員体制

（１）配備体制

（２）動員体制

警察職員は、前記（１）の基準に該当する地震が発生し又は津波警報等が発表された場合

は、警察本部長が定めるところにより参集し、災害警備活動に従事する。

（３）災害警備対策本部等の設置

県警察は、警備体制の区分に応じ、警察本部及び警察署に、準備体制においては「災害警

備情報連絡室」を、警戒体制においては「災害警備対策室」を、非常体制においては「災害

警備対策本部」を設置して、体制を確立する。

（４）警備部隊の編成及び部隊運用

地震・津波による被害が発生した場合は、警察本部長の定めるところにより、警備部隊の

編成を行い、迅速かつ的確な部隊の運用を行う。

参 集 職 員 参集困難な場合の判断基準 臨時の参集先

危機管理センター

配備要員及び地方

機関の初動要員

参集途中で

被災する

おそれ

参集途上に大火災が発生し

ていたり、参集途中で津波に

遭遇するおそれがある場合
第１順位

所属する局の本庁

（防災主管課等）

第２順位

所属する局の地方機関

第３順位

所属する局以外の地方機関

で参集可能な地方機関

その他の職員※

交通機関の

停止による

交通途絶

地震発生後の施設点検や、津

波到達の予測により、交通機

関が停止した場合

参集途中で

被災する

おそれ

大火災を回避できない場合

や、参集途中で津波に遭遇す

るおそれがある場合

参集場所の

使用不能

庁舎が津波被害を受け、使用

できないと予測される場合

区 分 発令の時期 配備体制

災害警備

情報連絡室

県内に震度４の地震が発

生したとき、又は県内に津

波注意報が発表されたと

き。

情報収集及び連絡活動を主として

行い、状況により災害警備対策室又は

災害警備対策本部に迅速に移行でき

る体制とする。

災害警備

対策室

県内に震度５弱の地震が

発生したとき、又は県内に

津波警報が発表されたと

き。

情報収集、連絡活動、災害の応急対

策を実施するとともに、事態の推移に

伴い、直ちに災害警備対策本部に切り

替える体制とする。

災害警備

対策本部

県内に震度５強以上の地

震が発生したとき、又は県

内に大津波警報が発表され

たとき。

一切の災害警備活動の実施
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災害の規模によっては、他の都道府県公安委員会に援助の要求をし、警備体制の強化を図

る。

４ 市町の配備動員体制

県内に地震・津波による災害が発生した場合、又は発生するおそれがある場合には、市町は

災害対策本部を設置し、職員を動員して対処するものとし、次により組織の整備を図る。

（１）市町の災害対策本部の設置及び運営については、それぞれの市町の災害対策本部条例等の

定めるところによるほか、地震・津波災害の特性を考慮して市町地域防災計画（震災対策編）

等によるものとする。

（２）市町は、災害対策本部の代替施設の確保に努めるものとする。

（３）勤務時間外に地震・津波が発生し、交通機関の途絶等によって、災害対策本部の正常な運

営が直ちにできない場合は、あらかじめ市町長が指名する緊急防災要員等による初動体制に

よって、被害状況の把握等を行うとともに、災害応急対策を実施する。

また、職員の参集基準を明確化しておくものとする。

５ 指定地方行政機関等の配備動員体制

県内に地震・津波による災害が発生した場合、又は発生するおそれがある場合には、指定地

方行政機関、指定公共機関、指定地方公共機関及び防災上重要な施設の管理者は、それぞれの

機関等が定めるところにより、災害対策本部等を設置し、職員の配備動員を行い、被害状況の

把握を行うとともに、災害応急対策を実施する。

津 波 予 報 区
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第２項 地震及び津波に関する情報等の伝達に関する計画

１ 方 針

この計画は、県内に地震が発生し、又は地震による津波等の発生するおそれがある場合に

おいて、防災関係機関が災害応急対策を迅速かつ的確に実施するため、津波警報等、地震及

び津波に関する情報の収集及び伝達に関して必要な事項を定める。

２ 地震・津波情報の収集・伝達

（１）県内の地震動等の観測施設

ア 気象庁が行う地震動及び津波の観測施設

県内には、地震観測装置が庄原市西城町熊野、広島府中市上下町矢多田、北広島町都

志見及び呉市音戸中学校の４箇所に設置され、このうち広島府中市上下町矢多田を除き

震度の観測を行っている。このほか計測震度計が広島市中区上八丁堀、呉市宝町、福山

市松永町、広島三次市十日市中、北広島町有田、東広島市黒瀬町、三原市円一町及び広

島空港の８箇所に整備され、震度の観測を行っている。

また、広島港には巨大津波観測計（２ｍ以上の津波を検知）を設置している。

イ 県が行う地震動の観測

県は、県内各市町に計測震度計を設置し、震度情報を県庁に送信する震度情報ネット

ワークシステムを整備している。

このシステムにより、震度情報を市町及び県で把握し、職員の参集や災害応急対策を

行うとともに、総務省消防庁及び広島地方気象台へ送信し、広域応援体制の確立を図る

ほか、気象庁が発表する地震情報にも活用されている。

ウ 防災科学技術研究所が行う地震動の観測

防災科学技術研究所は、全国に全国強震観測網（Ｋ－ＮＥＴ）を整備し、強震記録や

震度データの収集を行っている。この観測点のうち県内に設置された以下の２０地点に

ついて、気象庁が発表する地震情報に活用されている。

（三次市三次町、三次市甲奴図書館、庄原市西城町大佐、庄原市東城町、庄原市高野

町、北広島町豊平郵便局、北広島町川小田、安芸高田市向原町長田、三原市館町、尾道市

長江、尾道市因島土生町、広島市中区羽衣町、世羅町東神崎、神石高原町油木、廿日市市

大野、福山市東桜町、府中市府川町、東広島市西条栄町、呉市二河町、竹原市中央）

（２）津波警報等の種類及び内容

ア 種類

ａ 大津波警報・津波警報：担当する津波予報区において津波による重大な災害のおそ

れがあると予想されるとき発表する。

なお、大津波警報は津波特別警報に位置づけられる。

ｂ 津波注意報：担当する津波予報区において津波による災害のおそれがあると予想

されるとき発表する。

ｃ 津波予報：津波による災害のおそれがないと予想されるとき発表する。
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イ 発表基準・解説・発表される津波の高さ等

ａ 津波警報等

ｂ 津波予報

種 類 発表基準 解 説

発表される津波の高さ

数値での

発表

定性的表現

での発表

大津波警報

予想される津波の最大波

の高さが高いところで３

ｍを超える場合

巨大な津波が襲い、木造家屋が全壊・流

失し、人は津波による流れに巻き込まれ

ます。沿岸部や川沿いにいる人は、ただ

ちに高台や避難ビルなど安全な場所へ避

難してください。

10m 超

(10ｍ＜予

想される

津波の最

大波の高

さ)

巨大

10m

(5ｍ＜予

想される

津波の最

大波の高

さ≦10ｍ)

５m

(3ｍ＜予

想される

津波の最

大波の高

さ≦5ｍ)

津波警報

予想される津波の最大波

の高さが高いところで１

ｍを超え、３ｍ以下の場合

標高の低いところでは津波が襲い、浸水被

害が発生します。人は津波による流れに巻

き込まれます。

沿岸部や川沿いにいる人は、ただちに高台

や避難ビルなど安全な場所へ避難してく

ださい。

３ｍ

(1ｍ＜予

想される

津波の最

大波の高

さ≦3ｍ)

高い

津波注意報

予想される津波の最大波

の高さが高いところで０．

２ｍ以上、１ｍ以下の場合

であって、津波による災害

のおそれがある場合

海の中では人は速い流れに巻き込まれ、ま

た、養殖いかだが流失し小型船舶が転覆し

ます。海の中にいる人はただちに海から上

がって、海岸から離れてください。

１ｍ

(0.2ｍ≦

予想され

る津波の

最大波の

高さ≦1

ｍ)

（表記

しない）

発表基準 内容

津
波
予
報

津波が予想されないとき。

（地震情報に含めて発表）
津波の心配なしの旨を発表。

0.2 メートル未満の海面変動が予想されたとき。

（津波に関するその他の情報に含めて発表）

高いところでも 0.2m 未満の海面変動のため被害

の心配はなく、特段の防災対応の必要がない旨

を発表。

注）津波警報等の留意事項

１ 津波による災害のおそれがなくなったと認められる場合、津波警報等の解除を行う。このうち、

津波注意報は、津波の観測状況等により、津波がさらに高くなる可能性は小さいと判断した場合に

は、津波の高さが発表基準より小さくなる前に、海面変動が継続することや留意事項を付して解除

を行う場合がある。

２ 「津波の高さ」とは、津波によって潮位が高くなった時点におけるその潮位と、その時点におけ

るその潮位とその時点に津波がなかったとした場合の潮位との差であって、津波によって潮位が上

昇した高さをいう。

３ 地震の規模（マグニチュード）が８を超えるような巨大地震は地震の規模を数分内に精度よく推

定することが困難であることから、推定した地震の規模が過小に見積もられているおそれがある場

合は、予想される津波の高さを定性的表現で発表する。

４ 沿岸に近い海域で大きな地震が発生した場合、津波警報等の発表が津波の来襲に間に合わない場合があ

る。

５ 津波警報等は、最新の地震・津波データの解析結果に基づき、内容を更新する場合がある。
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（３）地震及び津波に関する情報の種類と内容

ア 伝達基準

（ア）県内で震度１以上の地震を観測したとき。

（イ）広島県に津波警報等が発表されたとき。

（ウ）その他地震及び津波に関する情報を発表することが公衆の利便を増進すると認めら

れるとき。

なお、公衆の利便を更に増進させるために必要があると認めた場合は、広島地方気

象台で収集した資料及び状況を気象庁の情報に付加して発表する。

イ 地震・津波に関する情報の種類及び内容

（注 1）国外でマグニチュード 7.0 以上の地震が発生した場合にも、地震の発生時刻、発生場所（震源）、

及びその規模（マグニチュード）を、「遠地地震に関する情報」として日本や国外への津波の影

響に関しても記述し発表。

（注２）津波情報で用いられる広島県の津波観測点は、広島港及び呉港である。（第六管区海上保安本部管理）

津波注意報解除後も海面変動が継続するとき。

（津波に関するその他の情報に含めて発表）

津波に伴う海面変動が観測されており、今後も

継続する可能性が高いため、海に入っての作業

や釣り、海水浴などに際しては十分な留意が必

要である旨を発表。

情報の種類 発表基準 発表内容

地
震
情
報
（
注
１
）

震度速報 震度３以上

地震発生約１分半後に、震度３以上

を観測した地域名（全国を188地域

に区分）と地震の揺れの検知時刻を

速報。

震源に関する情報

震度３以上
「津波の心配がない」または「若干

の海面変動があるかもしれないが

被害の心配はない」旨を付加して、

地震の発生場所（震源）やその規模

（マグニチュード）を発表。

(津波警報または注意報を発表した場

合は発表しない)

震源・震度情報

震度１以上

地震の発生場所（震源）やその規模

（マグニチュード）、震度１以上を

観測した地点と観測した震度を発

表。それに加えて、震度３以上を観

測した地域名と市町村毎の観測し

た震度を発表。

津波警報・注意報発表または若干の海

面変動が予想された時

震度５弱以上と考えられる地域で、震

度を入手していない地点がある場合

は、その市町村・地点名を発表。

緊急地震速報（警報）発表時 -

長周期地震動に関する観測情報

震度１以上を観測した地震のうち、長

周期地震動階級１以上を観測した場

合

地域ごとの震度の最大値・長周期地

震動階級の最大値のほか、個別の観

測点毎に、長周期地震動階級や長周

期地震動の周期別階級等を発表。

（地震発生から 10 分後程度で 1 回

発表）

遠地地震に関する情報

マグニチュード 7.0 以上 国外で発生した地震について、地震

の発生時刻、発生場所（震源）やそ

の規模（マグニチュード）を、地震

発生から概ね 30 分以内に発表*1。

日本や国外への津波の影響に関し

ても記述して発表。

都市部など著しい被害が発生する可

能性がある地域で規模の大きな地震

を観測した場合（国外で発生した大規

模噴火を覚知した場合にも発表する

ことがある。）

その他の情報
顕著な地震の震源要素を更新した場

合や地震が多発した場合など

顕著な地震の震源要素更新のお知

らせや地震が多発した場合の震度

１以上を観測した地震回数情報等

を発表。

推計震度分布図 震度５弱以上

観測した各地の震度データをもと

に、250ｍ四方ごとに推計した震度

（震度４以上）を図情報として発

表。
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（４）津波警報等の伝達経路
ア 気象庁本庁は、津波警報等を発表した場合、次の経路により関係機関に通知する。

・太枠の機関は気象業務法施行令第８条第１号及び第３号並びに第９条の規定に基づく法定伝達機関

・二重線の経路は気象業務法第 15 条の２により特別刑法の通知もしくは周知の措置が義務付けられている伝達

経路

・NHK 広島放送局は津波警報が発表されたときに、「緊急警報信号」を発信する

・NTT 西日本又は NTT 東日本は、津波注意報の通知は行わない

※１ あらかじめ定められた通信系統の障害により関東地方整備局に通知することができない場合は、広島地方

気象台が中国整備局太田川河川事務所に代替手段により通知する。

※２ あらかじめ定められた通信系統の障害により NHK 報道局又は大阪放送局に通知することができない場合は、

大阪管区気象台が NHK 大阪放送局に代替手段により通知する。

・広島地方気象台からの伝達経路のうち、点線は副次的な伝達経路である。
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イ 広島地方気象台は、必要と認める場合には、地震及び津波に関する情報を発表し、次の

経路により関係機関に通知する。

ウ NTT 西日本は、次の経路により大津波警報・津波警報を関係市町に伝達する。

ＮＴＴ西日本又は東日本

広島市役所、大竹市役所、廿日市市消防本部、廿日市市役所大野支所、

府中町役場、海田町役場、熊野町役場、坂町役場

福山市役所

三原市役所、三原市本郷支所、尾道市役所、尾道市因島支所、

尾道市瀬戸田支所、尾道市消防局

呉市役所、呉市消防局、竹原消防署、東広島市役所、江田島市役所、

大崎上島町役場、大崎上島町大崎支所、大崎上島町木江支所

ＮＴＴ西日本中国支店

【広島エリア】（８）

【福山エリア】 （１）

【尾道エリア】 （６）

【呉エリア】 （８）

※ ファクシミリ網による一斉同報方式

（注）１ 広島地方気象台からの伝達経路のうち、実線は専用線（気象庁本庁からの伝達経路も含む）、点線は、

専用線以外の副次的な伝達経路である。（

２ 民間報道機関は、㈱中国放送・㈱中国新聞社である。
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（５）津波に対する自衛措置

近地地震の発生においては、津波到達までの時間が短く、津波警報等の入手を待って対策

を講じたのでは間に合わない場合があるので、沿岸地域の市町は、震度４以上の地震が発生

した場合、次の措置をとる。

ア 津波警報等関係気象官署から、何らかの通報が届くまで、地震発生から少なくとも 30 分

間は高台等から海面の状態を監視する体制を確立しておくこと。

イ 市町に対する津波注意報及び警報の伝達は、放送による方が早い場合が多いので、地震

発生から少なくとも１時間は NHK 放送を聴取することとし、その責任者を定めておくこと。

（参考）気象業務法施行令第 10 条の規定により、津波に関する気象庁の警報事項を適時に

受けることができない状況にある地の市町長及び災害により津波に関する気象庁の

警報事項を適時に受けることができなくなった地の市町長は、津波警報を発表するこ

とができる。

（６）緊急地震速報が発表された場合の措置

市町は、受信した緊急地震速報を同報系防災行政無線（戸別受信機を含む。）等で伝達

可能な場合には、住民へ伝達する。

（７）居住者等への情報の伝達

県及び沿岸市町は、津波警報等及び津波に関する情報が、管轄区域内の居住者、観光客、

釣り客やドライバー等滞在者その他公私の団体（以下「居住者等」という。）に対して、迅

速かつ広範に伝達されるよう、次の措置を講じるものとする。この場合において、居住者等

が具体的にとるべき行動について、併せて示すものとする。

ア 聴覚障害者や外国人に対する情報伝達として、津波警報等及び津波に関する情報の伝達

経路及び方法を明示した看板等を設置する。

イ 観光施設、宿泊施設等の施設管理者に対しては、同報無線の戸別受信機等を配備させ、

伝達手段を確保する。

屋外にいる者に対しては、同報無線の屋外拡声子局、サイレン、電光掲示板等により伝

達する。

ウ 海水浴場の施設管理者は、監視施設等へラジオ、戸別受信機等の情報収集機器及び拡声

器、放送設備、サイレン等の情報伝達機器を配備し、迅速な情報収集及び伝達を行うもの

とする。

（８）船舶関係者（荷役船、作業船、漁船、プレジャーボート）及び養殖事業者等に対する伝達

各海上保安部（署）からの情報伝達と併せて各媒体を活用して伝達する。

（９）船舶、漁船等の固定、港外退避などの措置

港湾や漁港に停泊、又は係留中の船舶は、津波の満ち潮によって陸上に打ち上げられ、引

き潮によって漂流・転覆するおそれがある。したがって、港湾・漁港管理者は、漁業協同組

合や船舶管理者との協議に基づき、緊急連絡網及び漁業無線により連絡して措置をとるよう

要請することとして、津波避難誘導計画を策定する。

（10）津波に対する自衛措置

沿岸地域の市町は、地震が発生した場合、市町に対する津波注意報及び警報の伝達は、放

送による方が早い場合が多いので、地震発生から少なくとも１時間は NHK 放送を聴取するこ

ととし、その責任者を定めておくこと。

（11）情報の伝達方法

沿岸市町は、津波警報等及び情報の伝達手段として、防災行政無線（同報系）の整備を促

進するとともに、全国瞬時警報システム（J-ALERT）、広報車、半鐘、サイレン、テレビ（C

ATV 含む。）、ラジオ（コミュニティ FM 放送を含む。）、携帯電話（登録制メール、緊急速
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報メールを含む。）、ワンセグ、インターネット、アマチュア無線等多様な通信手段を確保

し、また、迅速な避難行動がとれるよう、統一的な図記号等を利用したわかりやすい誘導表

示板の設置等避難場所、避難路の周知を図るものとする。この場合において、高齢者や障害

者等の災害時要配慮者となりうる者や一時滞在者等に対する伝達について十分考慮するもの

とする。
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第３項 住民等の避難誘導に関する計画

１ 方 針

地震により、建築物、工作物の破損や広範囲な火災、がけ崩れ、土石流、津波等が発生した

場合には、市町長又はその他関係法令の規定に基づく避難の措置の実施責任者は、必要に応じ

避難のための措置をとり、人命の安全確保に努める。

特に、市町長は、災害発生時において適切な措置をとるため、あらかじめ指定緊急避難場所

等の指定を行い、平素から住民への周知徹底を図るとともに、住民を含めた訓練に努めること

とする。

この計画では、避難の指示等、避難誘導について定める。

２ 避難の指示等

（１）指示する者

避難の措置の実施責任者は、関係法令の規定に基づき、次により避難の指示等を行う。

ア 市町長の措置

（ア）市町長は、火災、がけ崩れ、土石流、津波等の事態が発生し、又は発生のおそれがあ

り、住民の生命、身体に危険を及ぼすおそれがあると認めるときは、速やかに立退きの

避難指示等を発令する。

なお、避難指示等を発令したときは、速やかに、その旨を知事に報告する。

（イ）市町長は、強い地震（震度４程度以上）又は長時間のゆっくりとした揺れを感じて避

難の必要を認める場合若しくは大津波警報・津波警報を覚知した場合は、速やかに避難

指示等を発令する。

なお、津波警報等の覚地により避難指示等を発令する場合には、津波警報等で発表さ

れる津波高に応じた発令対象区域を定め発令することとする。

（ウ）地震の発生により、降雨等による二次災害のおそれのある地域については、雨量・水

位等による避難指示等を発する基準を設けておく。

イ 警察官及び海上保安官の措置

警察官及び海上保安官は、地震災害の発生により、住民の生命、身体に危険を及ぼすお

それのある事態が発生し、市町長が措置を行ういとまがないとき又は市町長から要請があ

ったとき、若しくは住民の生命、身体に危険が切迫していると自ら認めるときは、直ちに

当該地域住民に対し立退きを指示する。

ウ 自衛官の措置

（ア）災害派遣を命ぜられた部隊等の自衛官は、災害が発生し、又はまさに発生しようとし

ている場合において、市町長等、警察官及び海上保安官がその場にいない場合に限り、

警戒区域を設定し、災害応急対策従事者以外の者の立ち入り制限、禁止又は当該区域か

らの退去を命ずることができる。

この場合において、当該措置をとったときは、直ちにその旨を市町長に通知しなけれ

ばならない。

（イ）災害派遣を命ぜられた部隊等の自衛官は、災害により危険な事態が生じた場合で、警

察官がその場にいないときに限り、危険な場所にいる住民に避難の指示をすることがで

きる。

エ 知事又はその命を受けた職員

（ア）知事又はその命を受けた職員は、洪水若しくは高潮の氾濫又は地すべりの危険が著し

く切迫していると認めるときは、危険な地域の住民に対し、立退きを指示する。
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（イ）災害の発生により市町がその全部又は大部分の事務を行うことができなくなったとき

は、当該市町の市町長が実施すべき避難指示等の措置の全部又は一部を知事が代わって

実施しなければならない。

（２）避難指示等の内容

市町長等避難指示等を発令する者は、次の内容を明示して実施する。

ア 避難対象地域

イ 避難指示等の発令理由

ウ 避難先及び避難経路

エ 避難の方法及び携行品

オ その他必要な事項

（３）住民への周知及び関係機関への連絡

避難の指示等をした者又は機関は、速やかに当該地域の住民に対して、その内容を周知す

るとともに、関係各機関に対して連絡する。

ア 住民への周知徹底

避難の措置を実施したときは、当該実施者は速やかにその内容を防災行政無線（同報系）、

災害情報共有システム（Ｌアラート）、広報車、半鐘、サイレン、テレビ（ワンセグを含

む。）、ラジオ（コミュニティ FM 放送を含む。）、携帯電話（登録制メール、緊急速報メ

ールを含む。）、CATV、インターネット、アマチュア無線など、情報の受け手に応じて多

種多様な手段を通じ又は直接住民に伝達する。また、必要に応じて、防災関係機関及び自

主防災組織等の協力を得て住民への周知徹底を図る。この場合において、高齢者や障害者

等の避難行動要支援者や一時滞在者等に対する伝達について十分考慮するものとする。

イ 関係機関の相互連絡

県、県警察、市町、自衛隊及び海上保安庁は、避難の措置を行ったときはその内容につ

いて相互に連絡通報する。

（４）防災上重要な施設の避難対策

病院、学校、劇場、百貨店、旅館、工場及びその他防災上重要な施設の管理者は、あらか

じめ広島県地震被害想定及び広島県津波浸水想定図における津波の浸水域・浸水深・到達時

間等を参考に避難場所、避難経路、誘導責任者及び指示伝達方法について定めた避難計画を

作成し、市町長が避難指示等を発令した場合には、これらの施設に出入りする者等を速やか

に安全な場所に避難させ、その者の安全の確保に努める。その際、避難行動要支援者の避難

に特に配慮するものとする。

幼稚園、小・中学校等保護を必要とする園児・児童・生徒等がいる学校（以下「学校等」

という。）並びに病院及び社会福祉施設等（以下「病院等」という。）においては、特に次

の事項に留意し、避難対策の徹底を図る。

ア 学校等においては、園児・児童・生徒等を避難させる場合に備えて、平素から教育、保

健、衛生及び給食の実施方法について定める。

イ 病院等においては、患者又は入所者を他の医療機関又は安全な場所に集団的に避難させ

る場合に備えて、平素から受入れ施設の確保、移送の方法、保健、衛生及び入院患者又は

入所者に対する必要な措置について定める。

３ 津波避難のための事前の準備

（１）津波浸水想定図等の作成及び周知

居住者等が津波来襲時に迅速かつ的確な避難を行うことができるように、県が作成し

た広島県津波浸水想定図をもとに、沿岸市町は避難地、避難路等を示す津波ハザードマ
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ップ作成を行い、住民等に周知するものとする。なお、市町の津波ハザードマップ作成

にあたって、県は必要な情報の提供を行うこととする。

（２）避難場所・避難路の選定

ア 基本原則

沿岸市町は、居住者等が津波来襲時に迅速かつ的確な避難を行うことができるよう

広島県地震被害想定及び広島県津波浸水想定図等を基に、避難場所、避難路を事前に

選定又は見直しを行うものとする。選定に当たっては、地域の状況を十分考慮するも

のとする。

なお、津波災害を想定した避難場所の選定に当たって、高台等地盤の高い場所への

避難に 30 分以上の時間を要する沿岸地域等においては、堅牢かつ耐震性、津波に対す

る性能を十分確保した高層建物の中・高層階を避難場所に利用する津波避難ビル等を

確保するものとする。津波到達が早く、避難に必要な時間の確保が困難と想定される

場合は、更なる津波避難ビルの確保等の措置に努める。

この場合において、本県で想定される津波波高を考慮し、避難は、原則として３階

以上とする。

また、必要に応じて、整備方針等を作成し、避難路・避難階段等の整備を行うものと

する。

選定した避難場所・避難路について、平素から広報等により住民への周知徹底を図

ることとする。

また、あらかじめ選定した避難場所、避難路沿い等に統一的な図記号等を利用した

わかりやすい誘導表示板、案内標識、標高板、海抜表示シート等を設置して、速やかに

避難できるようにしておくものとする。

イ 避難場所・避難路の選定基準

津波災害を想定した避難場所・避難路の選定基準は、おおむね次による。

（ア）避難場所

ａ 津波により避難が必要となることが想定される地域（以下「避難対象地域」とい

う。）から外れていること。（広島県津波浸水想定図を参考とする。）

ｂ 十分な地盤標高を有すること。

ｃ 原則としてオープンスペースであること。ただし、耐震性が確保されている建

物は指定することができる。（昭和 56 年の新耐震設計基準に基づき建築された建

物、耐震補強済みの建物を指定することが望ましい。）

ｄ 周辺に山・がけ崩れ、危険物貯蔵所等の危険箇所がないこと。

ｅ 予想される津波よりも大きな津波が発生する場合も考えられることから更に避

難できる場所があること。

ｆ 避難者一人あたり十分なスペースが確保されていること（最低限１人当たり１

㎡以上を確保すること）。

ｇ 夜間照明及び情報機器（伝達・収集）等を備えていること。

ｈ 避難場所表示があり、入口等が明確であること。

ｉ 一晩程度宿泊できる設備（毛布等）、飲食料等が備蓄されていることが望まし

い。

（イ）津波避難ビル

津波避難ビルの選定基準はおおむね次による。

ａ ３階建て以上かつ耐震性（昭和 56 年の新耐震設計基準に基づき建築された建

物、耐震補強済みの建物を指定することが望ましい。）を有して RC（鉄筋コンク
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リート）又は SRC（鉄筋鉄骨コンクリート）構造であること（津波の高さや地域の

状況によっては２階建ても選定できる）。

ｂ 海岸に直接面していないこと。

ｃ 収容スペースとして、１人当たり１㎡以上を確保すること。

ｄ 避難路等に面していること。

ｅ 夜間照明や情報機器が備わっていること。

ｆ 外部から避難が可能な階段があること。

なお、周辺に適切な避難場所、津波避難ビル等がない場合は、高台の民家や民有

地（畑や山林等）を避難目標地点として、利用するものとする。この場合において、

所有者の理解を得ておくとともに、避難階段等（津波避難ビルの場合は非常階段

等の外階段）を整備しておく必要がある。

（ウ）避難路

避難路の選定基準は、おおむね次による。

ａ 山・がけ崩れ、建物の倒壊、転倒・落下物等による危険が少なく、避難者数等を

考慮して、幅員が広いこと。特に、観光客等の多数の避難者が見込まれる地域にあ

っては、十分な幅員が確保されていること。

ｂ 橋梁等を有する道路を指定する場合は、その耐震性が確保されていること。

ｃ 防潮堤や胸壁等の避難障害物を回避する対策（例えば階段等の設置）が図られ

ていること。

ｄ 原則として、海岸・河川沿いの道路ではないこと。

ｅ 津波の進行方向と同方向とすること。（海岸方向にある避難場所へ向かっての

避難をするような避難路の選定は原則として行わない。）

ｆ 避難途中での津波の来襲に対応するため、避難路に面した津波避難ビルが確保

されていることが望ましい。

ｇ 家屋の倒壊、火災の発生、橋梁等の落下等の事態にも対応できるように、近隣に

迂回路を確保できる道路を選定することが望ましい。

ｈ 円滑な避難ができるよう避難誘導標識や同報無線等が設置されていること。

ｉ 夜間の避難も考慮し、夜間照明等が設置されていること。

ｊ 階段、急な坂道等には手すり等が設置されている事が望ましい。

（３）津波避難計画の作成

沿岸市町は、避難対象地域を明示するとともに、避難対象地域別の避難場所、避難路

等、具体的な避難実施に関して、広島県地震被害想定及び広島県津波浸水想定図におけ

る津波の浸水域・浸水深・到達時間及び津波災害の特性に応じた津波避難計画を作成す

るものとする。なお、避難対象地区の選定に当たっては、各種防災施設の整備の状況や

被害想定の実施等による検証を通じて避難計画を見直していくものとする。さらに、住

民や防災上重要な施設の管理者等が作成する地域ごとの津波避難計画に関して必要な支

援を行うものとする。

４ 避難の誘導

（１）避難誘導に当たる者

ア 市町職員、警察官、消防職員その他の避難措置の実施者

イ 自主防災組織のリーダー等

（２）避難誘導の方法

ア 避難場所・避難路沿いの要点等に誘導に当たる職員等を配置し、あるいは案内標識を設
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置するなどして、住民の速やかな避難を図る。

なお、あらかじめ避難場所を選定した市町長は、避難場所、避難路沿い等に案内標識を

設置して、速やかに避難できるようにしておくものとする。

イ 避難は幼少児、女性、高齢者及び障害者を優先する。

ウ 高齢者、障害者等自力で避難の困難な避難行動要支援者に関しては、事前に援助者を決

めておく等の避難支援プラン（全体計画・個別計画）を作成して支援体制を整備し、危険

が切迫する前に避難できるよう配慮する。

また、観光客及び外国人等の避難に当たっても、自主防災組織、消防団、近隣住民と連

携を図りながら避難誘導を行えるよう、避難の連絡方法や避難補助の方法をあらかじめ定

めておくものとする。

エ 避難の指示等に従わない者については、極力説得して任意に避難するよう指導する。

オ 避難場所又は避難路に障害物あるいは危険物がある場合は、市町長の指示のもとに当該

物件の除去、保安その他必要な措置を講じ、避難の円滑を図る。

カ 交通孤立地区等が生じた場合、ヘリコプター、船舶による避難についても検討し、必要

に応じ実施するものとする。

（３）再避難の措置

誘導に当たる関係防災機関及び職員等は、正確な情報把握に努め、避難場所や避難経路の

状況が悪化した場合には、機を失することなく再避難等の措置を講ずる。

５ 避難津波発生時の誘導応急対策

（１）避難指示の発令

ア 発令基準

次の場合において、市町長は、速やかに的確な避難指示を発令する。

（ア）報道機関の放送等により津波警報等の発表を認知した場合及び気象業務法第 15 条第２

項及び気象業務法第 15 条の２第２項の規定により津波警報等の通知を受けた場合

（イ）強い地震（概ね震度４程度以上）を感じたとき又は弱い地震であっても長い時間ゆっく

りとした揺れを感じた場合で、かつ必要と認める場合

（ウ）気象業務法施行令第 10 条の規定により市町長が自ら津波警報等をした場合

イ 発令時期及び発令手順

津波警報等を認知した場合又は津波警報等の通知を受けた場合は、自動的に又は直後に避

難指示を発令する。

特に、勤務時間外に津波警報等が発表された場合について、避難指示の手続きや時期を十

分検討し、速やかな対応が図られるよう体制整備を図るものとする。

ウ 指示の内容

市町長等避難指示を発令する者は、次の内容を明示して実施する。

（ア）避難対象地域

（イ）避難指示の発令理由

（ウ）避難先及び避難路

（エ）避難の方法及び携行品

（オ）その他必要な事項

エ 解除の基準

次の場合において、市町長は、避難指示を解除する基準を定める。

（ア）報道機関の放送等により津波警報等の解除を認知した場合及び津波警報等の解除の通知

を受けた場合

第３章の２　災害応急対策計画（震災対策編）

278



（イ）気象業務法施行令第１０条の規定により市町長が自ら津波警報をしたものを解除する場

合

オ 解除時期及び解除手順

避難指示の解除は、原則として津波警報等の解除の発表に基づき行うものとする。また、

解除手順は、発令手順と同様に事前に十分に検討しておくものとする。

カ 発令又は解除の伝達系統及び伝達方法

（ア）伝達系統（伝達先、伝達手順、伝達経路等）

市町は、どの地域の、誰に、どのような手順で、どのような経路を通じて伝達するかを

定めた避難指示の判断・伝達マニュアルを作成しておくものとする。県は、マニュアルの

作成及び見直しについて、市町と積極的に連携し、支援するものとする。また、必要に応

じて、防災関係機関及び自主防災組織等の協力を得て住民への周知徹底を図る。

（イ）伝達手段

伝達手段としては、防災行政無線（同報系）、災害情報共有システム（Ｌアラート）、

広報車、半鐘、サイレン、テレビ（ワンセグ含む。）、ラジオ（コミュニティ FM 放送を含

む。）、携帯電話（登録制メール、緊急速報メールを含む。）、CATV、インターネット、

アマチュア無線など、情報の受け手に応じて多種多様な手段を確保するものとする。また、

サイレン音や半鐘音により注意を喚起した上で、同報無線や広報車等により、大津波警報・

津波警報・津波注意報等の発表、避難指示を伝達するような併用等を検討するものとする。
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第３節 災害発生後の応急対策

第１項 災害情報計画

１ 方 針

この計画は、県内に地震が発生し、又は地震による津波等が発生した場合において、防災関係

機関が災害応急対策を迅速かつ的確に実施するため、地震及び津波に関する災害情報、その他災

害に関する情報の収集及び伝達に関して必要な事項を定める。

２ 情報の収集伝達手段

県、市町における地震・津波災害情報等の収集及び伝達手段は次のとおりである。

（１）県

ア 情報の収集手段

（ア）市町からの電話、ファクシミリ、県総合行政通信網（防災行政無線、衛星通信）による

報告

（イ）ヘリコプターによる上空からの報告（ヘリコプターテレビ等）

（ウ）県警察本部からの電話、ファクシミリ等による報告

（エ）その他関係機関からの電話、ファクシミリ等による報告

（オ）広島地方気象台からの通報

（カ）中国電力のホットラインの活用

（キ）アマチュア無線のボランティアの活用

（ク）マスコミの報道

（ケ）広島県震度情報ネットワークシステムの活用

（コ）広島県救急医療情報ネットワークの活用

（サ）広島県防災情報システムの活用

（シ）市町情報収集連絡員からの報告

イ 関係機関への伝達手段

（ア）電話、ファクシミリ、口頭による伝達

（イ）県総合行政通信網（防災行政無線、衛星通信）の活用

（ウ）消防防災無線や衛星通信による総務省消防庁及び各都道府県への伝達

（エ）中国電力のホットラインの活用

（オ）アマチュア無線のボランティアの活用

（カ）報道機関への放送依頼（多言語による災害情報の提供）

（キ）広島県救急医療情報ネットワークの活用

（ク）広島県防災情報システムの活用
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（２）市町

ア 情報の収集手段

（ア）住民からの電話、ファクシミリ、口頭による情報

（イ）パトロール車等による巡回

（ウ）市町防災行政無線による収集

（エ）地元消防機関、警察署からの電話、ファクシミリ等による通報

（オ）その他地元関係機関からの電話、ファクシミリ等による通報

（カ）タクシー会社等無線施設所有者からの情報

（キ）地元アマチュア無線のボランティアの活用

（ク）マスコミの報道

（ケ）広島県震度情報ネットワークシステムの活用

（コ）広島県防災情報システムの活用

イ 関係機関への伝達手段

（ア）電話、ファクシミリ、口頭による報告

（イ）市町地域防災無線の活用

（ウ）県総合行政通信網（防災行政無線、衛星通信）の活用

（エ）コミュニティ FM、CATV の活用

（オ）登録制メール、緊急速報メールの活用

（カ）地元アマチュア無線のボランティアの活用

（３）その他の収集伝達手段

インターネット等の情報ネットワークを活用するなど、より細かな情報を正確かつ迅速に

収集伝達するシステムの構築に努めるものとする。

３ 情報の収集伝達経路

（１）通常の場合（県災対本部を設置していない場合）の経路

ア 災害の予防、未然防止又は拡大防止のための情報

（ア）基本法第 54 条第４項の規定により、災害が発生するおそれのある異常な現象について

国

中央省庁
総理官邸

内閣府

総務省消防庁

市 町

消 防 本 部
自衛隊

陸上自衛隊第１３旅団

海上自衛隊呉地方総監部

気象庁
広島地方気象台

広 島 県

民間気象会社 県 民・報道機関

水 防 テ レ メ ー タ シ ス テ ム

土砂災害発生監視システム

山 崩 れ 発 生 観 測 シ ス テ ム

震度情報ネットワークシステム

被 害 情 報 収 集 提 供 機 能

インターネット等

広島県防災情報システムの概念図
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通報を受けた市町長は、速やかにその旨を県危機管理監に通報する。

また、緊急な対応を要する場合は、同時に関係のある県地方機関に通報する。

（イ）前記（ア）の通報を受けた県危機管理監は、災害の予防、未然防止又は拡大防止のため

必要がある場合は、関係のある指定行政機関の長及び指定地方行政機関の長、地方公共団

体の長その他の執行機関、指定公共機関及び指定地方公共機関、公共的団体並びに防災上

重要施設の管理者（以下「災害応急対策責任者」という。）に通報するとともに、関係の

ある県各局（部）課（室）を経て県地方機関に通知する。

また、原則として、覚知後 30 分以内で可能な限り早く、分かる範囲で、国（総務省消

防庁）や必要に応じて自衛隊等に通報し、初動体制に万全を期する。

県は、市町からの報告を入手後速やかに消防庁に対して報告を行うとともに、市町から

の報告を待たずして情報を入手したときは、直ちに消防庁に対して報告を行う。

なお、県が国（総務省消防庁）へ報告すべき災害は、次のとおりである。

ａ 一般基準

（ａ）災害救助法の適用基準に合致するもの

（ｂ）県が災害対策本部を設置したもの

（ｃ）災害が２都道府県以上にまたがるもので本県における被害は軽微であっても、全

国的に見た場合に同一災害で大きな被害を生じているもの

ｂ 個別基準

（ａ）地震

地震が発生し、県又は市町の区域内で震度４以上を記録したもの

（ｂ）津波

津波により人的被害又は住家被害を生じたもの

ｃ 社会的影響基準

「ａ 一般基準」、「ｂ 個別基準」に該当しない災害であっても、報道機関に取

り上げられる等、社会的影響度が高いと認められるもの

（ウ）前記（ア）の通報を受けた県地方機関は、速やかに応急対策を実施するとともに、関係

のある県各局（部）課（室）に報告し、必要に応じて県各局（部）課（室）は県危機管理

監に報告する。

イ その他の情報

災害応急対策責任者は、災害に関係のある事実又は情報を知ったとき、及び自己の管理す

る施設が災害を受けたときは、その情報及び被害の概況並びに災害に対してとった措置の

大要を県危機管理監に通報する。

県危機管理監は、必要と認めた場合は、関係のある他の災害応急対策責任者に通報すると

ともに、関係のある県各局（部）課（室）を経て県地方機関に通知する。

ウ 災害に関する民間団体への通知

前記ア、イの経路により情報を受けた関係機関は、必要と認めたときは、関係のある民間

団体に通報する。

エ 災害応急対策責任者相互の被害状況の情報交換

災害応急対策責任者は、災害に関する情報の収集に努めるとともに、災害に関係のある事

故又は情報を知ったとき及び自己の管理する施設が被害を受けたときは、被害の状況及び

その災害に対してとった措置をできるだけ相互に通報しあう。

（２）災害対策本部を設置した場合の経路

災害対策本部（情報連絡班）を設置した場合の災害情報の収集伝達は、次の経路によって行

うものとする。
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４ 地震災害発生及び被害状況報告・通報

地震災害が発生した場合は、応急対策を迅速に実施するため、市町は災害対策基本法及びその

他関係法令の規定に基づき、県に対し災害発生報告及び被害状況報告を速やかに実施する。

なお、市町からの報告は原則として、広島県防災情報システム（被害情報収集提供機能）を利

用して行う。

また、市町は、地震発生直後については、被害規模に関する概括的情報を含め、把握できた範

囲から直ちに県へ連絡するものとする。おって、報告は県へ行うことを原則とするが、当該市町

の区域内で震度５強以上を記録したものについては、直接、総務省消防庁へも報告することとす

る。

県に報告できない場合にあっては、直接内閣総理大臣（総務省消防庁経由）へ報告するものと

する。

大規模災害の発生による市町機能の喪失等により、市町が県への被害報告を行うことが困難とな

った場合、県は、多様な手段を用いて、直接、情報収集に努めるものとする。

県及び市町は、必要に応じ、収集した被災現場の画像情報を、中央防災無線網等を活用し、官邸

及び政府本部等を含む防災関係機関への共有を図るものとする。

内 閣 総 理 大 臣

（ 総 務 省 消 防 庁 経 由 ）

指 定 地 方 行 政 機 関

指 定 公 共 機 関

指 定 地 方 公 共 機 関

陸上自衛 隊第１ ３旅団司令 部

海 上 自 衛 隊 呉 地 方 総 監 部

県 災 害 対 策 本 部 県災害対策本部各支部 市 町

住
民

・
公
共

団

体
・

防
災

上
重

要
な

施

設
の
管

理
者

消 防 機 関

学 校県 教 育 委 員 会 教 育 事 務 所

県 警 察 本 部 警 察 署
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（１）災害発生報告

応急対策実施のため、基本法第５３条第１項の規定により行う報告で、災害発生状況の迅速

な把握を主眼とする。

ア 伝達経路

災害発生報告は、次の経路により行う。（災害対策本部が設置されていない場合は、「県

災害対策本部」は、「県危機管理監」と読み替える。）

イ 地震災害発生報告の様式

地震災害発生報告は、報告の迅速かつ的確を期すため、原則として次の様式（表１）によ

り行う。

ウ 消防機関への通報が殺到した場合の報告

地震等により、火災が同時多発あるいは多くの死傷者が発生し、消防機関への通報が殺到

した場合、その状況を市町（当該市町が消防の事務を処理する一部事務組合の構成市町であ

る場合は、当該一部事務組合をいう。以下この項において同じ。）は直ちに総務省消防庁及

び県に対し報告するものとする。

この場合、即報の迅速性を確保するため、市町の消防部局から直接、電話、ファクシミリ

等最も迅速な方法により報告するものとする。

エ 県に報告することができない場合の災害発生の報告

市町が県に報告できない場合の災害発生の報告先は、内閣総理大臣（総務省消防庁経由）

とする。

なお、県と連絡がとれるようになった後の報告については、県に対して行うものとする。

（県に報告できない場合）

内 閣 総 理 大 臣

（総務省消防庁経由）

県 災 害 対 策 本 部

（ 情 報 連 絡 班 ）

県 関 係 地 方 機 関

（県災害対策本部各支部） 県関係局（部）課（室）

市

町

※ 内閣総理大臣への報告先（以下この節において同じ）

総務省消防庁

区 分

回線別

平日（9:30～18:15）
※応急対策室

左 記 以 外

※ 宿 直 室

ＮＴＴ回線
電 話 03-5253-7527 03-5253-7777
ＦＡＸ 03-5253-7537 03-5253-7553

消防防災無線
電 話 7-90-49013 7-90-49101～49103
ＦＡＸ 7-90-49033 7-90-49036

地域衛星通信

ネットワーク

電 話 77-048-500-90-49013 77-048-500-90-49101～49103
ＦＡＸ 77-048-500-90-49033 77-048-500-90-49036
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（２）被害状況の報告及び通報

応急対策の実施及び災害復旧のため、関係法令等の規定により行う報告及び通報で、応急対

策の実施及び復旧の措置を講ずるに必要な被害状況を把握することを主眼とする。

ア 伝達経路

被害状況報告及び通報は、次の経路により行う。

イ 被害状況の報告等

（ア）市町は、人的被害の状況（行方不明者の数を含む。）、建築物の被害状況及び火災、津波、

土砂災害の発生状況等の情報を収集するとともに、被害規模に関する概括的情報を含め、把

握できた範囲から直ちに県へ連絡するものとする。特に、行方不明者の数については、捜索・

救助体制の検討等に必要な情報であるため、市町は、住民登録の有無にかかわらず、当該市

町の区域（海上を含む。）内で行方不明となった者について、県警察等関係機関の協力に基

づき正確な情報の収集に努めるものとする。また、行方不明者として把握した者が、他の市

町村に住民登録を行っていることが判明した場合には、当該登録地の市町村又は都道府県（外

国人のうち、旅行者など住民登録の対象外の者は直接又は必要に応じ外務省を通じて在京大

使館等）に連絡するものとする。

また、要救助者の迅速な把握のため、安否不明者についても、関係機関の協力を得て、積

極的に情報収集を行うものとする。

（イ）地震発生直後については、県災害対策本部（災害対策本部を設置していない場合は、県

危機管理監）は、市町等から収集した情報及び自ら把握した被害規模に関する概括的な情

報を総務省消防庁へ報告する。

（ウ）県災害対策本部（災害対策本部を設置していない場合は、県危機管理監）は、前記アの

災害発生報告及び被害状況報告に基づき、次の様式（表２）により定期的に被害状況を取

りまとめて、災害応急対策及び災害復旧に資する。

（エ）被害状況取りまとめの結果は、基本法第 53 条第２項の規定により、内閣総理大臣（総

務省消防庁経由）に報告するほか、必要に応じて政府及び関係機関の援助を要請するため

の報告を行う。

ウ 県に報告することができない場合の被害状況の報告

市町が県に報告できない場合の被害状況の報告先は、内閣総理大臣（総務省消防庁経由）

とする。

なお、県と連絡がとれるようになった後の報告については、県に対して行うものとする。

エ 人の被害についての即報

市 町

（
県
に
報
告
で
き
な
い
場
合
）

警 察 署

県 関 係 地 方 機 関

（県災害対策本部各支部）

県 災 害 対 策 本 部

（ 情 報 連 絡 班 ）

内 閣 総 理 大 臣

（総務省消防庁経由）

県 警 察 本 部

指定地方行政機関

指定公共機関

指定地方公共機関

公共的団体及び防災上重要な施設の管理者
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各市町、県警察本部及び各消防本部が、災害による人の被害についての情報を入手した場

合は、広島県防災情報システムを利用して、速やかに県災害対策本部（災害対策本部が設置

されていない場合は県危機管理監）に伝達する。

人的被害の数（死者・行方不明者数）については、県が一元的に集約、調整を行うものと

する。その際、県は、関係機関が把握している人的被害の数について積極的に収集し、一方、

関係機関は県に連絡するものとする。当該情報が得られた際は、県は、関係機関との連携の

もと、整理・突合・精査を行い、直ちに消防庁へ報告するものとする。

また、県は、人的被害の数について広報を行う際には、市町等と密接に連携しながら適切に

行うものとするとともに、要救助者の迅速な把握による救助活動の効率化・円滑化のために必

要と認めるときは、市町村等と連携の上、安否不明者の氏名等を公表し、その安否情報を収集・

精査することにより、速やかな安否不明者の絞り込みに努めるものとする。

《参考 広島県震度情報ネットワークシステムの概要》

県災害対策本部

（情報連絡班）

各 市 町

県 警 察 本 部

（人の被災状況）

内 閣 総 理 大 臣

（総務省消防庁経由）

消 防 本 部

（人の被災状況）

（人の被災状況）

システムの概要
○ 県内に設置されている計測震度計等から、震度情報が市町や消防本部などで表示・印字されるとともに、県庁に

送信されます。
○ 県庁では、県内で観測した震度情報を収集するとともに、自動的に総務省消防庁、広島地方気象台、全市町及び

県警本部に震度情報を送信します。
○ また、広島県防災情報システムを通じて、県建設事務所・支所等にも情報を提供しています。

システムの特徴
○ 県の設置する計測震度計の他、気象庁及び防災科学技術研究所の設置する計測震度計等の活用により、平成の大

合併前の市区町村単位で震度情報を把握しています。
○ 市町観測点と県庁間の回線を、地上系と衛星系の二重化を図ることにより、データ伝送路の保証を行っていま

す。
○ また、地上系回線では、地震発生時の電話回線の輻輳による、震度情報の不達のリスクを低減するため、ＮＴＴ

フレッツＶＰＮ網を活用し、常時接続化を図っています。
○ すべての観測点で、震度計設置環境基準（平成２１年１０月、気象庁）に従って計測震度計を設置しており、正

確な震度観測を実施しています。

導入効果
○ 広域応援体制の確立

県内全域の震度分布から被害地域を推定し、早期に県内のみならず広域の応援体制をとることができます。
○ 調査研究分野への活用

地震波形及び地震継続時間を蓄積し、地震に対する調査研究に活用できます。
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広 島 県震 度情 報ネ ッ トワ ーク シス テム の 構成

広 島 県 震 度 情 報 ネ ッ ト ワ ー ク シ ス テ ム

震 度 計 設 置 位 置 図
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※1 津波警報等を震度速報より早く発表する場合あり。

※2 地震情報に若干の海面変動があるかもしれないが被害の心配はない旨を付加して発表した後、津波予報で海

面変動が予想される津波予報区を発表する。

※3 津波警報等を発表している津波予報区以外で、海面変動が予想される津波予報区に発表する。

※4 気象庁防災情報 XML フォーマット電文では、破線で囲んだ情報はそれぞれまとめた形の情報で発信する。

※5 気象庁ホームページでの「震源・震度に関する情報」及び「各地の進度に関する情報」は、どちらかの発表基

準に達した場合に両方の情報を発表する。

［地震・津波に関する情報発表の概念図］
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気象庁震度階級関連解説表

使用にあたっての留意事項

（1）気象庁が発表している震度は、原則として地表や低層建物の一階に設置した震度計によ

る観測値です。この資料は、ある震度が観測された場合、その周辺で実際にどのような現

象や被害が発生するかを示すもので、それぞれの震度に記述される現象から震度が決定さ

れるものではありません。

（2）地震動は、地盤や地形に大きく影響されます。震度は震度計が置かれている地点での観

測値であり、同じ市町村であっても場所によって震度が異なることがあります。また、中

高層建物の上層階では一般に地表より揺れが強くなるなど、同じ建物の中でも、階や場所

によって揺れの強さが異なります。

（3）震度が同じであっても、地震動の振幅（揺れの大きさ）、周期（揺れが繰り返す時の１回

あたりの時間の長さ）及び継続時間などの違いや、対象となる建物や構造物の状態、地盤

の状況により被害は異なります。

（4）この資料では、ある震度が観測された際に発生する被害の中で、比較的多く見られるも

のを記述しており、これより大きな被害が発生したり、逆に小さな被害にとどまる場合も

あります。また、それぞれの震度階級で示されている全ての現象が発生するわけではあり

ません。

（5）この資料は、主に近年発生した被害地震の事例から作成したものです。今後、5 年程度で

定期的に内容を点検し、新たな事例が得られたり、建物・構造物の耐震性の向上等によっ

て実状と合わなくなった場合には変更します。

（6）この資料では、被害などの量を概数で表せない場合に、一応の目安として、次の副詞・

形容詞を用いています。

※ 気象庁では、アンケート調査などにより得られた震度を公表することがありますが、これ

らは「震度○相当」と表現して、震度計の観測から得られる震度と区別しています。

用語 意味

まれに

わずか

大半

ほとんど

極めて少ない。めったにない。

数量・程度が非常に少ない。ほんの少し。

半分以上。ほとんどよりは少ない。

全部ではないが、全部に近い。

が（も）ある、

が（も）いる

当該震度階級に特徴的に現れ始めることを表し、量的には多く

はないがその数量・程度の概数を表現できかねる場合に使用。

多くなる 量的に表現できかねるが、下位の階級より多くなることを表す。

さらに多くなる
上記の「多くなる」と同じ意味。下位の階級で上記の「多くなる」

が使われている場合に使用。
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●人の体感・行動、屋内の状況、屋外の状況

震度

階級
人の体感・行動 屋内の状況 屋外の状況

０
人は揺れを感じないが、地震計

には記録される。
― ―

１

屋内で静かにしている人の中に

は、揺れをわずかに感じる人が

いる。

― ―

２

屋内で静かにしている人の大半

が、揺れを感じる。眠っている

人の中には、目を覚ます人もい

る｡

電灯などのつり下げ物が、わずか

に揺れる。
―

３

屋内にいる人のほとんどが、揺

れを感じる。歩いている人の中

には、揺れを感じる人もいる。

眠っている人の大半が、目を覚

ます。

棚にある食器類が音を立てること

がある。
電線が少し揺れる。

４

ほとんどの人が驚く。歩いてい

る人のほとんどが、揺れを感じ

る。眠っている人のほとんど

が、目を覚ます。

電灯などのつり下げ物は大きく揺

れ、棚にある食器類は音を立て

る。座りの悪い置物が、倒れるこ

とがある。

電線が大きく揺れる。自動車を運

転していて、揺れに気付く人がい

る。

５弱
大半の人が、恐怖を覚え、物に

つかまりたいと感じる。

電灯などのつり下げ物は激しく揺

れ、棚にある食器類、書棚の本が落

ちることがある。座りの悪い置物

の大半が倒れる。固定していない

家具が移動することがあり、不安

定なものは倒れることがある。

まれに窓ガラスが割れて落ちるこ

とがある。電柱が揺れるのがわか

る。道路に被害が生じることがあ

る｡

５強

大半の人が、物につかまらない

と歩くことが難しいなど、行動

に支障を感じる。

棚にある食器類や書棚の本で、落

ちるものが多くなる。テレビが台

から落ちることがある。固定して

いない家具が倒れることがある。

窓ガラスが割れて落ちることがあ

る。補強されていないブロック塀

が崩れることがある。据付けが不

十分な自動販売機が倒れることが

ある。自動車の運転が困難となり、

停止する車もある。

６弱 立っていることが困難になる。

固定していない家具の大半が移動

し、倒れるものもある｡ドアが開か

なくなることがある｡

壁のタイルや窓ガラスが破損、落

下することがある。

６強
立っていることができず、はわ

ないと動くことができない。

揺れにほんろうされ、動くこと

もできず、飛ばされることもあ

る。

固定していない家具のほとんどが

移動し、倒れるものが多くなる。

壁のタイルや窓ガラスが破損、落

下する建物が多くなる。補強され

ていないブロック塀のほとんどが

崩れる。

７

固定していない家具のほとんどが

移動したり倒れたりし、飛ぶこと

もある｡

壁のタイルや窓ガラスが破損、落

下する建物がさらに多くなる。補

強されているブロック塀も破損す

るものがある。
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● 木造建物（住宅）の状況

（注 1）木造建物（住宅）の耐震性により２つに区分けした。耐震性は、建築年代の新しいものほど高い傾向があり、

概ね昭和 56 年（1981 年）以前は耐震性が低く、昭和 57 年（1982 年）以降には耐震性が高い傾向がある。しか

し、構法の違いや壁の配置などにより耐震性に幅があるため、必ずしも建築年代が古いというだけで耐震性の高

低が決まるものではない。既存建築物の耐震性は、耐震診断により把握することができる。

（注 2）この表における木造の壁のひび割れ、亀裂、損壊は、土壁（割り竹下地）、モルタル仕上壁（ラス、金網下地

を含む）を想定している。下地の弱い壁は、建物の変形が少ない状況でも、モルタル等が剥離し、落下しやすく

なる。

（注 3）木造建物の被害は、地震の際の地震動の周期や継続時間によって異なる。平成 20 年（2008 年）岩手・宮城内

陸地震のように、震度に比べ建物被害が少ない事例もある。

● 鉄筋コンクリート造建物の状況

（注 1）鉄筋コンクリート造建物では、建築年代の新しいものほど耐震性が高い傾向があり、概ね昭和 56 年（1981

年）以前は耐震性が低く、昭和 57年（1982 年）以降は耐震性が高い傾向がある。しかし、構造形式や平面的、

立面的な耐震壁の配置により耐震性に幅があるため、必ずしも建築年代が古いというだけで耐震性の高低が決ま

るものではない。既存建築物の耐震性は、耐震診断により把握することができる。

（注 2）鉄筋コンクリート造建物は、建物の主体構造に影響を受けていない場合でも、軽微なひび割れがみられるこ

とがある。

震度

階級

木造建物（住宅）

耐震性が高い 耐震性が低い

５弱 － 壁などに軽微なひび割れ・亀裂がみられることがある。

５強 － 壁などにひび割れ・亀裂がみられることがある。

６弱
壁などに軽微なひび割れ・亀裂がみられること

がある。

壁などのひび割れ・亀裂が多くなる。

壁などに大きなひび割れ・亀裂が入ることがある。

瓦が落下したり、建物が傾いたりすることがある。倒れる

ものもある。

６強 壁などにひび割れ・亀裂がみられることがある。
壁などに大きなひび割れ・亀裂が入るものが多くなる。

傾くものや、倒れるものが多くなる。

７
壁などのひび割れ・亀裂が多くなる。

まれに傾くことがある。
傾くものや、倒れるものがさらに多くなる。

震度

階級

鉄筋コンクリート造建物

耐震性が高い 耐震性が低い

５強 －
壁、梁（はり）、柱などの部材に、ひび割れ・亀裂が

入ることがある。

６弱
壁、梁（はり）、柱などの部材に、ひび割

れ・亀裂が入ることがある。

壁、梁（はり）、柱などの部材に、ひび割れ・亀裂が

多くなる。

６強
壁、梁（はり）、柱などの部材に、ひび割れ・

亀裂が多くなる。

壁、梁（はり）、柱などの部材に、斜めやＸ状のひび割

れ・亀裂がみられることがある。

１階あるいは中間階の柱が崩れ、倒れるものがある。

７

壁、梁（はり）、柱などの部材に、ひび割れ・

亀裂がさらに多くなる。

１階あるいは中間階が変形し、まれに傾くも

のがある。

壁、梁（はり）、柱などの部材に、斜めやＸ状のひび割

れ・亀裂が多くなる。

１階あるいは中間階の柱が崩れ、倒れるものが多くな

る。
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● 地盤・斜面等の状況

※1 亀裂は、地割れと同じ現象であるが、ここでは規模の小さい地割れを亀裂として表記している。

※2 地下水位が高い、ゆるい砂地盤では、液状化が発生することがある。液状化が進行すると、地面からの泥水の

噴出や地盤沈下が起こり、堤防や岸壁が壊れる、下水管やマンホールが浮き上がる、建物の土台が傾いたり壊れ

たりするなどの被害が発生することがある。

※3 大規模な地すべりや山体の崩壊等が発生した場合、地形等によっては天然ダムが形成されることがある。また、

大量の崩壊土砂が土石流化することもある。

● ライフライン・インフラ等への影響

※ 震度６強程度以上の揺れとなる地震があった場合には、広い地域で、ガス、水道、電気の供給が停止することがあ

る。

● 大規模構造物への影響

※ 規模の大きな地震が発生した場合、長周期の地震波が発生し、震源から離れた遠方まで到達して、平野部では地

盤の固有周期に応じて長周期の地震波が増幅され、継続時間も長くなることがある。

震度

階級
地盤の状況 斜面等の状況

５弱
亀裂※1 や液状化※2 が生じることがある。 落石やがけ崩れが発生することがある。

５強

６弱 地割れが生じることがある。 がけ崩れや地すべりが発生することがある。

６強
大きな地割れが生じることがある。

がけ崩れが多発し、大規模な地すべりや山体の崩壊が発

生することがある※3。
７

ガス供給の停止

安全装置のあるガスメーター（マイコンメーター）では震度５弱程度以上の揺れで遮断装置

が作動し、ガスの供給を停止する。

さらに揺れが強い場合には、安全のため地域ブロック単位でガス供給が止まることがある※。

断水、停電の発生 震度５弱程度以上の揺れがあった地域では、断水、停電が発生することがある※。

鉄道の停止、高速道路

の規制等

震度４程度以上の揺れがあった場合には、鉄道、高速道路などで、安全確認のため、運転見

合わせ、速度規制、通行規制が、各事業者の判断によって行われる。（安全確認のための基

準は、事業者や地域によって異なる。）

電話等通信の障害

地震災害の発生時、揺れの強い地域やその周辺の地域において、電話・インターネ

ット等による安否確認、見舞い、問合せが増加し、電話等がつながりにくい状況（ふ

くそう）が起こることがある。
そのための対策として、震度６弱程度以上の揺れがあった地震などの災害の発生時に、通信

事業者により災害用伝言ダイヤル「１７１」や災害用伝言板「Web１７１」などの提供が行わ

れる。

エレベーターの停止
地震管制装置付きのエレベーターは、震度５弱程度以上の揺れがあった場合、安全のため自

動停止する。運転再開には、安全確認などのため、時間がかかることがある。

長周期地震動※による

超高層ビルの揺れ

超高層ビルは固有周期が長いため、固有周期が短い一般の鉄筋コンクリート造建物に比べて

地震時に作用する力が相対的に小さくなる性質を持っている。しかし、長周期地震動に対し

ては、ゆっくりとした揺れが長く続き、揺れが大きい場合には、固定の弱いＯＡ機器などが

大きく移動し、人も固定しているものにつかまらないと、同じ場所にいられない状況となる

可能性がある。

石油タンクのスロッ

シング

長周期地震動により石油タンクのスロッシング（タンク内溶液の液面が大きく揺れる現象）

が発生し、石油がタンクから溢れ出たり、火災などが発生したりすることがある。

大規模空間を有する

施設の天井等の破損、

脱落

体育館、屋内プールなど大規模空間を有する施設では、建物の柱、壁など構造自体に大きな

被害を生じない程度の地震動でも、天井等が大きく揺れたりして、破損、脱落することがあ

る。
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（表１）

災 害 発 生 報 告

（ ） 県支部
（ ） 市町

13

14

 

 

15
 

1 調査  

日時

16
2 発生  

場所

3 人
死 者

17
うち

〃 〃 〃  
 

4 行 方  〃 〃 〃
不 明 者 18

人
5  〃 〃 〃
重 傷 者

6 〃 〃 〃
軽 傷 者 19 人

7 全 壊 棟 人
(全焼・流出) 20 〃

8 半 壊 〃 〃 〃
(半焼) 21 〃

9 〃 〃 〃
床上浸水 22 〃

10 〃 〃 〃
床下浸水 〃

11
学 校 等 23
公共建物

12
 そ の 他

交通途絶と

避難指示
状　　況

なった路線

し た 河 川
日月

火災の発生

状 況

時

破 堤 溢 水

分

)

そ の 他 の

被 害

本 部 設 置

災
害
に

対
し
と
っ
て
い
る

措
置

地区名

消
防
職

員
等
の
出
動
状
況

消  防  職  員

海岸ため池

(

避難場所 人員

)

住
家
の

被
害

消  防  団  員( ) (

( 警    察    官) () ( )

( ) ( )

計( ) (

そ    の    他

) (

世帯

)

) (

非
住
家

の
被
害

そ の 他 の

応 急 措 置

　　　　月　　　　日　　　　時　　　　分　受信

発信者

職氏名

受信者

 情報連絡班 氏名

班

人
の
被

害

氏　名(生年月日)

災 害 対 策
月 日

分時災害関連死者
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（表２）

被 害 総 括 表

（ ） 県支部
（ ） 市町

うち

災害関連死者

 　　　　 〃

( )

 　　　　 〃

( )

 　　　　 〃

( )

 　　　　 〃

( )

 　　　　 〃

( )

④
　
公
共
建
物
の
被
害

キ 幼 稚 園

公 棟

ク
専修学校
各種学校

ケ 病　　院

①
　
人
の
被
害

ア 死　　　者 人  氏名

〃

〃

月 日 時 分 現在

カ 特別支援学校 〃

オ 高等専門学校 〃

〃

か所

私 〃 冠 水 〃

エ 大　　学

公 〃 イ
　
畑

流 出 ・ 埋 没

ha

私 〃 冠 水 〃⑦
　
農
林
水
産
施
設
の
被
害

ア
　
田

流 出 ・ 埋 没

ウ 農 道 被 害

オ 頭 首 工 被 害

高等学校

公 〃

そ の 他

エ 溜池・水路被害

〃〃 サ

海 岸 施 設 被 害 〃〃 コ

漁 港 施 設 被 害 〃〃 ケ

港 湾 施 設 被 害 〃か所 ク

④
　
　
公
　
共
　
建
　
物
　
の
　
被
　
害

ア 小 学 校

公

私

イ 中 学 校

公

私

ウ

治 山 施 設 被 害 〃被　害　区　分 被 害 内 容 被害額(千円) キ

そ   の   他 〃 カ 急傾斜地崩壊防止施設被害 〃

オ 地すべり防止施設被害 〃

イ 半壊(半焼)

公 共 建 物

砂 防 設 備 被 害 〃そ   の   他 〃 エ

河 川 被 害 か所

橋橋 梁 被 害

③
　
非
住
家
の
被
害

ア
全      壊
 (全焼・流失)

公 共 建 物 棟

オ 床下浸水 〃 〃 〃 イ

ア 道 路 被 害 か所〃 〃

⑥
　
公
　
共
　
土
　
木
　
施
　
設
　
の
　
被
　
害

〃

ウ

神社・仏閣・
文化財の被害

ウ 一部破損 〃 〃 〃 ⑤

エ 床上浸水 〃

〃

〃

〃
イ 半壊(半焼) 〃 〃

コ
〃

人

官公庁その他②
　
住
家
の
被
害

ア
全      壊
(全焼・流出)

棟 世帯

私 〃

エ 軽　傷　者 〃 〃

〃

ウ 重　傷　者 〃 〃

〃 〃 公

〃〃

イ

〃 私

行方不明者

被 害 内 容被  害  区  分 被害額(千円)被  害  区  分 被  害  内  容
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時 分

か所

戸

ナ ガ ス ( 停 止 ) 〃

そ
　
の

　
他

テ 電 話 ( 不 通 ) 回線

ニ ブロック塀等被害

ト 電 気 ( 停 電 )

〃

タ

ツ 水 道 ( 断 水 ) 〃 〃

チ 水道 施設 被 害 〃

人

消  防  団  員 〃

消
防
職

員
等
出
動
状
況

〃

そ    の    他

警    察    官

ソ 自然公園等施設被害 〃

工業用水道被害 〃

計

セ 都市 施設 被 害 〃 消  防  職  員

ス 清掃 施設 被 害 か所 合　　　計

破 損 〃

流 失 〃
シ
船
舶

沈 没 隻

世帯数 人　数

コ 鉄 軌 道 被 害 か所

避
難
指

示
状
況

地区名 避難場所

ケ 山 林 消 失 ha

〃

ク 木 材 流 出

地 す べ り か所

災
　
害

　
に
　
対
　
し
　

て
　
と
　
っ
　
た
　

措
　
置

災
害
対

策
本
部
設
置

月 日

㎥

渓流

〃

ウ 水 産 被 害 ウ そ　の　他 〃

件

イ 林 産 被 害 イ 危　険　物

⑧
　
　

そ
　
　
の
　
　
他

　
　
の
　
　
被
　
　

害

ア 農 産 被 害

オ 土 石 流

エ 商 工 被 害

カ

被  害  総  額

⑨
火
災

発
生

ア 建　　　物

キ 水産 施設 被 害 か所

キ が け 崩 れ

ク そ の 他

か所

千円

罹 災 世 帯 数 世帯

人

⑦
農
林
水

産
施
設
の
被
害

カ
林
道 橋 梁 被 害 橋

か所

被 害 内 容 被害額(千円)被  害  区  分 被 害 内 容 被害額(千円) 被　害　区　分

路 面 被 害 そ の 他

罹  災  者  数

⑧ ヌ
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用 語 の 定 義

人

の

被

害

死 者

当該災害が原因で死亡し、死体を確認したもの、又は死体は確認できないが、死亡

したことが確実な者とする。また、「災害関連死者」とは、当該災害による負傷の悪

化又は避難生活等における身体的負担による疾病により死亡し、災害弔慰金の支給

等に関する法律（昭和 48 年法律第 82 号）に基づき災害が原因で死亡したものと認

められたもの（実際には災害弔慰金が支給されていないものも含めるが、当該災害が

原因で所在が不明なものは除く。）とする。

行 方 不 明 者 当該災害が原因で所在不明となり、かつ死亡の疑いのある者とする。

重 傷 者
当該災害により負傷し、医師の治療を受け、又は受ける必要のある者のうち１か月

以上の治療を要する見込みの者とする。

軽 傷 者
当該災害により負傷し、医師の治療を受け、又は受ける必要のある者のうち１か月

未満で治療できる見込みの者とする。

安 否 不 明 者 当人と連絡が取れず安否がわからない者

住

家

被

害

住 家
現実に居住のため使用している建物をいい、社会通念上の住家であるかどうかを問

わない。

全 壊

（全焼・流出）

住家がその居住のための基本的機能を喪失したもの、すなわち、住家全部が倒壊、

流失、埋没、焼失したもの、または住家の損壊が甚だしく、補修により元通りに再使

用することが困難なもので、具体的には、住家の損壊、焼失もしくは流失した部分の

床面積がその住家の延床面積の 70％以上に達した程度のもの、または住家の主要な

構成要素の経済的被害を住家全体に占める損害割合で表し、その住家の損害割合が 5

0％以上に達した程度のものとする。

半 壊 （ 半 焼 ）

住家がその居住のための基本的機能の一部を喪失したもの、すなわち、住家の損壊

が甚だしいが、補修すれば元通りに再使用できる程度のもので、具体的には、損壊部

分がその住家の延床面積 20％以上 70％未満のもの、または住家の主要な構成要素の

経済的被害を住家全体に占める損害割合で表し、その住家の損害割合が 20％以上 5

0％未満のものとする。

一 部 破 損
全壊及び半壊にいたらない程度の住家の破損で、補修を必要とする程度のものとす

る。ただし、ガラスが数枚破損した程度のごく小さなものは除く。

床 上 浸 水
住家の床より上に浸水したもの、及び全壊・半壊には該当しないが、土砂竹木のた

い積により一時的に居住することができないものとする。

床 下 浸 水 床上浸水にいたらない程度に浸水したものとする。

世 帯 生計を一つにしている実際の生活単位とする。

非
住
家
被
害

非 住 家

住家以外の建物をいう。なお、官公庁、学校、病院、公民館、神社、仏閣などは非

住家とする。ただし、これらの施設に、常時、人が居住しているときは、当該部分は

住家とする。

公 共 建 物 官公庁、学校、病院、公民館、幼稚園等の公用又は公共の用に供する建物とする。

そ の 他 公共建物以外の倉庫、土蔵、車庫等の建物とする。

※ 非住家被害は、全壊又は半壊の被害を受けたもののみを記入するものとする。
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公

共

土

木

施

設

公 共 土 木 施 設
公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法（昭和 26 年法律第 97 号）による国庫負

担の対象となる施設とする。

道 路 被 害
高速自動車国道、一般国道、県道及び市町道の一部が損壊し、車両の通行が不能と

なった程度の被害とする。

橋 梁 被 害
市町道以上の道路に架設した橋の一部又は全部が流失し、一般の渡橋が不能とな

った程度の被害とする。

河 川 被 害

河川法（昭和 39 年法律第 167 号）が適用され、もしくは準用される河川もしくは

その他の河川、又はこれらのものの維持管理上必要な堤防、護岸、水利、床止その他

の施設もしくは沿岸を保全するために防護することを必要とする河岸の被害で、復

旧工事を要する程度のものとする。

砂 防 設 備 被 害

砂防法（明治 30 年法律第 29 号）第１条に規定する砂防設備、同法第３条の規定に

よって同法が準用される砂防のための施設又は同法第３条の２の規定によって同法

が準用される天然の河岸の被害で、復旧工事を要する程度のものとする。

地 す べ り 防 止

施 設 被 害

地すべり等防止法にいう地すべり防止施設の被害で、復旧工事を要する程度のも

のとする。

急 傾 斜 地 崩 壊

防 止 施 設 被 害

急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律にいう急傾斜地崩壊防止施設の被

害で、復旧工事を要する程度のものとする。

治 山 施 設 被 害
公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法にいう林地荒廃防止施設（治山施設）の被

害で、復旧工事を要する程度のものとする。

港 湾 施 設 被 害 港湾法にいう港湾施設の被害で、復旧工事を要する程度のものとする。

漁 港 施 設 被 害 漁港漁場整備法にいう漁港施設の被害で、復旧工事を要する程度のものとする。

海 岸 被 害 海岸又は海岸施設の被害で、復旧工事を要する程度のものとする。

農
林
水
産
業
施
設

農林水産業施設
農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律（昭和 25 年法律

第 169 号）による補助対象となる施設とする。

田畑の流出埋没
田畑の耕土流失、砂利等のたい積、畦畔の崩壊等により、耕作が不能になったもの

とする。

田 畑 の 冠 水 植付作物の先端が見えなくなる程度に水につかったものとする。

溜池・水路被害 溜池及び水路の被害で、復旧工事を要する程度のものとする。

そ

の

他

農 産 被 害
農林水産業施設以外の農産被害をいい、例えばビニールハウス、農作物等の被害と

する。

林 産 被 害 農林水産業施設以外の林産被害をいい、例えば立木、苗木等の被害とする。

水 産 被 害 農林水産業施設以外の水産被害をいい、例えば、のり、漁具、漁船等の被害とする。
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そ

の

他

商 工 被 害 建物以外の商工被害で例えば工業原材料、商品、生産機械器具等とする。

土 石 流

土石流危険渓流において土石流等が発生したもの又は土石流危険渓流以外におい

て、土砂流出により、負傷者以上の人的被害、公共施設及び住宅に一部破損以上の被

害を受けたもの及び被害を受けるおそれが生じたものとする。

地 す べ り 地すべりが発生したものとする。

が け 崩 れ

急傾斜地崩壊危険箇所において斜面崩壊が発生したもの又は急傾斜地崩壊危険箇

所以外において斜面崩壊が発生した場合で、がけ崩れにより、負傷者以上の人的被

害、公共施設及び住宅に一部破損以上の被害を受けたものとする。

鉄 軌 道 被 害 電車等の運行が不能となった程度の被害とする。

船 舶 被 害

ろかいのみをもって運転する舟以外の舟で、船体が没し、航行不能となったもの及

び流失し、所在が不明になったもの、並びに修理しなければ航行できない程度の被害

を受けたものとする。

清 掃 施 設 被 害 ごみ処理及びし尿処理施設の被害とする。

都 市 施 設 被 害
街路、公園等、下水道施設、都市排水施設で、地方公共団体の維持管理に属するも

のの被害とする。（維持管理に属することとなるものを含む。）

自 然 公 園 等

施 設 被 害

自然公園法（昭和 32 年法律第 161 号）、広島県立自然公園条例及び広島県自然環

境保全条例に定める施設等の被害で、施設利用が不能となった程度のものとする。

水 道 （ 断 水 ）
上水道又は簡易水道で断水している戸数のうち、最も多く断水した時点における

戸数とする。

電 話 （ 不 通 ）
災害により通話不能となった電話の回線数のうち、最も多く通話不能となった時

点における回線数とする。

電 気 （ 停 電 ） 災害により停電した戸数のうち、最も多く停電した時点における戸数とする。

ガ ス （ 停 止 ）
一般ガス導管事業又はガス小売事業で供給停止となっている戸数のうち、最も多

く供給停止となった時点における戸数とする。

ブ ロ ッ ク 塀 等 倒壊したブロック塀又は石塀の箇所数とする。

そ の 他 各項に該当しない被害とする。

罹 災 世 帯

災害により全壊、半壊及び床上浸水の被害を受け、通常の生活を維持できなくなっ

た生計を一にしている世帯とする。例えば寄宿舎、下宿その他これに類する施設に宿

泊するもので、共同生活を営んでいるものについては、これを一世帯として扱い、ま

た、同一家屋の親子、夫婦であっても、生活が別であれば分けて扱うものとする。

罹 災 者 罹災世帯の構成員とする。

被 害 総 額 物的被害の概算額とする。（千円単位）

火 災 発 生 火災発生件数については、地震によるもののみ報告するものとする。
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第２項 通信運用計画

１ 方 針

県、市町及びその他防災関係機関は、地震・津波発生時の通信連絡を迅速かつ円滑に実施す

るため、広島県総合行政通信網の活用、公衆電気通信設備の優先利用及び防災関係機関保有の

無線通信施設などの適切な利用により、非常通信の確保を図る。

２ 広島県総合行政通信網の活用

県及び市町は、広島県総合行政通信網の活用により、地震・津波発生時における迅速かつ的

確な通信連絡の確保を図る。

広島県総合行政通信網は、県庁と地方機関庁舎とを地上系多重回線で結ぶとともに、県庁と

市町及び消防本部とは、衛星系回線で構成した通信網である。

また、この通信網は、災害時には優先的に通信を確保するため、通信回線の統制機能を有す

るとともに、地域衛星通信ネットワークに加入している全国の地球局と音声、ファクシミリ、

データ、映像の受発信機能を有するものである。

３ 公衆電気通信設備の優先利用

（１）加入電話の優先利用の申込み

防災関係機関は、応急対策の実施等について緊急かつ特別の必要に備えて、災害対策用電

話について「災害時優先電話」として、あらかじめＮＴＴ西日本に申込みを行い、承認を受

けておくものとする。

また、災害対策用電話について変更があった場合は、速やかにＮＴＴ西日本に変更を申込

み、承認を受けておくものとする。

（２）非常・緊急電報の申込み

防災関係機関は、応急対策の実施等について緊急かつ特別に必要な場合は、前記（１）の

「災害時優先電話」から、非常・緊急電報の申し込みを行う。

（３）特設公衆電話（無償）の要請

防災関係機関は、災害救助法等が適用された場合等に、避難場所等に設置する特設公衆電

話（無償）を要請する。

（４）臨時電話（有償）等の申込み

防災関係機関は、必要に応じ、３０日以内の利用期間を指定して、加入電話の提供を受け

るための契約電話（有料）を申込む。

申 込 先 申込みダイヤル番号

１１６センタ 「１１６」

申 込 先 申込みダイヤル番号

電報センタ 「１１５」

要 請 先 電 話 番 号

ＮＴＴ西日本中国支店設備部災害対策室 ０８２－５１１－１３７７

区分 申 込 先 申込みダイヤル番号

固定電話 １１６センタ 「１１６」

携帯電話
株式会社ドコモＣＳ

モバイルレンタルセンター
０１２０－６８０－１００
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４ 有線通信等が途絶した場合における代替措置

有線通信等が途絶した場合、防災関係機関は、次により通信の確保を図り、災害応急対策の

迅速な実施を図るものとする。

（１）防災関係機関設置の無線通信施設の利用

有線通信が途絶した場合は、防災関係機関の設置する無線による非常通信を優先する。

非常通信は、無線局の免許人が自ら発受するほか、災害対策関係機関からの依頼に応じて

非常無線通信を発信する。

また、無線局の免許人は、災害対策関係機関以外の者から人命の救助に関するもの、及び

急迫の危険若しくは緊急措置に関する通報の依頼を受けた場合には、必要に応じて非常無線

通信を発信する。

なお、市町においては、防災関係機関以外の者の所有する無線局について、あらかじめそ

の実態を把握するとともに、その利用について協議し、マニュアル等を作成しておくものと

する。

（２）県庁統制局の代替機能の確保

地震・津波による被害により、県総合行政通信網の県庁統制局が使用できなくなった場合

に備えて、代替通信機能の確保に努めるものとする。

（３）防災相互通信用無線局の使用

災害時には、異なる免許人の無線局間で通信ができるように共通の周波数を持った防災相

互通信無線局を活用する。

ア 設置状況

中国地方における防災相互通信無線局の設置は、中国管区警察局、中国地方整備局、第

六管区海上保安本部の各地方機関及び中国地方各県の自治体の一部である。

イ 通信方法

各無線局を防災相互通信用のチャンネルに切り替える。ただし、この使用は通信相手も

同様のチャンネルにしておく必要がある。

（例）ぼうさいひろしま 117 の場合

チャンネル１（通常）をチャンネル２に切り替える。

（４）放送機関に対する放送の依頼

知事及び市町長は、緊急を要する場合で、かつ、特別の必要があるときは、放送機関に、

災害に関する通知、要請、伝達、警告及び予警報等の放送を、あらかじめ協議して定めた手

続きにより、依頼する。なお、市町は、知事を通じて依頼するものとする。

知事と放送機関との放送要請に関する協定は次のとおりである。

ア 県と日本放送協会との災害時における放送要請に関する協定

協定年月日 昭和 53 年 12 月 21 日

協 定 者 甲 広島県知事 宮 澤 弘

乙 日本放送協会

中国本部長 大 泉 利 道

イ 県と民間放送機関との災害時における放送要請に関する協定

（ア）協定年月日 昭和 56 年３月 20 日

協 定 者 甲 広島県知事 宮 澤 弘

乙 株式会社中国放送

取締役社長 山 本 満 夫
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広島テレビ放送株式会社

取締役社長 河 村 郷 四

株式会社広島ホームテレビ

代表取締役 宮 田 正 明

株式会社テレビ新広島

取締役社長 金 光 武 夫

（イ）協定年月日 昭和 58 年５月１日

協 定 者 甲 広島県知事 竹 下 虎之助

乙 広島エフエム放送株式会社

取締役社長 松 田 耕 平

協定の内容は、いずれも広島県地域防災計画附属資料（以下「附属資料」という。）に掲

載されている。

なお、広島市は、日本放送協会広島放送局及び民間放送機関との間に、この協定と同じ内

容の協定を昭和 60 年３月１日に締結した。

（５）アマチュア無線の活用

アマチュア無線局の実用通信（個人的な通信技術の興味によって行う通信以外の通信）は、

通常時は禁じられているが、災害時において通信手段が途絶した際には、県及び市町は、非

常通信として、これを活用することを図るものとする。

ア 県

県は、広島県アマチュア無線赤十字奉仕団及び社団法人日本アマチュア無線連盟広島県

支部に対して、災害時における非常通信の協力を依頼する。

イ 市町

市町は、平素から地域内のアマチュア無線局の状況を把握するよう努めるとともに、災

害時における非常通信の協力を依頼する。

（６）移動体通信設備の利用

防災関係機関は、各種の情報連絡を行うために移動体通信設備（携帯電話）等の有効利用

による緊急連絡手段の確保を図る。

（７）非常通信協議会の活用

非常通信を確保するため、中国地方非常通信協議会を中心とする関係機関の無線施設を利

用する。

（８）中央防災無線等の利用

県と総理官邸及び内閣府等を結ぶ中央防災行政無線を、県と総務省消防庁等を結ぶ消防防

災無線等を、地震・津波災害時の情報連絡手段として利用する。

５ 通信施設の応急対策

（１）公衆通信

ＮＴＴグループ会社は、関連会社と協力し、災害時において可能な限り電気通信サービス

を維持し、重要通信をそ通させるよう、防災業務の推進と防災体制の確立を図るとともに、

応急復旧を迅速かつ的確に実施し、通信サービスの確保を図る。

ア 通信の利用制限

災害等により通信のそ通が著しく輻輳し、困難となった場合、電気通信事業法に基づき、

通信の利用を制限（規制）する措置を行う。

イ 非常通信の確保
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（ア）特設公衆電話の設置

災害救助法が適用された場合、孤立地域及び避難場所等への特設公衆電話の設置に努

める。

（イ）公衆電話の無料化

広域停電時には、既設公衆電話の無料化に努める。

ウ 通信設備の応急復旧

災害を受けた通信設備は、災害対策用機器を活用し、できるだけ早くかつ的確に復旧を

実施する。

エ 災害用伝言ダイヤル「171」及び災害用伝言板「Web171」の運用

震度６弱以上の地震発生時や災害の発生により安否連絡が多発すると想定される場合等

に、災害用伝言ダイヤル「171」及び災害用伝言板「Web171」の提供を運用する。

オ 広報活動（拡大防止策）

（ア）広報車による広報活動を行う。広報する主な内容は次のとおりとする。

ａ 被災地域と被災模様

ｂ 復旧のための措置と復旧見込時期

（イ）必要に応じて、テレビ・ラジオ等による放送を報道機関に、また防災無線等による放

送を行政機関に依頼するものとする。

（２）専用通信

県、市町、県警察、気象庁、国土交通省、海上保安庁、西日本旅客鉄道株式会社、西日本

高速道路株式会社、更に電力、ガス会社等の無線を用いた専用通信は、災害時の情報連絡網

として極めて重要な役割を持っている。

各機関は次の点に留意して、災害時に有効、適切な措置を行うものとする。

ア 要員の確保

専用通信施設の点検、応急復旧に必要な要員の確保を図る。

イ 応急用資機材の確保

非常用電源（自家発電用施設、電池等）、移動無線機、可搬形無線機等の仮回線用資機

材など、応急用資機材の確保充実を図るとともに、平常時においてもこれらの点検整備を

行う。

（３）放送

地震及びこれに伴う二次災害の発生によって放送設備が故障し、放送が中断する場合に備

えて、放送をできるだけ速やかに再開できるように、次のような対策の推進に努める。

ア 放送所が被災しても放送が継続できるように、可能な限り放送所内に最小限の予備の放

送設備を設ける。

イ 中波放送については、可能な限り非常用放送設備を設ける。

ウ 放送番組中継回線及び防災関係機関との連絡回線が不通となった場合は、臨時無線回線

の設定など放送の継続や災害情報の収集が確保できるよう措置する。

６ 通信施設の機能確認及び運用訓練

通信施設を保有する機関は、災害時等において迅速かつ的確に通信運用が行われるよう、定

期的に機能確認を実施するとともに、平素から操作方法等の訓練を実施するものとする。

７ 通信機器の供給の確保

県及び市町は、災害応急対策に必要な通信機器について、必要に応じて、中国総合通信局に
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応急貸与を要請する。

また、貸与された通信機器は、適切に配分する。

８ 通信設備の電源の確保

県及び市町は、災害発生による通信設備の電源供給停止時の応急電源確保のため、必要に応

じて、中国総合通信局に移動電源車の貸与を要請する。

【システムの概要】

◇県庁と市町及び消防本部の間は、通信衛星システムを導入、県庁と支部局等の間は現行の地上系無線を再編整備し、高品質のデジタル回線網を構築する。

◇災害時における優先通信回線を確保するため、統制機能を有するシステムとする。

◇衛星回線と地上マイクロ回線により、災害に強い防災行政無線として安全性、信頼性を確保する。

◇通信機器は、二重化と無停電、無瞬断方式を採用し、高信頼性を確保する。

◇電話、ＦＡＸ、データ、画像などさまざまな情報を統合し、情報伝送の効率化、高度化を図る。

◇行政の各分野で多角的に活用できる総合的なネットワークとして構築する。

◇システム全体の運用状況の遠隔監視・制御・記録を行う集中管理システムを導入し、円滑な運用と省力化を図る。

◇県内の各局だけでなく地域衛星通信ネットワークに加入している全国の地球局と個別、相互に通信が可能となるシステムを構築する。

広 島 県 総 合 行 政 通 信 網 イ メ ー ジ 図

←ＦＡＸ・音声→

←映像→

←ＦＡＸ・音声・映像→

←ＦＡＸ・音声→

中継局

中継局

（衛星携帯）

携帯型
ヘリ搭載

支部局

単独事務所

NTT 専用線

←ＦＡＸ・音声・データ→

←ＦＡＸ・音声
・データ→

県庁統制局

ダム局

反射板

市町・消防本部局

通信衛星

凡 例

通信衛星回線

東京局（東京事務所）

地上マイクロ回線

車載型 （衛星携帯）

ヘリテレ無線
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第４節 ヘリコプターによる災害応急対策

１ 目 的

大規模災害時においては、道路の損壊、建物や電柱の損壊により道路の通行が困難あるいは、

孤立集落が生じることが予想されることから、県及び広島市は、ヘリコプターの特性を十分活用

でき、かつ、その必要性が認められる場合において、ヘリコプターを積極的に活用した災害応急

対策活動等を行う。

２ 活動体制

県内の防災関係機関が所有するヘリコプターとしては、県の防災ヘリコプター、広島市の消防

ヘリコプターのほか、県警察及び海上保安庁のヘリコプターがある。

また、大規模災害時等には他の都道府県及び消防機関の消防・防災ヘリコプターによる応援を

受けるものとする。

さらに、災害派遣要請により自衛隊のヘリコプターの支援を受けることができる。

これらのヘリコプターを有効に活用するため、情報収集、救助・救急、消火、医療等の各種活

動のための航空機及び無人航空機の運用に関し、県災害対策本部内に航空機の運用を調整する部

署（航空運用調整班）を設置し、必要な調整を行うものとする。

３ 活動内容

防災関係機関のヘリコプターについては、その特性を十分活用し、次の各号に掲げる活動を行

う。

（１）被災状況等の偵察、情報収集活動

（２）救急・救助活動

（３）救援隊・医師等の人員搬送

（４）救援物資・資機材等の搬送

（５）林野火災における空中消火

（６）その他特にヘリコプターの活用が有効と認められる活動

４ 活動拠点の確保

県及び市町は、ヘリコプターによる災害応急対策活動を円滑に行うため、次の各号に掲げる項

目を実施する。

（１）関係機関と連携して災害拠点病院や防災活動の拠点となるその他の重要な施設に緊急輸送ヘ

リポートを計画的に整備する。

（２）緊急時に着陸できる臨時ヘリポートの候補地を把握し、市町においては離着陸時の安全性を

確保するための支援を行う。

５ 安全運航体制の確保

（１）大規模災害時においては、応援ヘリコプターや報道ヘリコプター等多数のヘリコプターが被

災地上空に飛来し、危険な状態となりやすいことから、二次災害防止のため、各ヘリコプター

保有機関は連携して安全運航体制を確立する。

（２）航空運用調整班は、国交省、自衛隊、海上保安庁、県警察、広島市消防局等航空機運用関係

機関の参画を得て、各機関の航空機の安全・円滑な運用を図るため、活動エリアや任務の調整

などを行うものとする。
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（３）航空運用調整班は、輻輳する航空機の安全確保及び航空機による災害応急対策活動の円滑化

を図るため、必要に応じて、国土交通省に対して航空情報（ノータム）の発行を依頼するもの

とする。また、無人航空機等の飛行から災害応急対策に従事する航空機の安全確保を図るため、

必要に応じて、国土交通省に対して緊急用務空域の指定を依頼をするものとし、同空域が指定

された際には、指定公共機関、報道機関等からの無人航空機の飛行許可申請に係る調整を行う

ものとする。

（４）災害時において、複数機のヘリコプターが飛来した場合の航空無線の周波数については、災

害時飛行援助通信用周波数を使用する。

（５）ヘリコプターの離着陸時の安全確保のために地上支援要員を配置するなど安全運航体制を確

立する。

６ 県及び広島市の消防・防災ヘリコプターの運航

（１）基本的な考え方

県と広島市は、各自が所有するヘリコプターの災害出動、点検時期等について相互に調整し、

県内における安定した航空消防防災体制の確立を図る。

ア 可能な限り、常時１機は災害出動できる体制をとる。

イ 年間運航計画については、防災ヘリコプター、消防ヘリコプター各々の運航不能期間等を

勘案しながら策定する。

ウ 災害出動に関する受付は、広島市消防局警防部警防課（通信指令室）が行い、他の都道府

県への応援要請等は広島県危機管理監危機管理課が行う。

（２）県内市町からの支援要請

ア 支援の原則

市町長（消防・一部事務組合を含む）から出動要請を受けた県及び広島市は、公共性、緊

急性、非代替性を勘案し、ヘリコプターによる支援又は応援の有効性及び必要性が認められ

る場合に支援又は応援を行うものとする。

イ 要請方法

県及び広島市に対するヘリコプターの支援又は応援要請は次の図による。

（ア）通常災害時

④要請書ＦＡＸ

④要請書ＦＡＸ

④要請書ＦＡＸ

④要請書ＦＡＸ

⑤出動の報告

⑤出動の通知③要請の連絡

③要請及び

出動ヘリの連絡

③要請の指令 ⑤出動の報告

①出動要請

③出動ヘリ回答

県防災航空センター

広島市消防局通信指令室

（②出動ヘリ決定）
県 危 機 管 理 監発 災 市 町 消 防 等

広 島 市 消 防 航 空 隊
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（イ）大規模災害時

７ 各機関への対応要請

（１）県警察

県は、必要に応じてヘリコプターテレビによる映像の配信を県警察に要請するとともに、救

助活動等の調整を行う。

（２）海上保安庁

県は、海上保安庁ヘリコプターによる応急対策活動が必要な場合には、第六管区海上保安本

部へ出動を要請する。

（３）自衛隊

県は、「第５節 自衛隊災害派遣計画」に基づき要請する。

（４）他の都道府県及び消防機関の応援ヘリコプター

県は、「中国五県消防防災ヘリコプター相互応援協定（平成 23 年３月１日締結）」、「広島

県・愛媛県消防防災ヘリコプター相互応援協定（令和２年９月 11 日締結）」に基づき、関係県

知事に対し、応援要請する。

また、県及び市町は、「大規模特殊災害時における広域航空消防応援実施要綱（総務省消防

庁）」、「緊急消防援助隊の応援等の要請等に関する要綱（総務省消防庁）」等に基づき、消

防庁長官に対し、応援要請する。

発災市町消防等

県防災航空センター

県災害対策本部

（航空運用調整班）

広島市消防航空隊

①要請窓口一元化通知

②出動要請

③出動ヘリ回答

③要請の指令

③要請の指令

④出動の通知

④出動の通知
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８ 臨時ヘリポートの設定

（１）臨時ヘリポートの設定基準 臨時ヘリポートの設定基準（地積）は、次のとおりであ

る。

（２）臨時ヘリポートの準備

災害派遣要請をした関係機関は、次の事項に留意して受入れ体制に万全を期すこと。

ア 離着陸時の風圧により巻き上げられる危険性のあるものを撤去し、砂じんの舞い上がるお

それがあるときは、十分に散水しておく。

また、積雪時は除雪又は圧雪しておく。

区分
消防・防災ヘリコプター

警察、海上保安庁ヘリコプター
設定基準（地積）

小中

型

 

大型

広島市消防航空隊 ＡＳ３６５Ｎ３

広島県防災航空隊 アグスタＡＷ１３９

広島県警察航空隊 ＡＳ３６５Ｎ２

海上保安庁広島航空基地 シコルスキーＳ７６Ｄ

陸上自衛隊 ＣＨ－４７

海上自衛隊 ＵＨ－６０

海上自衛隊 ＭＣＨ－１０１

陸上自衛隊 ＵＨ－１
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イ 離着陸時は、安全確保のために関係者以外の者を接近させないようにする。

ウ 臨時ヘリポートにおける指揮所、物資集積場所等の配置については、地理的条件に応じた

機能的配置を考慮するとともに、事前に派遣部隊等と調整をすること。

エ 風向風速を上空から確認判断できるように、臨時へリポート近くに吹き流し又は旗をたて

る。

これが準備できない場合でも航空機の進入方向を示す発煙筒を焚く。

オ 着陸地点には次図を標準とした を表示する。

カ 物資を空輸する場合は、物資計量のための計量器を準備する。

キ 臨時へリポートの使用に当たっては、災害対策本部（危機管理監）及び施設等管理者に連

絡すること。

（３）臨時ヘリポートを選定する際は、避難場所及び避難所との競合をさけることとする。

Ｈ

斜線内は通常白色（石灰）

積雪時は赤色とする。

0.3m以上

0.45m
以上

３m以上

進入方向

進入方向

２m

４ m 以
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第５節 災害派遣・広域的な応援体制

第１項 自衛隊災害派遣計画

１ 方 針

陸上自衛隊第 13 旅団長及び海上自衛隊呉地方総監等（以下「旅団長等」という。）は、自衛

隊法（昭和 29 年法律第 165 号）第 83 条及び災害対策基本法第 68 条の２の規定により、知事、

第六管区海上保安本部長及び広島空港長（以下「要請者」という。）から部隊等の派遣要請が

あり、事態やむを得ないと認める場合、又はその事態に照らし特に緊急を要し、要請を待つい

とまがないと認められる場合は、速やかに部隊等を派遣して、災害救助活動を実施する。

２ 自主派遣の基準

自主派遣の基準は、次のとおりである。

（１）災害に際し、関係機関に対して当該災害に係る情報を提供するため、自衛隊が情報収集を

行う必要があると認められること。

（２）災害に際し、知事等が自衛隊の災害派遣に係る要請を行うことができないと認められる場

合に、直ちに救援の措置をとる必要があると認められること。

（３）海難事故、航空機の異常を探知する等、災害に際し、自衛隊が実施すべき救援活動が明確

な場合に、当該救援活動が人命救助に関するものであること。

（４）その他災害に際し、前記（１）から（３）に準じ、特に緊急を要し、知事等からの要請を

待ついとまがないと認められること。

この場合においても、部隊等の長は、できる限り早急に知事等に連絡し、密接な連絡調整

のもとに、適切かつ効率的な救援活動を実施するよう努めるものとする。

３ 災害派遣部隊の活動

災害派遣部隊は、緊急性、公共性を重視して関係機関と緊密な連携のもと、相互に協力して

次の救援活動を実施する。

（１）被害状況の把握及び通報

空中等からの偵察により、被災状況を的確に把握し、必要に応じて防災関係機関に通報す

る。

なお、震度５弱以上の地震に際し、部隊等は、航空機等により当該災害の発生地域等の情

報収集を行うとともに、その情報を、必要に応じ、県に伝達する。県は、自衛隊に対して、

的確な災害情報の提供に努める。

（２）遭難者等の遭難救助

行方不明者、負傷者が発生した場合は、原則として他の救援活動等に優先して捜索、救助

を行う。

（３）人員及び救援物資の緊急輸送

特に要請があった場合、又は旅団長等若しくは派遣部隊の長が必要と認める場合は、救援

活動に必要な人員及び救援物資の緊急輸送を実施する。

特に緊急を要すると認められるものについては、航空機による輸送を行う。

（４）炊飯及び給水支援

特に要請があった場合、又は旅団長等若しくは派遣部隊の長が必要と認める場合は、給食

及び給水支援を行う。
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（５）道路及び水路の啓開

緊急交通路及び避難場所等への道路及び水路を重点に、障害物を除去し道路及び水路の確

保に当たる。

（６）水防活動

堤防、護岸等の決壊に対しては、土のう作成、運搬、積み込み等の水防活動を行う。

（７）その他

その他臨機の必要に応じ、避難者の誘導、通信、医療、消防等の支援について、自衛隊の

能力で対処可能な範囲で、所要の活動を行う。

４ 災害派遣を命ぜられた部隊等の自衛官の権限

災害派遣を命ぜられた部隊等の自衛官は、災害が発生し、又はまさに発生しようとしている

場合において、市町長等、警察官及び海上保安官がその場にいない場合に限り、次の市町長の

職権を行うことができる。この場合において、当該市町長の職権を行ったときは、直ちにその

旨を市町長に通知しなければならない。

（１）警戒区域の設定、立ち入り制限・禁止、退去命令

（２）当該市町の区域内の他人の土地等の一時使用等

（３）現場の被災工作物等の除去等

（４）当該市町の区域内の住民等を応急措置の業務に従事させること。

５ 災害派遣要請の手続等

（１）派遣要請の手続

要請に当たっては、自衛隊法施行令（昭和 29 年政令第 179 号）第 106 条の規定に基づく、

所定事項を記載した文書によって要請するものとする。ただし、緊急を要するときは、電話

等迅速な方法で行い、文書の提出はその後において行うことができる。

要請文書には、次の事項を記載する。

ア 災害の情況及び派遣を要請する事由

イ 派遣を希望する期間

ウ 派遣を希望する区域及び活動内容

エ その他参考となるべき事項

（２）派遣要請先、要請者連絡先及び連絡方法

ア 要請先及び連絡方法

（ア）陸上自衛隊第 13 旅団長

陸上自衛隊第 13 旅団司令部 安芸郡海田町寿町２－１

第３部（防衛班）

電話 082-822-3101 内線 2410

（夜間・土・日・祝祭日等）

内線 2440（当直幕僚）

（イ）海上自衛隊呉地方総監

海上自衛隊呉地方総監部防衛部 呉市幸町８－１

オペレーション

電話 0823-22-5511

内線 2823、2222（当直）
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（ウ）航空自衛隊西部航空方面隊司令官

航空自衛隊西部航空方面隊 福岡県春日市原町３－１－１

司令部防衛部運用課

電話 092-581-4031 内線 2348

（課業時間外）内線 2203（SOC 当直）

イ 要請者連絡先及び連絡方法

（ア）県危機管理監危機管理課 広島市中区基町 10-52

電話 082-228-2111 内線 2783～2786

082-228-2159 （直通）

082-511-6720 （直通）

（イ）第六管区海上保安本部 広島市南区宇品海岸三丁目 10-17

電話 082-251-5111 内線 3271～3275

082-251-5115、5116 （直通）（当直）

（ウ）大阪航空局広島空港事務所 三原市本郷町善入寺 64-34

電話 0848-86-8650

（３）災害派遣の要請の要求等

ア 市町長は、応急措置を実施するため必要があると認めるときは、知事に自衛隊の災害派

遣の要請をするよう求めることができる。

イ 市町長は、前記アの要求ができない場合には、その旨及び災害の状況を防衛大臣又はそ

の指定するもの（陸上自衛隊第 13 旅団長、海上自衛隊呉地方総監等）に通知することがで

きる。この場合において、当該通知を受けた防衛大臣等は、その事態に照らし特に緊急を

要し、要請を待ついとまがないと認められるときは、自主派遣等をすることができる。

ウ 市町長は、前記イの通知をしたときは、速やかに知事に通知しなければならない。

（４）生活関連支援活動に係る協定

倒壊家屋の処理等の生活関連支援活動において、被災者の財産権等にかかわる支援活動に

ついては、地震・津波発生後、要請者と旅団長等が事前に協議し、協定書等を締結するもの

とする。

６ 災害派遣部隊の受け入れ

（１）自衛隊の災害派遣が決定したときは、要請者は、関係市町又は関係機関の長に、派遣部隊

の受け入れ体制を整備させるとともに、必要に応じて派遣部隊と関係市町又は関係機関との

連絡に当たる職員を現地に派遣する。

（２）災害派遣を依頼した市町又は関係機関の長は、派遣部隊の受け入れに必要な次の事項につ

いて万全を期すこととする。

ア 派遣部隊到着前

（ア）市町及び関係機関における派遣部隊等の受け入れ担当連絡部署（職員）の指定及び配

置（平常時からの指定及び配置を含む。）

（イ）派遣部隊指揮所及び連絡員が市町及び関係機関と緊密な連絡をとるに必要かつ適切な

施設（場所）の提供

（ウ）派遣部隊の宿営地及び駐車場等の準備（平常時から宿営地候補地の検討を含む。）

（エ）派遣部隊が到着後速やかに救援目的の活動を開始できるよう、必要な資機材等の準備

（オ）臨時ヘリポートの設定（第３章第４節ヘリコプターによる災害応急対策計画による。）

（カ）艦艇が使用できる岸壁の準備（接岸可能な岸壁の検討）
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イ 派遣部隊到着後

（ア）派遣部隊を迅速に目的地に誘導する。

（イ）他の関係機関の救援活動との重複を避け、最も効果的な救援活動が分担できるよう、

派遣部隊指揮官と協議する。

（ウ）派遣部隊指揮官、編成装備、到着日時、活動内容及び作業進捗状況等を知事等に報告

する。

７ 派遣に要する経費の負担

部隊等が派遣された場合、次の各号に掲げる経費は自衛隊において負担し、それ以外の経費

は、それぞれの災害応急対策責任者の負担とする。

（１）部隊の輸送費（民間の輸送力（フェリー等を含む。）を利用する場合及び有料道路の通行

を除く。）

（２）隊員の給与

（３）隊員の食糧費

（４）その他の部隊に直接必要な経費

８ 災害派遣部隊の撤収要請

（１）要請者は、自衛隊の派遣の必要がなくなったと認めた場合は、自衛隊の撤収を要請する。

（２）災害派遣命令者は、前項の要請があった場合又は派遣の必要がなくなったと認める場合は、

速やかに部隊等の撤収を命ずる。
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第２項 相互応援協力計画

１ 方針

地震・津波が発生し、被害が広範囲に及び、各防災関係機関のみでは十分な応急措置ができ

ない場合、他の防災関係機関や他の都道府県等の協力を得て応急措置を実施する。

２ 実施内容

市町、県、県警察、防災関係機関は必要に応じて、他の機関に協力を要請し、応急措置等を

迅速かつ円滑に遂行する。

（１）市町

ア 知事等に対する応援要請

市町長は、当該市町の災害応急対策を実施するため必要があると認めるときは、県に対

し、原則として次の事項を示し、応援を求め、又は災害応急対策の実施を要請する。なお、

原則として文書により行うこととするが、そのいとまのないときは、口頭又は電話等、迅

速な方法で行い、事後速やかに文書を提出する。

（ア）災害の状況及び応援を必要とする理由

（イ）応援を必要とする職種別人員

（ウ）応援を必要とする資機材、物資等の品名・数量等

（エ）応援を必要とする場所及び応援場所への経路

（オ）応援を必要とする期間

（カ）その他必要な事項

イ 他の市町に対する応援要請

市町長は、当該市町の災害応急対策を実施するため必要があると認めるときは、県内全

市町による災害時の相互応援に関する協定等に基づき他の市町長に応援を求める。

応援を求められた市町長は、県が行う市町間の調整に留意するとともに必要な応援を行

う。

ウ 緊急消防援助隊の応援等の要請のための連絡

市町長は、大規模災害により、自らの市町の消防力だけでは対応できず、大規模な消防の

応援等を受ける必要があると判断したときは、「広島県緊急消防援助隊受援計画」に基づき、

速やかに県知事に当該応援等が必要である旨の連絡を行うものとする。

（２）県

ア 他の都道府県に対する応援要請

知事は、災害応急対策を実施するため必要があると認めるときは、災害時の相互応援に

関する協定（「全国都道府県における災害時の広域応援に関する協定」、「中国五県災害

等発生時の広域支援に関する協定」、「中国・四国地方の災害等発生時の広域支援に関す

る協定」、「関西広域連合と中国地方知事会との災害時の相互応援に関する協定」）に基

づき応援を要請する。

また、災害時の相互応援に関する協定以外の場合にも、国と協力し、「応急対策職員派

遣制度」に基づき、他の地方公共団体による被災市町への応援に関する調整を実施するも

のとする。

イ 市町に対する応援

（ア）知事は、県内において大規模災害が発生した場合、直ちに、被災した市町の災害対策

本部に連絡員を派遣して情報を収集し、市町から災害応急対策を実施するための応援を
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求められた場合又は応援を行う必要が認められる場合は、県の災害応急対策の実施との

調整を図りながら、必要な支援を行う。

（イ）知事は、被災市町の行う災害応急対策の的確かつ円滑な実施を確保するため、他の市

町長に対し、原則として次の事項を示して被災市町の災害応急対策の実施状況を勘案し

ながら、被災市町に対する応援について必要な指示又は調整を行う。

ａ 災害の状況及び応援を必要とする理由

ｂ 応援を必要とする職種別人員

ｃ 応援を必要とする資機材、物資等の品名・数量等

ｄ 応援を必要とする場所及び応援場所への経路

ｅ 応援を必要とする期間

ｆ その他必要な事項

ウ 指定行政機関等に対する災害応急対策の実施の要請

知事は、県内における災害応急対策が的確かつ円滑に行われるようにするため、必要が

あると認めるときは、原則として次の事項を明らかにして、指定行政機関の長若しくは指

定地方行政機関の長に対し応急措置の実施を要請する。なお、原則として文書により行う

こととするが、そのいとまのないときは、口頭又は電話等、迅速な方法で行い、事後速や

かに文書を提出する。

（ア）災害の状況及び応援を必要とする理由

（イ）応援を必要とする職種別人員

（ウ）応援を必要とする資機材、装備、物資等の品名・数量等

（エ）応援を必要とする場所及び応援場所への経路

（オ）応援を必要とする期間

（カ）その他必要な事項

エ 緊急消防援助隊の応援等

知事は、大規模災害により、県内の消防力だけでは対応できず、緊急消防援助隊の応援

等が必要な非常事態であると判断したときは、「広島県緊急消防援助隊受援計画」に基づ

き、消防庁長官に対し、緊急消防援助隊の応援等を要請する。

（３）県警察

県公安委員会は、県内警備力をもって災害に対処することができない場合、警察庁又は他

の都道府県警察に対し、警察災害派遣隊等の援助要請を行う。

（４）第六管区海上保安本部

関係機関及び地方公共団体の災害応急対策が円滑に実施されるよう、要請に基づき、海上

総務省消防庁

区 分

回線別
平日（9:30～18:15）

※応急対策室

左 記 以 外

※ 宿 直 室

ＮＴＴ回線
電 話 03-5253-7527 03-5253-7777

ＦＡＸ 03-5253-7537 03-5253-7553

消防防災無線
電 話 7-90-49013 7-90-49101～49103

ＦＡＸ 7-90-49033 7-90-49036

地域衛星通信

ネットワーク

電 話 77-048-500-90-49013 77-048-500-90-49101～49103

ＦＡＸ 77-048-500-90-49033 77-048-500-90-49036
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における災害応急対策の実施に支障を来さない範囲において、陸上における救助・救急活動

等について支援するほか、次に掲げる支援活動を実施する。この場合、応急医療能力及び宿

泊能力を強化した災害対応型巡視船の活用について配慮する。

ア 医療活動場所の提供について要請があったときは、医務室を設備しているヘリコプター

搭載型巡視船等を当たらせる。

イ 災害応急対策の従事者の宿泊について要請があったときは、ヘリコプター搭載型巡視船

等を当たらせる。

（５）防災関係機関

ア 防災関係機関の長は、当該防災関係機関の災害応急対策を実施するため必要があると認

めるときは、県に対し、原則として次の事項を示し応援を求め、又は市町若しくは他の防

災関係機関の応援のあっせんを依頼する。なお、原則として文書により行うこととするが、

そのいとまのないときは、口頭又は電話等、迅速な方法で行い、事後速やかに文書を提出

する。

（ア）災害の状況及び応援を必要とする場合

（イ）応援を必要とする機関名（あっせんを求める場合）

（ウ）応援を必要とする職種別人員

（エ）応援を必要とする資機材、装備、物資等の品名・数量等

（オ）応援を必要とする場所及び応援場所への経路

（カ）応援を必要とする期間

（キ）その他必要な事項

イ 防災関係機関相互の協力

（ア）各機関は、他の機関から応援を求められた場合は、自らの災害応急対策の実施に支障

のない限り、協力又は便宜を供与する。

（イ）各機関の協力業務の内容は、「防災関係機関の処理すべき事務又は業務の大綱」に定

める範囲とする。

（ウ）各機関相互の協力が円滑に行われるよう、事前に協議を行っておく。

（エ）県は、各機関の間で相互協力のあっせんをする。

（６）相互応援協定等の締結

各防災関係機関は、災害時における相互応援を円滑に実施するため、あらかじめ他の関係

機関と相互応援に関する協定などを締結するとともに、共同訓練の実施やその他円滑に相互

応援を実施するために必要な措置及び、平常時から担当部署の指定、体制の整備などに努め

るものとする。

（７）応援要員の受け入れ体制

防災関係機関が災害応急対策を実施するに際して、各機関が県外から必要な応援要員等を

導入した場合、知事及び受け入れ先の市町長は、これらの要員や資機材のための宿泊施設、

駐車場等について、各機関の要請に応じて可能な限り、準備、あっせんする。

また、会議室のレイアウトの工夫やテレビ会議の活用など、応援職員等の執務スペースの

適切な空間の確保に配慮するものとする。

（８）応急措置の代行

県は、災害の状況により、指定行政機関又は関係指定地方行政機関に対し、応援を求め、

又は災害応急対策の実施を要請するものとする。

県は、災害が発生した場合において、被災により市町がその全部又は大部分の事務を行う

ことが不可能になった場合、応急措置を実施するため市町に与えられた権限のうち、警戒区
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域を設定し、災害応急対策に従事する者以外の者に対して当該区域への立ち入りを制限し、

若しくは禁止し、又は当該区域からの退去を命ずる権限、他人の土地等を一時使用し、又は

土石等を使用し、若しくは収用する権限及び現場の災害を受けた工作物等で応急措置の実施

の支障となるものの除去等をする権限並びに現場にある者を応急措置の業務に従事させる権

限により実施すべき応急措置の全部または一部を、当該市町に代わって行うものとする。

国は、被災により、市町及び県が、その全部又は大部分の事務を行うことが不可能となっ

た場合は、応急措置を実施するため市町に与えられた権限のうち、他人の土地等を一時使用

し、又は土石等を使用し、若しくは収用する権限及び現場の災害を受けた工作物等で応急措

置の実施の支障となるものの除去等をする権限並びに現場にある者を応急措置の業務に従事

させる権限により実施すべき応急措置の全部または一部を、市町に代わって行うものとする。

（９）被災地への職員の派遣

県及び市町は、職員派遣に備え、災害対応業務ごとに、あらかじめ派遣職員名簿を作成す

るなどして、速やかに応援職員を派遣できる体制を整備するものとする。

また、被災地へ応援職員を派遣する場合、被災地域での居住・勤務経験や災害対応経験等

を考慮した職員の選定に努めるものとする。

さらに、新型コロナウイルス感染症を含む感染症対策のため、応援 職員の派遣に当たっ

ては、派遣職員の健康管理やマスク着用等を徹底するものとする。

なお、被災地への応援職員派遣は、派遣元となる県及び市町職員の人材育成を通じた災害

対応力の向上につながることから、積極的な応援職員派遣に努めるものとする。

県職員は、被災市町に赴いた際には、災害対応の進捗状況等を的確に把握するとともに、

その状況に応じて、被災市町から積極的に人的支援ニーズを把握し、関係省庁及び都道府県

との情報共有を図り、必要な職員の応援が迅速に行われるよう努める。

第３章の２　災害応急対策計画（震災対策編）

316



第３項 防災拠点に関する計画

１ 方針

この計画は、地震・津波発生時における災害対策活動の拠点施設を整備し、救援物資の輸送

及び救援部隊集結のための拠点を指定配置するに当たり、必要な事項を定める。

２ 広島県防災拠点施設

（１）施設の機能

ア 食料、生活必需品、防災資機材の備蓄拠点機能

災害に備え、被災者用物資として毛布や非常食料など、また、救助用資機材としてバー

ルやハンマーなどを備蓄する。

イ 救援物資の集積・搬送拠点機能

災害時に県内外から寄せられる大量の救援物資を集積し被災地へ搬送する。

ウ 救援部隊の集結・後方支援拠点機能

災害時には遠隔地からの救援部隊の集結場所となる。また、救援部隊の待機・休息スペ

ースを確保する。

エ 防災航空センター機能

ヘリコプターによる消防防災活動を実施する防災航空センターを整備。

なお、大規模災害時には、他の防災関係機関からの応援ヘリが飛来することが想定され

るため、応援ヘリの駐機、格納のためのスペースを確保する。

オ 災害対策本部代替拠点機能

地震・津波等により、県庁舎が使用できない場合に、災害対策本部として活動ができる

機能を確保する。

（２）施設の特徴

ア 備蓄倉庫、防災広場と防災航空センターを一体的に整備しているため、救援物資の緊急

輸送の即応が可能である。

イ 県中央に位置し、広島空港に隣接しているため、県内各地へ短時間で物資の搬送が可能

である。

（３）施設の管理運営

区 分 内 容 管 理 運 営

平 常 時

・防災に関する広報啓発

・備蓄資機材等の管理

等

危機管理監、防災航空センター

健康福祉局

・防災ヘリコプターの運航 防災航空センター

災 害 発 生 時

・災害対策本部との連絡調整

・備蓄物資搬入・搬出作業

・救援物資の仕分け・一次保管作業

・応援要員・ボランティア受入

等

災害対策本部

（危機管理監、健康福祉局等）

・防災ヘリコプターの運航 災害対策本部事務局

【本部設置時】

・災害対策本部事務局事務

（災害対策運営要領参照）

災害対策本部事務局
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（４）施設の概要

※ 免震構造（特殊ゴム等で構成される免震装置により地震時の建築物の揺れを小さくする構造）

３ 救援拠点

（１）拠点の指定及び開設

防災拠点施設を補完し、被災地における災害対策活動を迅速かつ効果的に実施するため、

県は、既存の公園や体育館等の施設をあらかじめ救援拠点として指定し、災害発生時に必要

に応じて開設する。

ア 救援物資輸送拠点

県外から送られてくる大量の救援物資の受け入れ及び搬送のための拠点とする。

イ 救援部隊集結拠点

倒壊家屋等からの救出活動を迅速かつ効率的に行うための救援部隊の集結拠点とする。

施 設 名 称 広島県防災拠点施設

場 所 〒729-0416 三原市本郷町善入寺 94-22

連 絡 先

0848-86-8931（TEL）

0848-86-8932（〃）

0848-86-8933（FAX）

敷 地 面 積 約 24,918 ㎡

構

成

施

設

等

※

備蓄倉庫棟

鉄骨造１階建て

床面積 4,482 ㎡

物資の備蓄

救援物資の集積・搬送

主
な
備
蓄
物
資

食 料 品：クラッカー、液体ミルク、粉ミルク、離乳食、アルファ化

米

生活必需品：毛布、紙おむつ（幼児用、成人用）、

生理用品、簡易トイレ（凝固剤、収納袋）

防災資機材：【被災地用】

ビニールシート、一輪車、バール、ハンマー、のこ、金てこ、

RC バール、救助ロープ、防塵メガネ、防塵マスク、ケブラー

手袋、絶縁ボルトクリッパー、油圧ジャッキ

【仕分け作業用】

畳（緊急畳）、毛布（真空パック）、ビニールシート、投光

器、コードリール、ヘルメット、軍手、雨具、テント（２間×

４間）、発電機、リヤカー

※

管 理 棟 鉄骨造２階建て

床面積約 1,883 ㎡

防災航空センター事務室、会議室、

防災室、多目的室

ヘリ格納庫 防災ヘリコプター格納庫

防災広場 約 8,500 ㎡
救援物資の仕分け作業スペース

救援部隊の集結スペース

駐 車 場 約 2,800 ㎡ 防災活動用の駐車場
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（２）配置計画

ア 救援物資輸送拠点

イ 救援部隊集結拠点

（３）拠点施設の運営

ア 救援物資輸送拠点

市町、ボランティア、広島県トラック協会等の協力を得て、県が運営する。

イ 救援部隊集結拠点

救援部隊である警察、消防、自衛隊において、独自に計画運営を行う。

種 類 施 設 対象地域 箇 所 数

陸上対応

① 救援物資搬入

② 救援物資一次保管用建屋

③ 臨時ヘリポート用広場

④ その他（会議室、仮眠室等）

西 部 ３箇所

中 央 部 １箇所

東 部 ２箇所

北 部 １箇所

計 ７箇所

海上対応

① 輸送船接岸用バース

② 救援物資搬入・搬出用広場

③ 救援物資一時保管用建屋

④ 臨時ヘリポート用広場

⑤ その他（会議室、仮眠室等）

広 島 港 ３箇所

呉 港 ３箇所

竹 原 港 １箇所

大 西 港 １箇所

尾道糸崎港 ２箇所

福 山 港 １箇所

計 １１箇所

合 計 １８箇所

種 類 施 設 配置場所 箇 所 数

警 察
① 救援部隊集結用広場

② その他（会議室、仮眠室等）

広島市周辺

呉 市周辺

尾道市周辺

福山市周辺

三次市周辺

６箇所（広島市周辺２箇所、そ

の他各１箇所）

消 防 16 箇所（各１～６箇所）

自 衛 隊
６箇所（広島市周辺２箇所、そ

の他各１箇所）
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第６節 救助・救急、医療及び消火活動

第１項 救出計画

１ 方針

地震・津波による家屋等の崩壊、がけ崩れ及び津波等により多数の要救出者が発生した場合

には、市町、県、県警察、第六管区海上保安本部及びその他の防災関係機関等は、相互に協力

し、迅速かつ的確に救出活動を実施する。

なお、被災現地においては、原則として、市町（消防機関を含む。）の長が、救出活動の指

揮をとるものとする。

２ 陸上における救出

（１）市町

ア 消防職（団）員等による救出隊を編成するとともに、救出に必要な車両舟艇、特殊機械

器具その他の資機材を調達し、迅速かつ的確に救出活動を実施する。

イ 市町による救出が困難なときは、速やかに警察署に連絡し、合同して救出に当たる。

ウ 前項によってもなお救出が困難であり、かつ、救出作業に必要な車両舟艇、特殊機械器

具等の調達を要するときは、原則として次の事項を示して県及び他の市町に応援を要請し、

必要な場合には、県に対して自衛隊の派遣を要求する。なお、原則として文書により行う

こととなるが、そのいとまのないときは、口頭又は電話等、迅速な方法で行い、事後速や

かに文書を提出する。

（県及び他の市町に応援要請する場合）

（ア）災害の状況及び応援を必要とする理由

（イ）応援を必要とする期間

（ウ）応援を必要とする人員、車両舟艇、特殊機器、航空機その他資機材の概数

（エ）応援を必要とする区域及び活動内容

（オ）その他参考となるべき事項

（自衛隊に派遣要請する場合）

「自衛隊災害派遣計画」参照

エ 救護機関及び県警察と連携協力し、負傷者の救護搬送等の応急措置を行う。

（２）県

ア 知事は、市町から負傷者等の救出活動について応援を求められたときは、その状況に応

じて、次の措置を迅速かつ的確に講ずる。

（ア）他の市町長に対し応援を指示する。

（イ）自衛隊に対し派遣を要請する。

（ウ）救出活動の総合調整を行う。

イ 災害救助法に基づく県の実施事項については、「災害救助法適用計画」による。

（３）県警察

地震・津波災害発生時において、自ら必要と認めた場合、又は市町及び県から要請があっ

た場合には、市町及びその他の関係機関と協力して、次の措置を迅速かつ的確に講ずる。

ア 被災者の発見、死傷者の有無の確認、負傷者の速やかな救出・救助

イ 消防機関及び救援機関と連携協力し、負傷者の救護搬送等の応急措置

ウ 行方不明者がある場合には、速やかな捜索活動
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エ 救出救助活動を図るために必要な交通規制等の所要の措置

（４）自主防災組織、事業所等

自主防災組織及び事業所等は、次により自主的に救出活動を行うものとする。なお、市町

等は、自主防災組織及び事業所等に対して、平素から自主的な救出活動に関する啓発を行う

ものとする。

ア 自主防災組織及び事業者内の被害状況を調査し、要救出者等の早期発見に努める。

イ 要救出者等を発見した場合は、迅速に救助活動を開始するとともに、消防機関又は警察

等に連絡し、早期救出に努める。

ウ 可能な限り、市町、消防機関、警察と連絡をとり、その指導を受けるものとする。

（５）自衛隊

県の要請に基づき救出活動を実施する。詳細は、「自衛隊災害派遣計画」による。

３ 海上における救出

（１）市町長及び市町の消防長

市町長及び市町の消防長は、関係防災機関と連携をとりつつ、消防及び救難救護を行う。

（２）第六管区海上保安本部

海難救助等を行うに当たっては、地震・津波災害の規模等に応じて合理的な計画をたて、

次に掲げる措置を講ずる。

その際、救助・救急活動において使用する資機材については、原則として携行するものと

するが、必要に応じて、民間の協力等を求めることにより、必要な資機材を確保し、効率的

な救助・救急活動を行うものとする。

ア 船舶の海難、人身事故等が発生したときは、速やかに船艇、航空機又は特殊救難隊等に

より、その捜索救助を行う。

イ 船舶火災又は海上火災が発生したときは、速やかに巡視船艇、特殊救難隊又は機動防除

隊により、その消火を行うとともに、必要に応じて、地方公共団体に協力を要請する。

ウ 危険物が流出したときは、その周辺海域の警戒を厳重にし、必要に応じて、火災、爆発

及びガス中毒等の発生防止、航泊禁止措置又は避難勧告を行う。

エ 救助・救急活動等にあたっては、検知器具による危険範囲の確認、火気使用制限等の危

険防止措置を講じ、火災、爆発及びガス中毒、大規模地震に伴う余震・津波等二次災害の

防止を図る。

（３）県警察

海上における被災者に対して、県警察は第六管区海上保安本部、市町及びその他防災関係

機関と連携協力し、次の措置を講ずる。

ア ヘリコプター等による被災者の発見、救出・救助

イ 行方不明者がある場合は、沿岸の関係警察等への発見を求める手配

（４）自衛隊

県の要請に基づき救出活動を実施する。詳細は、「自衛隊災害派遣計画」による。

４ 惨事ストレス対策

救出活動等を実施する各機関は、職員等の惨事ストレス対策の実施に努めるものとする。

消防機関は、必要に応じて、消防庁等に精神科医等の専門家の派遣を要請するものとする。
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５ 部隊間の活動調整

災害現場で活動する警察・消防・海上保安庁・自衛隊の部隊は、必要に応じて、合同調整所

を設置し、活動エリア・内容・手順、情報通信手段等について、部隊間の情報共有及び活動調

整、必要に応じた部隊間の相互協力を行う。

また、災害現場で活動する災害派遣医療チーム（DMAT）等とも密接に情報共有を図りつつ、

連携して活動するものとする。

６ 活動時における感染症対策

災害現場で活動する警察・消防・海上保安庁・自衛隊の部隊は、新型コロナウイルス感染症

を含む感染症対策のため、職員の健康管理やマスク着用等、基本的な感染症対策を徹底する。
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第２項 医療、救護計画

１ 方 針

地震・津波のため、傷病者の多発等により医療機関の受入可能な患者数を超えたり、被災地

の医療機関の多くが損壊し、医療機能が著しく低下した場合など、被災地の医療能力だけでは、

全ての傷病者に対応できない場合においても、住民に、十分な医療救護、助産が提供できるよ

う医療救護活動等に必要な事項を定める。

２ 医療救護体制等の整備（平常時）

（１）県、基幹災害拠点病院（県立広島病院）及び防災関係機関は、平時から、迅速かつ的確な

医療救護活動や公衆衛生活動が実施できるよう体制の整備、人材育成を図るものとする。

（２）県、基幹災害拠点病院（県立広島病院）及び防災関係機関は、あらかじめ連携に必要な情

報等を共有しておくとともに、連携強化のための協議・訓練・研修等を行うものとする。

（３）災害拠点病院は、平常時から防災関係機関や他の災害拠点病院および近隣医療機関との連

携関係を構築するとともに、災害時に速やかに情報共有できるよう広域災害・救急医療情報

システム（以下「EMIS」という。）等の操作訓練等を実施する。

３ 災害時における実施責任者及び実施内容

【第Ⅰステージ（災害発生直後の被災地域及び避難所開設時の支援）】

（１）県

ア 地震・津波災害時には県災害対策本部を速やかに立上げ、保健医療福祉活動の総合調

整を行うための本部（以下「保健医療福祉調整本部」)を設置するとともに、保健医療福

祉調整本部長が必要と認めた場合に、被災市町が所在する厚生環境事務所・保健所（支

所）に現地保健医療福祉調整本部を設置し、保健医療活動チームの派遣調整、医療救護

活動に関する情報の連携、整理及び分析等の医療活動の総合調整を行うとともに、必要

に応じて防災関係機関等へ情報を提供する。

また、その調整に当たっては、被災地の保健医療ニーズの把握、保健医療活動チーム

の派遣調整等に係る助言及び支援を行う災害医療コーディネーター、災害薬事コーディ

ネーター及び災害時小児周産期リエゾンを配置する。

イ EMIS の活用等により、医療機関の被災状況、被災者の医療ニーズ等に関する情報を総

合的に把握し、情報を共有する。

ウ 市町の要請があった場合又は自ら必要と認めたときは、日本赤十字社広島県支部、災

害拠点病院、広島県医師会等に医療救護活動を要請するとともに、医療救護班調整本部

を設置し、各関係機関との情報共有、連絡調整を行う。

エ 災害派遣医療チーム（以下「DMAT」という。）の出動を要請した場合、県災害対策本

部の指揮下に DMAT 県調整本部を設置する。また、県災害対策本部に設置する合同対策会

議等に統括 DMAT を受入れ、自衛隊や消防機関等防災関係機関と医療救護活動について

調整を行う。

オ 県内 DMAT での対応が困難な場合、統括ＤＭＡＴの判断を踏まえ、厚生労働省に他都道

府県 DMAT の派遣を要請する。

カ 「災害時における広島県ドクターヘリの運航に係る要領」に基づきドクターヘリの災

害運用を決定した場合は、一時的に平時のドクターヘリの運航を停止し、災害対策本部

の消防救急班にドクターヘリ調整部を設置し、他の防災関係機関のヘリコプターとの調
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整のもと出動する。

キ 災害派遣精神医療チーム（以下「DPAT」という。）の出動を要請した場合、県災害対

策本部の指揮下に広島 DPAT 調整本部を設置し、必要に応じて活動拠点本部を設置する

とともに、広島 DPAT の指揮・調整、精神保健医療に関する被災情報の収集、関係機関と

の連絡調整等を行う。

ク 県内 DPAT での対応が困難な場合、広島 DPAT 統括者の判断を踏まえ、DPAT 事務局へ他

都道府県 DPAT の派遣を要請する。

ケ 被災状況に応じ、その地域内における救急医療から保健衛生等の時間の経過に伴う被

災者の保健医療ニーズの変化を踏まえた活動に留意するものとする。

コ 避難所に保健所職員で構成する調査班を派遣し、状況把握を行うとともに、必要に応

じて複数の専門職からなる災害時公衆衛生チーム及び DPAT の派遣を行う。

サ 県立病院は、治療中の患者等の安全の確保はもとより、他の災害拠点病院等と連携し、

DMAT、医療救護班等による医療救護活動の実施や患者の受入に対応するものとする。

シ 県保健所は、災害対策支部を設置し、近隣医療機関等の被災状況を確認するなど、被

害状況の収集に努める。また、管内の医療救護活動に関する調整を行う。

ス 避難所における保健所職員による状況把握や市町からの情報収集に基づき、災害派遣

福祉チーム（以下「DWAT」という。）の派遣について検討するとともに、災害福祉支援

ネットワーク事務局と情報を共有する。

（２）市町

ア 市町長は、地震・津波災害時には、あらかじめ定める計画に基づき、地区医師会及び

医療機関との連携のもとに医療救護活動を実施する。

イ 市町の医療救護活動のみで対処できない場合は、直ちに県等に協力を要請する。

ウ 災害救助法が適用された場合、知事が医療救護活動を行う責務を有するが、同法第１

３条及び同法施行令第 17 条の規定により知事が委任した場合は、市町長が実施責任者

となる。

エ 災害時の二次的な健康被害を予防するため、保健師等による公衆衛生活動を実施する。

（３）中国四国厚生局

県の要請があった場合又は自ら必要と認めたときは、独立行政法人国立病院機構との連

絡調整を実施する。（災害時における医療の提供）

（４）国立病院機構

県の派遣要請があった場合又は自ら必要と認めたときは、医療救護班派遣等による医療

救護活動を実施する。

（５）日本赤十字社広島県支部

県又は市町の要請があった場合もしくは自ら必要と認めたときは、「日本赤十字社法（昭

和 27 年法律第 305 号）」及び「災害救助又は応援の実施に関する委託契約書（平成 18 年

12 月 14 日）」に基づき、医療救護班の派遣等による医療救護活動を実施する。

（６）広島県医師会

県又は市町の要請があった場合もしくは自ら必要と認めたときは、「災害時の医療救護

活動に関する協定書」に基づき医療救護活動を実施する。また、必要に応じて公衆衛生活

動に協力する。

（７）広島県歯科医師会

県又は市町の要請があった場合もしくは自ら必要と認めたときは、「広島県災害時公衆

衛生チームへの協力に関する協定書」に基づき医療救護活動を実施する。
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（８）広島県看護協会

県又は市町の要請があった場合もしくは自ら必要と認めたときは、「広島県災害時公衆

衛生チームへの協力に関する協定書」に基づき医療救護活動を実施する。

（９）災害拠点病院

ア 病院で定める災害対応計画に従い、速やかに自院の被災、稼働状況を確認し、入院患

者の安全確保を図るとともに、職員の参集・患者受入体制の構築を行う。

イ 機能喪失等により患者搬送等の必要が生じた場合は、県と密接に連携を図りながら、

院内 DMAT 及び参集する院外 DMAT と協力し、患者搬送など必要な対応を行う。

ウ 自院の被害が少なく、県からの医療救護活動要請があった場合又は自ら必要と認める

場合には、県と密接に連携を図りながら、重篤患者の受入や DMAT の派遣等による医療救

護活動の実施に対応する。

エ 自院が DMAT 活動拠点本部となる場合には、統括 DMAT を受入れ、医療救護活動の調整

を行うとともに、参集する院外 DMAT の支援の下で医療救護活動を実施する。

オ 自院及び近隣医療機関の被災・稼動状況などの情報を EMIS への登録などにより提供

する。

（10）災害拠点精神科病院

ア 病院で定める災害対応計画に従い、速やかに自院の被災、稼働状況を確認し、入院患

者の安全確保を図るとともに、職員の参集及び精神科医療が必要な患者の受入体制の構

築を行う。

イ 機能喪失等により患者搬送等の必要性が生じた場合は、県と密接に連携を図りながら

院内 DPAT 及び参集する院外 DPAT と協力し、患者搬送など必要な対応を行う。

ウ 自院の被害が少なく、県からの精神科医療救護活動の要請があった場合又は、自ら必

要と認める場合には、県と密接に連携を図りながら、精神科医療が必要な患者の受入や

DPAT の派遣等による精神科医療救護活動の実施に対応する。

エ 自院が DPAT 活動拠点本部となる場合には、精神科医療救護活動の調整を行うととも

に、参集する院外 DPAT の支援の下で精神科医療救護活動を実施する。

オ 自院及び近隣の精神科医療機関の被災・稼働状況等の情報を EMIS への登録などによ

り提供する。

【第Ⅱステージ（被災地の医療機関、避難所の支援）】

（１）県

ア 大規模災害発生時には、保健医療福祉活動の総合調整を行うための本部(以下「保健医

療福祉調整本部」)を設置するとともに、保健医療福祉調整本部長が必要と認めた場合に、

被災市町が所在する厚生環境事務所・保健所（支所）に現地保健医療福祉調整本部を設

置し、保健医療活動チームの派遣調整、医療救護活動に関する情報の連携、整理及び分

析等の医療活動の総合調整を行うとともに、必要に応じて防災関係機関等へ情報を提供

する。

また、その調整に当たっては、被災地の保健医療ニーズの把握、保健医療活動チーム

の派遣調整等に係る助言及び支援を行う災害医療コーディネーター、災害薬事コーディ

ネーター及び災害時小児周産期リエゾンを配置する。

イ 市町の要請があった場合又は自ら必要と認めたときは、日本赤十字社広島県支部、災

害拠点病院、広島県医師会等に医療救護活動を要請するとともに、医療救護班調整本部

を設置し、各関係機関との情報共有、連絡調整を行う。

ウ 必要に応じて複数の専門職からなる災害時公衆衛生チーム、DPAT 及び DWAT の派遣を
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行う。

エ 人工透析など生命維持のために継続した医療が必要な慢性疾患の患者が、交通遮断等

で通院が困難となっている場合は、航空機や船舶を利用した患者の広域搬送や医薬品の

輸送等によって適切な受療体制を確保するため、警察、消防、自衛隊、海上保安庁、船

舶運航事業者など関係機関との調整を行う。

オ 急性期医療（DMAT 等）から中長期的な医療救護や公衆衛生等を担うチームに対して円

滑な引継ぎを行う。

カ DWAT の出動を要請した場合、県災害対策本部の指揮下に広島ＤＷＡＴ調整本部を設置

し、必要に応じて活動拠点本部を設置するとともに、広島 DWAT の指揮・調整、福祉ニー

ズに関する被災情報の収集、関係機関との連絡調整等を行う。

キ 県内 DWAT での対応が困難な場合、広島ＤＷＡＴ統括者の判断を踏まえ、厚生労働省へ

他都道府県 DWAT の派遣を要請する。

（２）市町

ア 市町長は、災害時には、あらかじめ定める計画に基づき、地区医師会及び医療機関と

の連携のもとに医療救護活動を実施する。

イ 市町の医療救護活動のみで対処できない場合は、直ちに県等に協力を要請する。

ウ 災害救助法が適用された場合、知事が医療救護活動を行う責務を有するが、同法第 13

条及び同法施行令第 17 条の規定により知事が委任した場合は、市町長が実施責任者と

なる。

エ 災害時の二次的な健康被害を予防するため、保健師等による公衆衛生活動を実施する。

（３）中国四国厚生局

県の要請があった場合又は自ら必要と認めたときは、独立行政法人国立病院機構との連

絡調整を実施する。（災害時における医療の提供）

（４）国立病院機構

県の派遣要請があった場合又は自ら必要と認めたときは、医療救護班派遣等による医療

救護活動を実施する。

（５）日本赤十字社広島県支部

県又は市町の要請があった場合もしくは自ら必要と認めたときは、「日本赤十字社法（昭

和 27 年法律第 305 号）」及び「災害救助又は応援の実施に関する委託契約書（平成 18 年

12 月 14 日）」に基づき、医療救護班の派遣等による医療救護活動を実施する。

（６）広島県医師会

ア 県又は市町の要請があった場合もしくは自ら必要と認めたときは、「災害時の医療救

護活動に関する協定書」に基づき医療救護活動を実施する。また、必要に応じて公衆衛

生活動に協力する。

イ 日本医師会災害医療チーム（以下「JMAT」という。）の支援が求められる場合は、広

島県医師会として広島県災害対策本部保健医療福祉調整本部や被災した市区郡地区医

師会、日本医師会等の関係機関と緊密な連携を図りながら JMAT による支援を要請する

とともに、医療救護活動調整の支援に努める。

（７）広島県歯科医師会

県又は市町の要請があった場合もしくは自ら必要と認めたときは、「広島県災害時公衆

衛生チームへの協力に関する協定書」に基づき医療救護活動を実施する。

（８）広島県薬剤師会

県又は市町の要請があった場合は、「災害時の医薬品等供給調整及び医療救護活動に関
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する協定書」に基づき、災害薬事コーディネーターによる医薬品等の供給調整及び医療救

護活動を実施する。

（９）広島県看護協会

ア 県又は市町の要請があった場合もしくは自ら必要と認めたときは、「広島県災害時公

衆衛生チームへの協力に関する協定書」に基づき医療救護活動を実施する。

イ 他の都道府県看護協会等からの支援が必要であると県及び国が判断した場合は、日本

看護協会との「災害支援ナース派遣に関する協定書」等に基づき、他の都道府県看護協

会からの災害支援ナースの派遣を要請するとともに、日本看護協会等の関係機関と連携

を図りながら、医療救護活動の支援に努める。

（10）災害拠点病院

ア 病院で定める災害対応計画に従い、患者受入体制を確保する。

イ 自院の被害が少なく、県からの医療救護活動要請があった場合は、県と密接に連携を

図りながら、DMAT の派遣や医療救護活動を継続実施する。

ウ 自院が DMAT 活動拠点本部となっている場合には、統括 DMAT の指示のもと、医療救護

活動を継続実施する。

エ 県 DMAT 調整本部が DMAT 活動拠点本部の閉鎖を判断した場合は、DMAT 活動拠点本部を

撤収する。

オ 傷病者の受入要請がある場合は、引き続き受入を行う。

（11）災害拠点精神科病院

ア 病院で定める災害対応計画に従い、患者受入体制を確保する。

イ 自院の被害が少なく、県からの精神科医療救護活動の要請があった場合は、県と密接に

連携を図りながら、DPAT の派遣や精神科医療救護活動を継続実施する。

ウ 県 DPAT 調整本部が DPAT 活動拠点本部の閉鎖を判断した場合は、DPAT 活動拠点本部を撤

収する。

エ 精神科医療が必要な患者の受入要請がある場合は、引き続き受入を行う。

４ 医療救護等の活動内容

（１）医療救護

【基本原則】

ア 県内７つの二次保健医療圏を「災害医療圏」とし、災害時の活動単位とする。

イ 医療救護活動を円滑に実施するため、県及び災害医療圏毎に「災害医療コーディネー

ター」や「災害薬事コーディネーター」を整備し、必要に応じて県（保健所を含む）や

市町に助言や支援を行う等、医療救護活動の調整を図る。

ウ 県災害対策本部（県保健医療福祉調整本部）には、必要に応じて県内の統括 DMAT、DMAT

隊員医師、日赤災害医療コーディネートチーム（日本赤十字社広島県支部連絡調整員）、

県医師会担当役員、県外から支援の統括 DMAT 等が参画し、情報収集や DMAT、医療救護

班の調整を行う等、医療救護活動の調整を図る。

エ 医療救護活動に当たっては、災害時医療救護活動マニュアルに従って、迅速かつ適切

な活動を実施する。

① DMAT・ドクターヘリ

【第Ⅰステージ】

ア 被災地で活動する DMAT は、原則として、被災地域内の災害拠点病院等に設置される

DMAT 活動拠点本部に参集し、病院支援、域内搬送、現場活動を行う。
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イ 広域医療搬送の要請を受けた DMAT は、広域医療搬送拠点に参集し、主に SCU での

活動、航空機内の医療活動、SCU への患者搬送を行う。

ウ 被災地に派遣されたドクターヘリは、医師・看護師等医療従事者の派遣、患者の後

方病院への搬送、医薬品等医療器材の輸送等を行う。

【第Ⅱステージ】

ア 統括 DMAT が被災地域内の医療機関及び避難所において、継続支援が必要であると

判断した場合は、病院支援や域内搬送支援等の医療救護活動を継続する。

イ 県 DMAT 調整本部が DMAT 活動の終了を判断した時は、DMAT 県調整本部を解散する。

ウ ドクターヘリ調整部で継続運用が必要であると判断した時は、患者の後方病院搬送

等を実施する。

エ ドクターヘリの運用を終了する場合は、ドクターヘリ調整部を解散し、平時の運航

体制を再開する。

② 医療救護班

【第Ⅰステージ】

ア 医療救護班の派遣が可能な施設は、県又は市町の派遣要請があった場合もしくは自

ら必要と認める場合には、EMIS に入力する。

イ 医療救護班の出動は、県又は市町が調整・連絡する。なお、調整・連絡にあたって

は、必要に応じて、切れ目のない医療救護を実施する観点から、DMAT メンバーと連携

するとともに、災害医療コーディネーター等の助言や支援を受けるものとする。

ウ 最初に現場到着した医療救護班の医師は、消防関係諸機関の現場指揮本部（コマン

ドポスト）の構成員となり、災害規模の把握、情報収集・発信、エリア設定、医療救

護活動の統括に協力する。

エ 後続の医療救護班は、現場指揮に従って各活動拠点等で、DMAT、救急隊員とともに

３Ｔ活動（トリアージ、治療、搬送）を実施する。

オ 医療救護班が撤収する時期については、県又は市町が必要に応じて災害医療コーデ

ィネーター等の助言を受けながら判断する。

カ 救護に必要な医薬品及び衛生材料で、現地又は救助機関で確保できないものがある

ときは、県、市町において、あらかじめ定めた医療薬品等卸業者との調達の方法によ

り、あっせん確保に努める。

【第Ⅱステージ】

ア 市町は必要に応じて避難所等に救護所を設けるものとする。

イ 医療救護班の派遣が可能な施設は、県又は市町の派遣要請があった場合もしくは自

ら必要と認める場合には、EMIS に入力する。

ウ 医療救護班の出動は、県又は市町が調整・連絡する。なお、調整・連絡にあたって

は、必要に応じて、DMAT メンバーと連携するとともに、災害医療コーディネーター等

の助言や支援を受けるものとする。

エ 医療救護班は、避難所において、被災者の健康管理、公衆衛生対策を必要に応じて

実施する。生活環境の悪化に伴う内科的疾患や災害後の精神的ストレス対策、慢性疾

患の管理が中心となる。特に、肺血栓塞栓症(エコノミークラス症候群)の予防や慢性

疾患の管理は重要となり、巡回診療を必要に応じて実施する。

オ その他必要に応じて、医療救護班は、避難所又は近隣において、被災者に対し、巡

回診療やニーズ調査、生活指導などを実施する。

カ 医療救護班が撤収する時期については、県又は市町が必要に応じて災害医療コーデ
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ィネーター等の助言を受けながら判断し、連絡する。

キ 救護に必要な医薬品及び衛生材料で、現地又は救助機関で確保できないものがある

ときは、県、市町において、あらかじめ定めた医療薬品等卸業者との調達の方法によ

り、あっせん確保に努める。

（２）DPAT の派遣

ア 災害時の精神科医療の提供及び精神保健活動の支援を行うため、必要に応じて、医師、

看護師等により組織する DPAT を被災地に派遣する。

イ DPAT が不足するときは、県内医療機関、他都道府県等に対して、DPAT の編成及び派遣を

求める。

ウ DPAT の派遣・受入れを行う場合、その調整を行うとともに活動場所の確保等を図る。

（３）公衆衛生活動

① 災害時公衆衛生チーム

ア 公衆衛生に係る専門家で構成するチームを編成し、災害による被災者に対して、公衆

衛生上の観点から必要な調査や支援を行う。

イ 県保健所職員からなる調査班を先行して避難所等に派遣し、公衆衛生上のニーズの収

集や必要な公衆衛生スタッフの職種、人数などの状況把握を行う。

ウ 調査班の調査結果に基づき、必要なニーズに対応した複数の専門職種からなる保健衛

生班を編成し、避難所等に派遣する。

エ 保健衛生班は、医療救護班と連携し、被災者へのリハビリや心のケアなどの支援活動

を実施する。

② こども支援チーム

ア 災害時の子供の心のケアのため、必要に応じて、医師、臨床心理士等により組織する

こども支援チームを被災地に派遣する。

イ 必要に応じて被災地の近隣等に相談窓口を設置して被災児童に係る相談を受け付け、

地域住民の利便性を確保する。

ウ 学校、保育所及び幼稚園等、子供の支援に係る関係機関の従事者向け研修会の開催等

により子供の心のケアの実践に係る対応力の向上を図る。

③ 保健師

ア 統括保健師は、保健師が行う活動の総合調整を行う。

イ 県保健所保健師は、災害時公衆衛生チームの一員として活動すると共に、被災市町の

保健師が行う活動を支援する。

５ 医薬品・医療資機材（以下「医薬品等」という。）の確保

（１）地震・津波発生後初期段階への対応

市町及び県は、家屋倒壊等による負傷者を想定して、平常時から包帯、ガーゼ、三角巾、

副木、消毒薬、輸液等の外科的治療薬等の確保に努めるものとする。また、県は、重篤患者

の救命に必要な医療資機材等については、特に災害拠点病院・協力病院への備蓄を推進する

ものとする。

備蓄医薬品等の管理については、備蓄先医療機関又は県医師会等に協力を依頼するものと

する。

（２）地震・津波発生後中期以降への対応

避難場所の被災者に対するいわゆる家庭の常備薬（風邪薬、胃腸薬、解熱鎮痛剤等）等に

ついては、県薬剤師会、県医薬品卸協同組合等の協力により、流通時等の在庫を供給源とす
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る。

なお、県は、前記（１）の場合も含め、医療救護活動に必要な医薬品等に不足が生じた場

合又は医療機関及び市町等からの要請があった場合は、関係業者等から速やかに調達できる

よう努めるものとする。

（３）救援医薬品等の集積

県は、被災地外からの救援医薬品等について、専用の集積場所を指定するものとする。

６ 救護所設置の広報

救護所を開設した場合は、速やかに県災害対策本部に報告するとともに、住民に救護所開設

の広報を行う。

７ 惨事ストレス対策

医療・救護活動等を実施する各機関は、職員等の惨事ストレス対策の実施に努めるものとす

る。

８ 部隊間の活動調整

災害現場で活動する警察・消防・海上保安庁・自衛隊の部隊等とも密接に情報共有を図りつ

つ、連携して活動するものとする。
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第３項 消防計画

１ 方針

市町及び関係一部事務組合（以下「市町等」という。）は、地震・津波発生時における出火

防止、初期消火及び延焼阻止等の消火活動を迅速かつ円滑に実施するため、平素から、地域住

民による自主防災組織の育成・指導を行うとともに、消防機関の活動体制及び消防相互応援体

制等の整備充実を図るものとする。県は、これら市町等の消防活動が円滑に行われるよう必要

な措置を講ずるものとする。

２ 消防活動体制の整備

（１）市町等は、地震・津波発生時の火災防止のため、次の事項について、平素から広報等を通

じ住民・事業所等に周知しておくこととする。

ア 出火防止及び初期消火

住民・自主防災組織・事業所等は、自らの生命、身体及び財産を守るため、出火防止及

び初期消火に努める。

イ 火災の拡大防止

地震・津波により火災が発生したときは、住民・自主防災組織・事業所等は、互いに協

力して可能な限りの消火活動を行い、火災の拡大の防止に努める。特に、危険物等を取り

扱う事業所については、二次災害の発生防止に努める。

（２）市町等は、次の事項について、あらかじめ消防体制を整備しておくものとする。

ア 地震・津波発生直後の消防職（団）員の初動体制、初期消火活動の実施計画を定める。

イ 地震・津波発生直後に、住民に対して出火防止及び火災の延焼状況等を迅速に広報する

ため、広報の要領、広報班の編成について定める。

ウ 地震・津波発生直後の火災を早期に発見するとともに、防火水槽の破損及び道路の通行

状況等を迅速に把握できるよう情報収集の体制を定める。

エ 地震・津波発生時には、水道管の破損や停電等による長時間の給水停止が想定されるこ

とから、防火水槽や耐震性貯水槽の設置等を推進するほか、河川、池、水路等の自然水利

を積極的に活用するため、取水場所の整備等を行い、消防水利の多元化を図る。

３ 消防活動

（１）火災発生状況等の把握

消防長は、消防職（団）員を指揮し、管内の消防活動に関する次の事項について情報を収

集し、警察署と相互に連絡を行う。

ア 延焼火災の状況

イ 自主防災組織の活動状況

ウ 消防ポンプ自動車その他の車両の通行可能道路

エ 消防ポンプ自動車その他の車両、消防無線等通信連絡施設及び消防水利等の活用可能状

況

（２）消防活動の留意事項

消防長は、関係防災機関と相互に連絡をとりつつ、次の事項に留意し、消防活動を指揮す

る。

ア 延焼火災件数の少ない地区は、集中的な消火活動を実施し、安全地区を確保する。

イ 多数の延焼火災が発生している地区は、住民の避難誘導を直ちに開始し、必要に応じ避
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難路の確保等住民の安全確保を最優先とする活動を行う。

ウ 危険物の漏洩等により災害が拡大し又はそのおそれのある地区は、住民等の立入禁止、

避難誘導等の安全措置をとる。

エ 救護活動の拠点となる病院、避難場所、幹線避難路及び防火活動の拠点となる施設等の

火災防御を優先して行う。

オ 要救助者の救助救出と負傷者に対する応急措置を行い、医療機関等へ救急搬送する。

カ 自主防災組織が実施する消火活動や救出活動等との連携、指導を図る。

４ 事業所等（研究室、実験室を含む。）の活動

消防長は、事業所等に対し、次の措置を講ずるよう指導するものとする。

（１）火災予防措置

ＬＰガス、都市ガス、高圧ガス、石油類等の供給の遮断の確認、ガス、石油類、毒物、劇

物等の流出等異常発生の有無の点検を行い、必要な防災措置を講ずる。

（２）火災が発生した場合の措置

ア 事業所等の防災組織による初期消火及び延焼防止活動を行う。

イ 必要に応じて、従業員、顧客等の避難誘導を行う。

（３）災害拡大防止措置

LP ガス、都市ガス、高圧ガス、火薬類、石油類、毒物、劇物等を取り扱う事業所において、

異常が発生し、災害が拡大するおそれがあるときは、次の措置を講ずる。

ア 周辺地域の居住者等に対し、避難の行動をとる上で必要な情報を伝達する。

イ 警察及び消防機関等関係防災機関へ速やかに状況を連絡する。

ウ 立入禁止等の必要な措置を講ずる。

５ 相互応援協力体制の整備

市町等は、消防組織法（昭和 22 年法律第 226 号）第 39 条の規定に基づき締結された「広島

県内広域消防相互応援協定」（昭和 62 年 10 月１日締結）により県内で発生した災害に対して、

その消防機関の消防力を活用して、消防機関相互の応援協力体制の強化を図る。

６ 広域災害発生時における県の措置

（１）知事は、地震・津波災害が広域に及び、市町において被害状況の把握が困難と認めたとき

は、県警察、自衛隊及び第六管区海上保安本部に対し、その状況に対応してヘリコプターに

よる火災の発生状況等の偵察を依頼し、偵察結果を関係市町に連絡する。

（２）知事は、地震・津波災害が広域に及び緊急の必要があるときは、市町長、市町の消防長に

対し、消防相互応援の実施、その他災害の防御の措置に関し、必要な指示をする。

（３）知事は、地震・津波による災害が拡大し、県内の消防力だけでは対応できず、緊急消防援

助隊の応援等が必要な非常事態であると判断したときは、「広島県緊急消防援助隊受援計画」

に基づき、消防庁長官に対し、次の事項を明らかにして、緊急消防援助隊の応援等について

要請する。

ア 災害の概況

イ 出動を希望する区域及び活動内容

ウ 緊急消防援助隊の活動のために必要な事項

なお、応援要請先及び連絡方法は、次のとおりである。
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７ 惨事ストレス対策

消防活動等を実施する各機関は、職員等の惨事ストレス対策の実施に努めるものとする。

消防機関は、必要に応じて、消防庁等に精神科医等の専門家の派遣を要請するものとする。

８ 部隊間の活動調整

災害現場で活動する警察・消防・海上保安庁・自衛隊の部隊は、必要に応じて、合同調整所

を設置し、活動エリア・内容・手順、情報通信手段等について、部隊間の情報共有及び活動調

整、必要に応じた部隊間の相互協力を行う。

また、災害現場で活動する災害派遣医療チーム（DMAT）等とも密接に情報共有を図りつつ、

連携して活動するものとする。

総務省消防庁
区 分

回線別

平日（9:30～18:15）
※応急対策室

左 記 以 外

※ 宿 直 室

ＮＴＴ回線
電 話 03-5253-7527 03-5253-7777
ＦＡＸ 03-5253-7537 03-5253-7553

消防防災無線
電 話 7-90-49013 7-90-49101～49103
ＦＡＸ 7-90-49033 7-90-49036

地域衛星通信

ネットワーク

電 話 77-048-500-90-49013 77-048-500-90-49101 ～ 4910
3

ＦＡＸ 77-048-500-90-49033 77-048-500-90-49036
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第４項 水防計画

１ 方 針

地震・津波が発生した場合には、堤防に亀裂が生じ、水門、樋門、ダム及びため池等が損傷

あるいは破損するおそれがあるため、これらの施設の管理者は地震・津波発生時には防災関係

機関と相互に協力し、速やかに応急対策を実施する。

２ 応急対策

（１）河川、海岸、ダム、ため池等の管理者

ア 地震・津波の発生に起因して堤防、ダム、ため池等の破損による津波や洪水の来襲が予

想され、著しい危険が切迫していると認められるときは、知事、その命を受けた職員又は

水防管理者は、必要とする区域の居住者に対し、水防法（昭和 24 年法律第 193 号）第 22

条による避難のための立退きの指示を行う。

なお、水防管理者が立退きの指示を行う場合は、その旨を当該地域を管轄する警察署長

に通知する。

イ 河川、海岸、ダム、ため池、水門、樋門及び防潮扉等の管理者は、地震発生後、直ちに

所管施設の被害状況を点検把握し、応急措置を講ずる。

また、速やかに被害状況、措置状況等の状況を関係機関に連絡する。

（２）水防管理団体

水防管理団体は、地震・津波発生後直ちに区域内の河川、海岸、ダム、ため池等を巡視す

るとともに、水防上危険な箇所を発見したときは、直ちに当該施設の管理者に連絡して必要

な措置を講ずるよう求めるものとするが、緊急を要する場合には、水門、樋門、こう門及び

防潮扉（以下「防潮扉等」という。）の操作その他適宜に水防活動を行う。

３ 津波、高潮対策

防潮扉等の管理者、水防管理団体、県は、津波警報等を入手したとき、あるいは震度４以上

の地震が発生し、津波又は高潮が来襲するおそれがあると判断した場合は次の措置をとる。

（１）防潮扉等の管理者等

ア 防潮扉等の管理、操作担当者及び各区域の水位、潮位観測人等は、津波警報等を入手し

たとき、又はラジオ、テレビ等により津波警報等を知ったときは、水位、潮位の変動を監

視し、水門・陸閘管理の手引に基づき防潮扉等の開閉を行う。

イ 水位、潮位の変動があったときは、水位、潮位の変動状況、措置状況等を速やかに関係

機関に通報する。

（２）水防管理団体

ア 各区域内の監視、警戒及び防潮扉等の管理者への連絡通報

イ 水防に必要な資機材の点検整備

ウ 防潮扉等の遅滞のない操作及び防潮扉等の管理者に対する閉鎖の応援

エ 水防管理団体相互の協力及び応援

（３）県水防本部

ア 水防非常配備のための招集体制の確立

イ 水防管理団体が行う水防活動が十分に行われるよう情報の連絡調整及び技術的援助

４ 水防活動の応援要請
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（１）水防管理者は、水防上必要があるときは、他の水防管理者に対し応援を要請する。

（２）水防管理者は、必要があるときは、警察官の出動を求める。

第３章の２　災害応急対策計画（震災対策編）

335



第５項 危険物等災害応急対策計画

１ 方針

危険物、高圧ガス、火薬類及び毒物劇物等の危険性の高い物資（以下「危険物等」という。）

を製造、貯蔵又は取り扱う事業所においては、地震発生時には、自衛消防組織等の活動により、

危険物等に係る災害の発生を最小限度にとどめ、周辺地域に対する被害の拡大を防止するもの

とする。

また、関係行政機関は消防法（昭和 23 年法律第 186 号）、高圧ガス保安法（昭和 26 年法律

第 204 号）、火薬類取締法（昭和 25 年法律第 149 号）及び毒物及び劇物取締法（昭和 25 年法

律第 303 号）等の関係法令の定めるところにより所要の措置を行う。

なお、地震・津波の発生に備え、事業所においては、平素から関係法令の遵守及び自主保安

体制の確立に努める一方、関係行政機関は、これらに対して、必要な指導を行う。

石油コンビナート等災害防止法（昭和 50 年法律第 84 号）に基づく石油コンビナート等特別

防災区域については、石油コンビナート等防災計画による。

２ 危険物災害応急対策

関係行政機関は、消防法に定める危険物を製造し、貯蔵し、又は取り扱う事業所に対し、地

震・津波による災害の発生を阻止するため次の措置を行う。

（１）市町

ア 関係事業所の管理者、危険物保安監督者及び危険物取扱者等に対して、次に掲げる措置

を実施させる。

（ア）危険物の流出あるいは爆発等のおそれのある作業及び移送の停止措置

（イ）危険物の流出、出火、爆発等の防止措置

（ウ）危険物施設の応急点検

（エ）異常が認められた施設の応急措置

イ 施設の管理者と密接な連絡をとり、災害の拡大を防止するための消防活動、負傷者等の

救出、警戒区域の設定、広報活動及び避難の指示等必要な応急対策を実施する。

（２）県

関係機関と密接な連絡をとり、必要な措置を講ずる。

（３）県警察

危険物に係る火災等の災害が発生した場合、又は危険物施設に及ぶおそれのある火災等の

災害が発生した場合には、消防機関等と連携して、次の措置を行う。

ア 負傷者の救出及び救護

イ 警戒区域の設定及び同区域への立ち入り制限、禁止等の措置

ウ その他状況により必要と認められる応急対策

（４）第六管区海上保安本部

ア 情報の収集及び連絡・通報を行うとともに、関係機関及び地方公共団体の災害応急対策

が円滑に実施されるよう、要請に基づき、海上における災害応急対策の実施に支障を来た

さない範囲において、陸上における救助・救急活動等について支援する。

イ 海上に油等の危険物が流出した場合には、消防機関等と連携を密にして、次の措置を行

う。

（ア）危険物荷役中の船舶に対する荷役の中止

（イ）油の防除作業に係る指導及び巡視船艇等による応急防除
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（ウ）付近海域にある者に対し火気使用の制限若しくは禁止

（エ）付近海域にある船舶の退去若しくは進入中止

（オ）危険物積載船舶の移動命令、航行制限又は禁止

（カ）海上の治安の維持及びその他状況により必要と認められる応急対策

３ 高圧ガス及び火薬類災害応急対策

関係行政機関は、高圧ガス保安法及び液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する

法律（昭和 42 年法律第 149 号）に定める高圧ガス並びに火薬類取締法に定める火薬類を製造、

販売、貯蔵、消費及び移動又は運搬する事業所に対し、地震・津波による災害の発生を阻止す

るため次の措置を実施する。

（１）市町

施設の管理責任者等と密接な連絡をとり、災害の拡大を防止するための消火活動、負傷者

等の救出、警戒区域の設定、火気使用禁止の広報及び避難の指示等必要な応急対策を行う。

（２）県（県から事務を移譲された市町を含む）、中国四国産業保安監督部

関係機関と連絡をとり、施設の使用停止、高圧ガスの移動停止又は火薬類の運搬停止等の

緊急措置を講ずる。

（３）県警察

高圧ガスの漏出、火災、爆発及び火薬類の爆発等の災害が発生した場合、又は高圧ガス及

び火薬類に係る災害の発生のおそれがある場合には、消防機関等と連携して次の措置を講ず

る。

ア 負傷者の救出及び救護

イ 警戒区域の設定及び同区域への立ち入り制限、禁止等の措置

ウ その他状況により必要と認められる応急対策

（４）第六管区海上保安本部

ア 情報の収集及び連絡・通報を行うとともに、関係機関及び地方公共団体の災害応急対策

が円滑に実施されるよう、要請に基づき、海上における災害応急対策の実施に支障を来た

さない範囲において、陸上における救助・救急活動等について支援する。

イ 災害が海上に及ぶ場合には、消防機関等と連携を密にして、次の措置を行う。

（ア）危険物荷役中の船舶に対する荷役の中止

（イ）付近海域にある者に対し火気使用の制限若しくは禁止

（ウ）付近海域にある船舶の退去若しくは進入中止

（エ）危険物積載船舶の移動命令、航行制限又は禁止

（オ）海上の治安の維持及びその他状況により必要と認められる応急対策

４ 毒物劇物災害応急対策

関係行政機関は、毒物及び劇物取締法に定める毒物劇物を製造、販売及び業務上取り扱う事

業所に対し、地震・津波による災害の発生を阻止するため、次の措置を実施する。

（１）市町

県、保健所、警察署及び消防本部と速やかに連絡をとることとするが、緊急を要する場合

には、次の措置を行い災害の発生及び拡大等を防止する。

ア 施設の管理者及び毒物劇物取扱責任者等と密接な連携をとり、災害の拡大を防止するた

めの消防活動、負傷者等の救出、警戒区域の設定、広報活動及び避難の指示等必要な応急

対策を行う。
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イ 保健所を設置する市は、管轄の毒物劇物取扱施設の管理者に対して、次の措置をとるよ

う指導する。

（ア）毒物劇物の流出等のおそれのある作業等の停止措置

（イ）毒物劇物の流出等の防止措置及び流出した場合の回収等の処理の実施

（２）県

関係機関と密接な連携をとり、毒物劇物の流出等のおそれのある作業等の停止措置及び流

出漏洩事故等の発生した場合は、その事業所に対し、当該毒物劇物の回収又は毒性の除去そ

の他保健衛生上の危害を防止するために必要な措置を講ずる。

（３）県警察

毒物劇物に係る流出漏洩事故等が発生した場合、又は毒物劇物関係施設に及ぶおそれのあ

る火災等が発生した場合には、消防機関等と連携して、次の措置を行う。

ア 負傷者の救出及び救護

イ 警戒区域の設定及び同区域への立ち入り制限又は禁止等の措置

ウ その他状況により必要と認められる応急対策

（４）第六管区海上保安本部

ア 情報の収集及び連絡・通報を行うとともに、関係機関及び地方公共団体の災害応急対策

が円滑に実施されるよう、要請に基づき、海上における災害応急対策の実施に支障を来た

さない範囲において、陸上における救助・救急活動等について支援する。

イ 災害が海上に及ぶ場合には、消防機関等と連携を密にして、次の措置を行う。

（ア）危険物荷役中の船舶に対する荷役の中止

（イ）付近海域にある者に対し火気使用の制限若しくは禁止

（ウ）付近海域にある船舶の退去若しくは進入中止

（エ）危険物積載船舶の移動命令、航行制限又は禁止

（オ）海上の治安の維持及びその他状況により必要と認められる応急対策
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第７節 緊急輸送のための交通の確保・緊急輸送活動

第１項 警備、交通規制、交通確保計画

１ 方 針

地震・津波発生時における、住民の生命、安全及び財産を保護し、公共の安全と秩序を維持す

るため、県警察及び第六管区海上保安本部は、それぞれの所管にかかわる警備活動を実施する。

また、避難救出、緊急物資の輸送及び消防活動等の災害応急対策が的確かつ円滑に行われるよ

うにするため、速やかに適切な交通規制を行い、交通の混乱を未然に防止する。

さらに、道路管理者等その他の関係機関においても、障害物の除去等を行い、交通確保に努め

るものとする。

２ 警備対策

（１）県警察の警備対策

県警察は、関係機関及び自主防犯組織等と密接な連絡、連携を図り、迅速、的確かつ効果的

な警備対策を推進し、被災地及びその周辺における住民の生命、身体、財産の保護、交通秩序

の維持、各種犯罪の予防検挙その他公共の安全と秩序を維持して、治安に万全を期するものと

する。

ア 警備活動

県警察は、「防災関係機関の処理すべき事務又は業務の大綱」に定める活動を行うため、

次の警備体制等をとるものとする。

（ア）警備要員の参集

警察職員は、地震・津波の発生を知ったときは、警察本部長の定めるところにより参集

し、災害警備活動に従事する。

（イ）災害警備対策本部等の設置

県警察は、地震・津波が発生した場合には、警察本部に警察本部長を長とする災害警備

対策本部を、また、各警察署に署長を長とする署災害警備対策本部等を設置し、警備体制

を確立する。

イ 警備部隊の編成及び部隊運用

地震・津波が発生し又は発生するおそれがあるときは、警察本部長の定めるところにより

警備部隊の編成を行い、迅速かつ的確な部隊の運用を行う。

（２）第六管区海上保安本部の治安維持対策

海上における治安を維持するため、情報の収集に努め、必要に応じ、巡視船艇等及び航空機

により、次に掲げる措置を講ずる。

ア 災害発生地域の周辺海域に配備し、犯罪の予防、取締りを行う。

イ 警戒区域又は重要施設の周辺海域において警戒を行う。

３ 交通規制・交通確保計画

（１）陸上交通の確保

ア 災害時における交通の規制

県公安委員会は、道路の被害及び交通状況の把握に努め、地震・津波が発生し、又はまさ

に発生しようとしている場合において、災害応急対策を的確かつ円滑に行うために緊急の必

要があると認めるときは、区域又は道路の区間を指定して、緊急通行車両（災害対策基本法
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施行令「昭和 37 年政令第 288 号」第 32 条の２で定める、道路交通法「昭和 35 年法律第 105

号」第 39 条第１項の緊急自動車及び災害対策に従事する者又は災害応急対策に必要な物資

の緊急輸送その他災害応急対策を実施するため運転中の車両。以下同じ。）以外の車両の通

行を禁止又は制限することができる。

（ア）被災地及び周辺における優先通行

地震・津波発生直後の緊急措置として、被災地及びその周辺の地域について、区域又は

道路の区間を指定して緊急通行車両以外の車両の通行を禁止又は制限する。

なお、緊急通行車両であっても、人命救助及び消火活動に従事する車両の通行を最優先

する。

（イ）緊急交通路の確保

被災地及びその周辺に通じる主要道路については、緊急通行車両の交通路（以下「緊急

交通路」という。）として指定するとともに、発災後、区域又は道路の区間を指定して緊

急通行車両以外の車両の通行を禁止又は制限し、緊急交通路を確保する。

また、当該の区域又は道路の区間については、緊急通行車両以外の車両の走行を抑制す

る。

（ウ）県内への車両の流入制限

隣接県に通じる中国縦貫自動車道、中国横断自動車道、山陽自動車道、国道２号、国道

54 号、国道 183 号等主要道路については、隣接県又は近接県による指導・広報により緊急

通行車両以外の車両の通行を禁止又は制限し、県内への車両の流入を極力制限する。

このため、県内の主要交差点、隣接県境及び高速道路の各インターチェンジ等必要な箇

所に交通検問所を設置する。

イ 運転者に対する指導、広報

県公安委員会は、一般国道、主要地方道等管内の幹線道路を主体に、幹線道路の主要交差

点にできるだけ多くの警察官を配置するとともに、道路交通情報板や立看板等のあらゆる広

報媒体を利用して、通行禁止に係る区域・区間やう回路等の周知を図るとともに、「運転者

のとるべき措置」として、次の事項を遵守するよう指導、広報を行う。

（ア）走行中の車両

ａ 速やかに、車両を通行禁止の区域又は区間以外の場所に移動すること。速やかな移動

が困難な場合は、車両をできる限り道路の左側端に寄せ、緊急通行車両の妨害とならな

い方法で駐車すること。

ｂ 移動、駐車後は、カーラジオ等により、地震・津波情報や交通規制情報を聴取し、そ

の情報や周囲の状況に応じて行動すること。

ｃ 車を置いて避難するときは、できるだけ道路外の場所に移動しておくこと。やむを得

ず道路上に置いて避難するときは、道路の左側に寄せて駐車し、エンジンを止め、エン

ジンキーは付けたままとするか運転席などの車内の分かりやすい場所に置いておくこと

とし、窓を閉め、ドアロックはしないこと。駐車するときは、避難する人の通行や災害

応急対策の実施の妨げとなるような場所には駐車しないこと。

（イ）避難のための車両

避難は、原則として徒歩で行い、車両を使用しないこと。

ウ 路上の障害物除去等

（ア）県公安委員会は、基本法に基づき、緊急車両以外の車両の通行を禁止又は制限しようと

するときには、あらかじめ当該道路管理者、港湾管理者又は漁港管理者（以下「道路管理

者等」という。以下この項において同じ。）に通知するとともに、連携して通行禁止区域
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等における障害物の除去及び応急復旧等を優先的に実施する。

（イ）警察官は、通行禁止区域等における緊急通行車両の通行を確保するため、車両その他の

物件の占有者、所有者又は管理者に対して、これを道路外の場所へ移動することを命じる

ことができる。

なお、命令の相手方が現場にいない等により、当該措置等を命ずることができないとき

は、警察官は自ら当該措置等をとることができる。

また、警察官が現場にいない場合に限り、自衛官又は消防吏員は、当該措置をとること

ができる。

（ウ）道路管理者等は、障害物除去による道路啓開、応急復旧等を迅速に行うため、道路管理

者等相互の連携の下、あらかじめ道路啓開等の計画の内容を把握する。

（エ）道路管理者等は、災害が発生した場合、緊急の必要があるときは、道路区間を指定して、

緊急通行車両の通行を確保するための必要な措置を当該車両その他の物件の占有者、所有

者又は管理者（以下「車両等の占有者等」という。）に命ずることができる。

ａ 道路区間の指定及び占有者等への車両等の移動命令

道路管理者等は、道路の状況等を勘案し、車両の移動等の措置が必要となる区間が不

足なく含まれるよう留意して道路区間を指定し、車両等の占有者に対し、車両等の移動

命令をすることができる。

ｂ 指定道路区間の周知

道路管理者等は、道路の区間を指定したときは、指定道路区間内に周知しなければな

らない。

ｃ 車両等の移動

道路管理者等は、①占有者等への移動命令、又は②道路管理者自らによる移動のいず

れかの方法により車両等の移動を行うことができる。

なお、道路管理者等はやむを得ない限度で、車両その他の物件を破損することができ

る。

ｄ 土地の一時利用

道路管理者等は、車両等の移動の措置をとるために、やむを得ないときは、必要な限

度で、他人の土地を一時使用し、または竹木その他の障害物を処分できる。

ｅ 損失補償

道路管理者等は、車両移動や土地の一時使用等により、損失が発生した場合は、損失

を補償しなければならない。

エ 通行禁止又は制限に関する広報

県公安委員会は、緊急通行車両以外の車両の通行禁止又は制限を行った場合には、直ちに

居住者等に対して、その禁止又は制限の対象、区域及び期間を記載した標示の設置と広報幕

等による現場広報を行うとともに、県警察本部、日本道路交通情報センター、交通管制セン

ター、道路管理者、報道機関等を通じて、交通規制状況、う回路状況、車両の使用抑制、運

転者のとるべき措置等について、徹底した広報を実施する。

オ 関係機関との連携

（ア）県公安委員会は、緊急通行車両以外の車両の通行禁止又は制限を行った場合は、道路管

理者等の関係機関や警備業協会等の関係団体との間で、相互に緊密な連携を保ち適切な交

通規制を行うものとし、その状況を災害対策本部へ通報するものとする。

（イ）県公安委員会は、通行禁止等を行うため必要があると認めるときは、道路管理者等に対

し、当該通行禁止等を行おうとする道路の区間における指定若しくは命令又は措置をとる
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べきことを要請する。

（ウ）県公安委員会は、交通規制のため車両が滞留し、その場で長時間停止することになった

場合には、関係機関・団体と協力して、その解消に適切な対応措置を講ずる。

（エ）通行妨害車両等の排除については、社団法人日本自動車連盟中国本部広島支部（以下「Ｊ

ＡＦ」という。）と「災害時における通行妨害車両等の排除活動に関する協定」を締結し

ていることから、JAF に対して協力を要請する。

カ 緊急通行車両又は緊急輸送車両の確認、及び規制除外車両の事前届出及び確認

県公安委員会は、災害応急対策として緊急の必要があると認め、緊急通行車両以外の車両

の通行禁止又は制限を、区域又は道路の区間を指定して行った場合、災害対策基本法（昭和

36 年法律第 223 号。以下「災対法」という。）、大規模地震対策特別措置法（昭和 53 年法

律第 73 号。以下「地震法」という。）、原子力災害対策特別措置法（平成 11 年法律第 156

号。以下「原災法」という。）の規定に基づく、緊急通行車両又は緊急輸送車両（以下「緊

急通行車両等」という。）の確認、及び災対法第 76 条第１項の規定に基づく通行の禁止又は

制限から除外する車両（以下「規制除外車両」という。）のうち、大規模災害後、速やかに

緊急交通路の通行を認めることが適切である車両の一部の車両の事前届出及び確認を、県公

安委員会（交通規制課、各警察署、高速道路交通警察隊）又は県知事（県民活動課）におい

て行う。

なお、本事務において確認した車両に交付され、災対法施行令第 32 条の２の規定により、

前記通行の禁止又は制限が行われた道路を通行するに際し掲示しなければならない「緊急通

行車両確認標章（以下この項において「標章」という。）」の様式は、別記のとおりである。

キ 緊急通行車両等の確認

県公安委員会は、県知事と連絡を取りつつ、災害応急対策活動の円滑な推進に資するため、

緊急通行車両等として使用される車両であることについて、災害が発生し、又は正に発生し

ようとしている時において災対法施行令第 33 条第１項等の規定に係る確認の手続きを行う。

また、同条第２項等に基づき、災対法第 50 条第２項に規定される災害応急対策を実施し

なければならない者（指定行政機関の長及び指定地方行政機関の長、地方公共団体の長その

他の執行機関、指定公共機関及び指定地方公共機関その他法令の規定により災害応急対策の

実施の責任を有する者（以下この項において「指定行政機関等」という。））等の車両につ

いては、災害等の事態発生前においても緊急通行車両等であることの確認を実施する。

なお、災害対策に従事する自衛隊、米軍及び外交官関係の車両（以下「自衛隊車両等」と

いう。）であって、道路運送車両法（昭和 26 年法律第 185 号）の規定による番号標以外の

ものを付しているものについては、規制除外車両として整理し、規制の対象から除外するが、

標章の掲示は不要とする。

（ア）対象とする車両

ａ 災対法の規定に基づく緊急通行車両等

大規模災害発生時において、防災基本計画、防災業務計画、地域防災計画等に基づき、

災対法第 50 条第１項に規定する次の災害応急対策を実施するために使用される計画が

ある車両

・ 警報の発令及び伝達並びに避難の指示等に関する事項

・ 消防、水防その他の応急措置に関する事項

・ 被災者の救難、救助その他保護に関する事項

・ 災害を受けた児童及び生徒の応急の教育に関する事項

・ 施設及び設備の応急の復旧に関する事項
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・ 廃棄物の処理及び清掃、防疫その他の生活環境の保全及び公衆衛生に関する事項

・ 犯罪の予防、交通の規制その他災害地における社会秩序の維持に関する事項

・ 緊急輸送の確保に関する事項

・ その他災害の発生の防禦又は拡大の防止のための措置に関する事項

ｂ 地震法の規定に基づく緊急輸送車両

警戒宣言発令時において地震法第３条第１項の規定に基づき地震防災対策強化地域に

指定された地域を管轄する都道府県又はこれに隣接する都道府県を輸送経路として地震

法第 21 条第１項の次に掲げる地震防災応急対策に係る緊急輸送を行う計画がある車両

・ 地震予知情報の伝達及び避難の指示等に関する事項

・ 消防、水防その他の応急措置に関する事項

・ 応急の救護を要すると認められる者の救護その他保護に関する事項

・ 施設及び設備の整備及び点検に関する事項

・ 犯罪の予防、交通の規制その他当該大規模な地震により地震災害を受けるおそれ

のある地域における社会秩序の維持に関する事項

・ 緊急輸送の確保に関する事項

・ 地震災害が発生した場合における食糧、医薬品その他の物資の確保、清掃、防疫

その他の保健衛生に関する措置その他応急措置を実施するため必要な体制の整備に

関する事項

・ その他地震災害の発生の防止又は軽減を図るための措置に関する事項

ｃ 原災法の規定により読み替えて適用される基本法の規定に基づく緊急通行車両

原子力緊急事態宣言発令時において原災法第 26 条第１項の次に掲げる緊急事態応急

対策を実施するために使用される計画がある車両

・ 原子力緊急事態宣言その他原子力災害に関する情報の伝達及び避難の指示に関す

る事項

・ 放射線量の測定その他原子力災害に関する情報の収集に関する事項

・ 被災者の救難、救助その他保護に関する事項

・ 施設及び設備の整備及び点検並びに応急の復旧に関する事項

・ 犯罪の予防、交通の規制その他当該原子力災害を受けた地域における社会秩序の

維持に関する事項

・ 緊急輸送の確保に関する事項

・ 食糧、医薬品その他の物資の確保、居住者等の被ばく放射線量の測定、放射性物

質による汚染の除去その他の応急措置の実施に関する事項

・ その他原子力災害（原子力災害が生ずる蓋然性を含む。）の拡大の防止を図るた

めの措置に関する事項

（イ）確認の取扱場所

県公安委員会は、緊急通行車両等であることの確認を、次に掲げる場所において取り扱

うものとし、確認したものについて緊急通行車両確認証明書等及び標章を交付する。

ａ 災害が発生し、又は正に発生しようとしている時における確認（災対法施行令第 33 条

第１項等）

・県警察本部（交通部交通規制課）

・県下各警察署

・交通検問所

ｂ 災害発生前における確認（災対法施行令第 33 条第 2 項等）
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・当該車両の使用の本拠を管轄する警察署

ク 規制除外車両の事前届出・確認

（ア）規制除外車両

民間事業者等による社会経済活動のうち、大規模災害発生時に優先すべきものに使用さ

れる車両車両であって、県公安委員会の意思決定により災対法の規定に基づく交通規制等

が行われた緊急交通路の通行を認めるものについては、規制除外車両として取扱う。

なお、大震法第９条に基づく警戒宣言は、地震予知情報を受けた場合に発せられるもの

であり、警戒宣言が発せられた時点においては、災害は発生していないことから、大震法

の規定のみに基づく交通規制が行われている場合においては、規制除外車両は観念されな

いことから、取り扱わないものとする。

（イ）規制除外車両の事前届出

県公安委員会は、規制除外車両のうち、大規模災害発生後速やかに緊急交通路の通行を

認めることが適切である車両については、規制除外車両であることの確認に係る事前届出

を行わせる。

なお、災害対策に従事する自衛隊車両等であって、道路運送車両法の規定による番号標

以外のものを付しているものについては、キ「緊急通行車両等の確認」のとおり標章の掲

示を不要とするため、事前届出及び確認の対象としない。

（ウ）事前届出の対象とする車両

次のいずれかに該当する車両であって緊急通行車両等に該当しないもの。

ａ 医師・歯科医師、医療機関等が使用する車両

ｂ 医薬品・医療機器・医療用資材等を輸送する車両

ｃ 患者等搬送用車両（特別な構造又は装置があるものに限る。）

ｄ 建設用重機、道路啓開作業用車両又は重機輸送用車両

（エ）規制除外車両の事前届出手続

ａ 取扱場所

車両の使用の本拠を管轄する警察署

ｂ 規制除外車両事前届出済証の交付

県公安委員会は、事前届出があった車両について、規制除外車両に該当すると

認められるものについては、規制除外車両事前届出済証（以下「除外届出済証」

という。）を交付する。

（オ）規制除外車両の確認手続

県公安委員会は、災害等が発生し、緊急交通路が指定して緊急通行車両等以外の車両の

通行を禁止又は制限した時、規制除外車両について確認するものとし、規制除外車両と認

められるものについて規制除外車両確認証明書及び標章を交付する。

なお、規制除外車両の範囲やその拡大については、全国的斉一を図る必要があることか

ら、個別に警察庁と調整する。

ａ 確認の取扱場所

・警察本部（交通部交通規制課）

・県下各警察署

・交通検問所

ｂ 除外届出済証の取扱い

規制除外車両の確認申出時に、当該車両に係る除外届出済証が添付されたものについては、

事前届出を行っていないものの申出に優先して取り扱う。

第３章の２　災害応急対策計画（震災対策編）

344



別記

登録（車両）番号

緊 急
有効期限 年 月 日

１
５

２１

備考 １ 色彩は、記号を黄色、緑色及び「緊急」の文字を赤色、「登録（車両）番号」、「有効

期限」、「年」、「月」及び「日」の文字を黒色、登録（車両）番号並びに年、月及び日を

表示する部分を白色、地を銀色とする。

２ 記号の部分に、表面の画像が光の反射角度に応じて変化する措置を施すものとする。

３ 図示の長さの単位は、センチメートルとする。
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広 島 県 内 主 要 道 路

注１）緊急交通路は、実際の災害状況や道路状況に応じて指定又は変更する。

注２）整備中の路線を含む。

緊 急 交 通 路

指 定 予 定 路 線

高速自動車国道（山陽自動車道・中国横断自動車道（広島自動車道

・広島浜田線・尾道松江線）・中国縦貫自動車道

自動車専用道路（西広島バイパス・広島呉道路・西瀬戸自動車道

・東広島・呉自動車道・広島高速１～４号線）

その他国道・県道等の主要幹線道路
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（２）海上交通

ア 交通規制等

第六管区海上保安本部は、海上交通の安全を確保するため、次に掲げる措置を講ずるもの

とする。

（ア）津波による危険が予想される海域に係る港及び沿岸付近にある船舶に対し港外、沖合等

安全な海域への避難を勧告するとともに、必要に応じて入港を制限し、又は港内に停泊中

の船舶に対して移動を命ずる等の所定の規制を行う。

（イ）船舶交通のふくそうが予想される海域においては、必要に応じて船舶交通の整理、指導

を行う。この場合、緊急輸送を行う船舶が円滑に航行できるよう努める。

（ウ）海難の発生その他の事情により、船舶交通の危険が生じ、又は生じるおそれがあるとき

は、必要に応じて船舶交通を制限し、又は禁止する。

（エ）海難船舶又は漂流物、沈没物その他の物件により船舶交通の危険が生じ、又は生ずるお

それがあるときは、速やかに必要な応急措置を講ずるとともに、船舶所有者等に対し、こ

れらの除去その他船舶交通の危険を防止するための措置を講ずべきことを命じ、又は勧告

する。

（オ）船舶交通の混乱を避けるため、災害の概要、港湾・岸壁及び航路標識の状況、関係機関と

の連絡手段等、船舶の安全な運航に必要と考えられる情報について、無線等を通じ船舶へ

の情報提供を行う。

（カ）水路の水深に異状を生じたおそれがあるときは、必要に応じて調査を行うとともに、応

急標識を設置する等により水路の安全を確保する。

（キ）航路標識が損壊し、又は流失したときは、速やかに復旧に努めるほか、必要に応じて応急

標識の設置に努める。

イ 航路の障害物除去等

（ア）港湾管理者及び漁港管理者は、所管する港湾区域及び漁港区域内の航路等について、沈

船、漂流物等により船舶の航行が危険と認められる場合には、関係機関に報告するととも

に、障害物除去に努めるものとする。

（イ）港湾施設及び漁港施設の利用者等は、港湾管理者及び漁港管理者の指導のもと、自動車、

コンテナ、ドラム缶、有害物資等が海域に流出し、転落しないよう措置するとともに、地

震・津波発生時には、調査点検の実施及び異状を認めた場合の防災関係機関への通報や回

復措置をとるものとする。

（３）航空交通

国土交通省が作成した「災害時における救援航空機等の安全対策マニュアル」によるものと

する。主要な安全対策は次のとおりである。

ア 情報の収集及び整理

被災地周辺空域での航空交通状況、航空機の離着陸場の利用状況等の情報を把握、整理し、

これらの情報を関係者へ通報する。

イ 飛行の注意喚起、自粛協力要請等の航空情報（ノータム）の発出を行う。

（ア）被災地周辺空域等の一定空域での飛行の注意喚起

（イ）救援機の飛行経路の周知等による救援機と一般航空機との飛行経路等の分離のための協

力要請

（ウ）特に航空機がふくそうして危険又は救援活動に支障があると判断される場合は、一定空

域を明示して、一般機について当該空域を一定期間飛行自粛するよう協力要請
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ウ 航空交通情報の提供についての周知

救援機等が多数飛来する場外離着陸場等の周辺空域において、航空交通のふくそう等によ

り救援活動に支障がある場合に、無線電話により地上等からパイロットに対して離着陸の順

番や空中待機の方法等の航空交通情報を提供する場合、その情報の具体的内容をノータムで

周知するとともに、その聴取を推奨する。

エ 被災地上空等で救援活動の支障となる飛行を行う運航者に対し、個別に協力要請をしたり、

危険な飛行を行う運航者に対し、適切な措置を講じる。

オ 関係者間の緊急連絡網の確立

カ 関係者よりなる連絡調整会議を適時適切に開催する。

（４）交通マネジメント

ア 中国地方整備局は、応急復旧時に、渋滞緩和や交通量抑制により、復旧活動、経済活動及び

日常生活への交通混乱の影響を最小限に留めることを目的に、交通システムマネジメント及

び交通需要マネジメントからなる交通マネジメント施策の包括的な検討・調整等を行うため、

「災害時交通マネジメント検討会（以下、「検討会」という。）」を組織する。

イ 県は、市町の要請があったとき又は自ら必要と認めたときは、国土交通省中国地方整備局

に検討会の開催を要請することができる。

ウ 検討会において協議・調整を図った交通マネジメント施策の実施にあたり、検討会の構成

員は、自己の業務に支障のない範囲において構成員間の相互協力を行う。

エ 検討会の構成員は、平時から、あらかじめ連携に必要な情報等を共有しておくとともに、

連携強化のための協議・訓練等を行うものとする。

※ 交通需要マネジメント：自動車の効率的な利用や公共交通機関への利用転換など、交通

行動の変更を促して、発生交通量の抑制や集中の平準化などの交通需要の調整を行う

ことにより、道路交通の混雑を緩和していく取組

※ 交通システムマネジメント：道路の交通混雑が想定される箇所において実効性を伴う通

行抑制や通行制限を実施することにより、円滑な交通を維持する取組
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第２項 輸送計画

１ 方針

地震・津波が発生した場合には、県、市町及び関係機関は、災害応急対策の実施に必要な要員、

資機材等の輸送を、各機関の保有する車両、船舶、航空機等又は運送業者等の保有する車両、船

舶、航空機等の調達により実施し、緊急輸送体制を確保する。

２ 緊急輸送の対象とする者及び資機材の範囲

緊急輸送の対象とする者及び資機材の範囲は、次のとおりとする。

（１）被災者

（２）災害対策要員

（３）救助用物資・資機材

（４）救急医薬品、緊急医療用水、衛生材料及び医療用具

（５）食料、飲料水、生活必需品等

（６）応急復旧用資機材

（７）その他必要な人員、物資等

３ 輸送車両等の確保

（１）市町の措置

ア 市町は、あらかじめ定める地震・津波時における輸送車両等の運用計画又は調達計画によ

り、車両、船舶等及びそれらの燃料等の調達先を明確にしておき、人員及び物資等の輸送手

段を確保する。

イ 市町が運用又は調達する輸送車両等で不足が生じた場合は、次の事項から、必要な項目を

明示して他の市町又は県にあっせんを要請する。

（ア）輸送区域及び借り上げ期間

（イ）輸送人員又は輸送量

（ウ）車両、船舶等の種類及び台数

（エ）集結場所及び日時

（オ）車両、船舶等の燃料の給油場所及び給油予定量

（カ）その他必要事項

（２）県の措置

ア 県の各局（部）は、それぞれの配車計画及び運用計画により配備体制を敷き、所管の車両、

船舶、航空機等を運用する。ただし、必要に応じて災害対策本部長が集中管理して運用する。

イ 市町から輸送手段の確保について、県に要請があった場合又は災害対策本部長が必要と認

める場合は、関係機関に対し、協力を要請する。

ウ 知事は、輸送車両等が不足して災害応急対策の実施に支障があると認められる場合、中国

運輸局長と協議して、基本法及び災害救助法に基づく従事命令を発し、緊急輸送に必要な車

両等を確保する。

（３）中国運輸局の措置

中国運輸局は、緊急輸送の必要があると認めるときは、船舶運航事業者、港湾運送事業者、

自動車運送事業者等の関係輸送機関に対して、輸送力の確保に関しての措置をとるよう指導を

行うとともに、県の要請により車両、船舶等のあっせんを行う。
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（４）西日本旅客鉄道株式会社の措置

西日本旅客鉄道株式会社は、県の要請又は必要により臨時列車の運転、迂回運転等を行い、

人員の緊急輸送に努める。

なお、西日本旅客鉄道株式会社は、日本貨物鉄道株式会社から、物資輸送のための要請を受

けた場合には、臨時列車の運転の設定を検討する。

（５）日本貨物鉄道株式会社の措置

日本貨物鉄道株式会社は、県の要請又は必要により救援物資の輸送に努める。

（６）第六管区海上保安本部の措置

傷病者、医師、避難者等又は救援物資等の緊急輸送については、必要に応じ、又は要請に基

づき、迅速かつ積極的に実施するものとする。

輸送対象の想定は次のとおりとする。

ア 第１段階・・・避難期

（ア）救助・救急活動及び医療活動の従事者並びに医薬品等人命救助に要する人員及び物資

（イ）消防、水防活動等災害拡大防止のための人員及び物資

（ウ）政府災害対策要員、地方公共団体災害対策要員、情報通信、電力、ガス施設保安要員等初

動の応急対策に必要な要員等

（エ）負傷者等の後方医療機関への搬送

（オ）緊急輸送に必要な輸送施設、輸送拠点の応急復旧、交通規制等に必要な人員及び物資

イ 第２段階・・・輸送機能確保期

（ア）前記アの続行

（イ）食料、水等生命の維持に必要な物資

（ウ）傷病者及び被災者の被災地外への輸送

（エ）輸送施設の応急復旧等に必要な人員及び物資

ウ 第３段階・・・応急復旧期

（ア）前記イの続行

（イ）災害復旧に必要な人員及び物資

（ウ）生活必需品
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第３項 貯木対策計画

１ 方針

津波によって生ずる水面貯木場からの木材の流出を防止するため、関係機関は平素から連絡を

密にし、貯木場施設及び係留施設の整備等を行い、財産の損失及び沿岸住民への被害の未然防止

を図る。

２ 貯木対策

（１）実施責任者

貯木場管理者、木材取扱者及びその他木材に関して直接責任を有する者が管理上の責任を有

するため、市町長、警察署長及び海上保安部（署）長は、災害の発生のおそれがある場合に管理

者等に対し、除去、保安等必要な措置をとるよう指示する。

（２）実施方法

ア 実施責任者の実施事項

（ア）木材貯蔵の実態を把握し、常時収容能力を超えて貯木しないよう留意すること。

（イ）木材の係留施設を特に強化し、強化に必要な資材を準備すること。

（ウ）木材は強固ないかだを組み、固縛するなどの措置を行い、津波又は高潮による流出を防

止すること。

（エ）津波により木材の流出が予想される場合は、他の安全な区域への移転を行うこと。

（オ）木材が流出した場合には、速やかに収容対策を講じる。

収容できない木材については、海上保安部（署）長等の関係機関に通報すること。

イ 市町長等の指示

市町長、警察署長及び海上保安部（署）長（ただし、特定港湾内の流木については港長）

は、災害の発生が予測されるときは、その災害によって流出するおそれがある貯木について、

除去、保安その他必要な措置をとることを指示する。
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第８節 避難の受入れ及び情報提供活動

第１項 避難対策計画

１ 方針

地震・津波により、建築物、工作物の破損や広範囲な火災、がけ崩れ、土石流、津波等が発

生した場合には、市町長又はその他関係法令の規定に基づく避難の措置の実施責任者は、必要

に応じ避難のための措置をとり、人命の安全確保に努める。

この計画では、指定避難所の運用について定める。

２ 指定避難所の開設

（１）指定避難所の管理運営

指定避難所の運営に当たっては、市町、自主防災組織、ボランティア団体その他防災関係

機関職員のそれぞれの役割分担を明確にし、相互に協力して指定避難所での安全の確保と秩

序の維持に努める。

特に、市町はあらかじめ施設管理者との調整や指定避難所毎の担当職員を定めるなど、発

災後の迅速な指定避難所開設や人員配置に努める。また、町内会や自主防災組織等と協力し、

施設の速やかな開錠体制の構築及び円滑な指定避難所の運営に努め、避難者が相互に助け合

う自治的な組織が主体的に関与する運営に早期に移行できるよう、その立ち上げを支援する

ものとする。この際、避難生活支援に関する知見やノウハウを有する地域の人材に対して協

力を求めるなど、地域全体で避難者を支えることができるよう留意すること。

なお、市町及び県は、相互に連携を図り、避難者の健全な住生活の早期確保を図ることと

し、保護者等への引取や応急仮設住宅の迅速な提供、公営住宅、民間賃貸住宅等利用可能な

既存住宅のあっせん及び活用等によって指定避難所の早期解消に努めるとともに、災害の規

模、被災者の避難及び受入れ状況、避難の長期化等を考慮して、必要に応じ旅館やホテル等

への移動を避難者に促すものとする。

指定避難所の具体的な管理運営に係る主な業務としては、次の点に留意する。

ア 情報伝達手段を確保し、避難住民に対して正確な情報及び指示を与えるとともに、避難

者数の確認、避難者名簿の作成等により指定避難所及び避難者の状況を早期に把握し、関

係防災機関へ連絡する。

また、指定避難所で生活せず食事のみ受け取っている被災者等の情報把握に努め関係防

災機関へ連絡する。

イ 食事提供の状況、トイレの設置状況等の把握に努め、指定避難所の衛生管理など必要な

対策を講じるとともに、救護所の設置等の医療体制の確保や、避難者の心身の健康の確保

のため保健師等による健康相談、心のケアなど必要な対策を行う。

また、プライバシー確保や様々なニーズの違いに対応できるよう男女双方の視点等に配

慮するなど、良好な生活環境を維持するよう注意を払う。

ウ 避難の長期化等必要に応じて、簡易ベッド等の活用状況、入浴施設設置の有無及び利用

頻度、洗濯等の頻度、医師や看護師、保健師、管理栄養士等による巡回の頻度、暑さ・寒

さ対策の必要性、ごみ処理の状況など、避難者の健康状態や指定避難所の衛生状態の把握

に努め、必要な措置を講じるよう努めるものとする。

また、指定避難所での健康状態の悪化を防止するための適切な食料等の分配、食事の提

供等栄養管理に努める。
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エ 指定避難所における食料、飲料水及び生活必需品等の必要量を把握し、効率的に配給す

る。

オ 要配慮者の窓口を設置し、ニーズを把握し支援を行う。

また、心身双方の健康状態には特段の配慮を行い、福祉避難所への避難や必要に応じ福

祉施設等への入所、介護職員等の派遣、車椅子等の手配等を福祉事業者、ボランティア団

体等の協力を得つつ、計画的に実施するものとする。

カ 県及び市町は、被災地において新型コロナウイルス感染症を含む感染症の発生、拡大が

みられる場合は、防災担当部局と保健福祉担当部局が連携して、感染症対策として必要な

措置を講じるよう努め、また、自宅療養者等が指定避難所に避難する可能性を考慮し、保

健福祉担当部局は、防災担当部局に対し、避難所の運営に必要な情報を共有するものとす

る。

キ 市町は、指定避難所における新型コロナウイルス感染症を含む感染症対策のため、避難

者の健康管理や避難所の衛生管理、十分な避難スペースの確保、適切な避難所レイアウト

等の必要な措置を講じるよう努めるものとする。

ク 市町は、指定避難所の運営における女性の参画を推進するとともに、男女のニーズの違

い等男女双方の視点等に配慮するものとする。特に、女性専用のトイレ、物干し場、更衣

室、授乳室の設置や生理用品・女性用下着の女性による配布、男女ペアによる巡回警備や

防犯ブザーの配布等による指定避難所における安全性の確保など、女性や子育て家庭のニ

ーズに配慮した指定避難所の運営管理に努めるものとする。

ケ 市町は、指定避難所等における女性や子供等に対する性暴力・ＤＶの発生を防止するた

め、女性用と男性用のトイレを離れた場所に設置する、トイレ・更衣室・入浴施設等は昼

夜問わず安心して使用できる場所に設置する、照明を増設する、性暴力・ＤＶについての

注意喚起のためのポスターを掲載するなど、女性や子供等の安全に配慮するよう努めるも

のとする。また、警察、病院、女性支援団体との連携の下、被害者への相談窓口情報の提

供を行うよう努めるものとする。

コ やむを得ない理由により指定避難所に滞在することができない被災者に対しても、食料

等物資の提供、保健師等による健康相談の実施及び正確な情報の伝達等に努めるものとす

る。

サ 「ペット受け入れのための避難所等運営ガイドライン」を活用して、指定避難所におけ

る家庭動物のためのスペースの確保に努めるとともに、指定避難所等の形態や動物の数に

応じた飼養ルールを設定し、他の避難者に対しても周知を行い、飼い主が適正に飼養する

ための指導助言を行うものとする。

県は、避難動物の種類や頭数について把握し、避難所での受入れが難しい場合は、各動

物愛護（管理）センターに対し、一時預かり先等について相談する。

市町は、必要に応じ、指定避難所における家庭動物のための避難スペースの確保等に努

めるとともに、獣医師会や動物取扱業者等から必要な支援が受けられるよう、連携に努め

るものとする。

シ 県は、指定避難所の設置・運営について、必要に応じ、応援職員を派遣するなど、市町

を支援するものとする。

（２）広域的避難

被災市町は、災害の規模、被災者の避難、受入れ状況、避難の長期化等を考慮して、当該

市町外への広域的な避難、指定避難所や応急仮設住宅等への受入れ等が必要であると判断し

た場合には、県に広域避難受入れに関する支援を要請するものとする。
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県は、被災市町からの要請を受けた場合など、支援が必要と考えられる場合には、他の市

町や他都道府県との連絡調整等を行う。

また、大規模災害の発生による市町機能の喪失等により、市町において広域的避難に係る

事務が行えなくなった場合、県は、市町に代わり必要な手続きを行うものとする。

被災県及び市町等は、居住地以外の市町村へ避難する避難者に対して、避難先の自治体と

連携のうえ、必要な情報等の提供に努めるものとする。

なお、被災者の広域避難にあたり輸送手段の確保が必要な場合、県は、運送事業者である

指定地方公共機関等に対し、被災者の運送を要請するものとする。

（３）市町が指定避難所を開設したときは、次の事項について、県危機管理監（災害対策本部を

設置した場合は、本部情報連絡班）に報告する。

ア 開設の日時

イ 開設の場所

ウ 受入れ人員

エ 開設期間の見込み

オ その他必要と認められる事項

（４）県は、指定避難所の設置・運営について、必要に応じ、応援職員を派遣するなど、市町を

支援するものとする。

３ 避難行動要支援者の避難等

市町は、避難行動要支援者を適切に避難誘導し、安否確認を行うため、地域住民、自主防災

組織、民生委員・児童委員等の多様な主体の協力を得ながら、平常時から避難行動要支援者に

関する情報を把握の上、関係者との共有に努める。また、情報伝達体制の整備、避難誘導体制

の整備、避難訓練の実施を図るものとする。

指定避難所では生活することが困難な障害者等の要配慮者が避難所で生活するために必要な

設備やスペースを確保するとともに、福祉避難所の設置や、避難場所として宿泊施設を借上げ

る等、多様な避難所の確保に努めるものとする。

避難行動要支援者の避難等の措置について、当該市町のみで対応できない場合は、他の市町

や関係機関等の協力を求めて、当該市町外の社会福祉施設等へ避難させる。

県は、当該市町が避難行動要支援者を他の市町へ避難させるための協力要請をした場合など、

当該市町への支援が必要と考えられる場合には、他の市町や他都道府県との連絡調整等を行う。

４ 帰宅困難者対策

公共交通機関が運行を停止し、自力で帰宅することが困難な帰宅困難者が大量に発生した場

合、県及び市町は、県民等への広報を行うとともに、必要に応じ、一時滞在施設等への避難誘

導を行うものとする。
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第２項 広報・被災者相談計画

１ 方針

地震・津波発生時においては、各防災関係機関は、被災地や隣接地域の住民に対し、被害の

状況、災害応急対策の実施状況等について速やかに広報することにより、住民の不安解消、ま

た、被災者の生活再建等の支援に努めるとともに、住民自らの適切な判断により、無用の混乱

を排除するように配慮する必要がある

なお、住民への情報伝達に当たっては、報道機関の協力を得るものとする。

また、速やかな対策を講じるために被災者相談を行い、被災地の住民の動向と要望の把握に

努める。

２ 広報活動

（１）広報責任者

各防災関係機関は、「災害情報計画」で得た情報及び住民が行うべき措置等を周知させる

必要があると認めたときは、各防災関係機関が定める広報手続きにより、広報活動を実施す

る。その際、避難者のニーズを十分把握するとともに、相互に連絡をとりあい、放送事業者

を含めた関係者間で連携を行うことで、避難者等に役立つ的確な情報を提供できるように努

める。

なお、県災害対策本部を設置した場合において、県が関係機関から得た情報を県民に周知

させる必要があると認めた場合は、県政記者クラブを通じて広報活動を実施する。

ただし、急を要する広報については、直接各放送機関に対して、広報事項を示して、放送

の要請を行う。

（２）広報の目的

各防災関係機関は、災害発生直後には、パニック、余震、火災等による二次災害の防止を

中心に広報活動を実施する。

また、応急復旧時には、食料や交通などの生活情報や被災者の生活再建支援情報を中心に

広報活動を実施する。

なお、その際、要配慮者、在宅での避難者、応急仮設住宅として供与される賃貸住宅への

避難者、所在を把握できる広域避難者、在日外国人、訪日外国人に配慮した伝達を行うもの

とする。

（３）広報機関による広報の内容

ア 市町、消防機関

市町、消防機関は、県警察、その他の関係機関と緊密な連携のもとに、次の事項につい

て広報活動を行う。

（ア）広報の内容

＜災害発生直後の広報＞

ａ 津波に関する予警報及び情報

ｂ 地震・津波に関する情報（余震に関する情報を含む。）

ｃ 避難に関する情報（避難場所、避難指示等）

ｄ 医療、救護所の開設に関する情報

ｅ 災害発生状況に関する情報

ｆ 出火防止、初期消火に関する情報

ｇ 二次災害防止に関する情報（デマの防止、電気・ガス・水道等の措置）
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ｈ その他安心情報等必要な情報

＜応急復旧時の広報＞

ａ 食料、水、その他生活必需品の供給に関する情報

ｂ 電気、ガス、水道の復旧に関する情報

ｃ 交通機関、道路の復旧に関する情報

ｄ 電話の利用と復旧に関する情報

ｅ ボランティア活動に関する情報

ｆ 仮設住宅、ホームステイ等に関する情報

ｇ 臨時相談所に関する情報

ｈ 被災建物応急危険度判定活動及び被災宅地危険度判定活動に関する情報

ｉ その他生活情報等必要な情報

（イ） 広報の方法

ａ 同時通報用無線放送、有線放送等による広報

ｂ 窓口による広報

ｃ 広報車、ハンドマイク等による広報

ｄ 立て看板、横断幕、貼り紙等の掲示広報

ｅ ビラ配布等による広報

ｆ 自主防災組織、自治会組織等を通じての連絡

ｇ 県に対する広報の要請

ｈ 報道機関への情報提供、放送要請

ｉ 文字、手話、「やさしい日本語」あるいは外国語等を用いた広報

ｊ インターネット等を利用した広報（ポータルサイト運営事業者等に対するポータル

サイトのトップページの優先利用等の依頼を含む）

ｋ 携帯電話による災害速報メールを利用した広報

ｌ コミュニティ FM、CATV の活用

ｍ 登録制メール、緊急速報メールの活用

イ 県警察

県警察は、防災関係機関と緊密な連携なもとに、前記ア（ア）に掲げる事項のほかに、

次の事項について広報活動を実施する。

（ア）広報の内容

＜災害発生直後の広報＞

ａ 津波が予想される場合の避難等警察措置に関する情報

ｂ 交通規制に関する情報

ｃ 犯罪の防止に関する情報

＜応急復旧時の広報＞

ａ 交通規制に関する情報

ｂ 犯罪の防止に関する情報

（イ）広報の方法

ａ 広報車、無線警ら車、ハンドマイク等による広報

ｂ 立て看板、横断幕、貼り紙等の掲示広報

ｃ ヘリコプターによる広報

ｄ 警察庁、中国四国管区警察局、各都道府県警察本部を通じた広報

ｅ 報道機関への情報提供
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ｆ 日本道路交通情報センター、交通管制センター、道路管理者等を通じた道路状況の

広報

ｇ インターネット等を利用した広報

ウ 県

県は防災関係機関と緊密な連携のもとに、次の事項について広報活動を実施する。

また、市町が被災し、住民に対する十分な広報が実施できない場合には、報道機関への

情報提供や放送要請、県の広報媒体等により、市町の広報活動を補完する。

（ア）広報の内容

＜災害発生直後の広報＞

ａ 津波に関する予警報及び情報

ｂ 地震・津波に関する情報（余震に関する情報を含む。）

ｃ 自動車運転者のとるべき措置

ｄ 医療、救護所の開設に関する情報

ｅ 災害発生状況に関する情報

ｆ 応急救助の実施状況に関する情報

ｇ 交通規制に関する情報

ｈ その他安心情報等必要な情報

＜応急復旧時の広報＞

ａ 食料、水、その他生活必需品の供給に関する情報

ｂ 電気、ガス、水道等公益事業施設の被害発生及び応急復旧状況に関する情報

ｃ 電話の利用と復旧に関する情報

ｄ 鉄道、バス等の運行状況及び道路交通に関する情報

ｅ 緊急輸送に関する情報

ｆ 海上交通に関する情報

ｇ 公共土木施設等の被害発生及び応急復旧情報に関する情報

ｈ ボランティアに関する情報

ｉ 仮設住宅、ホームステイ等に関する情報

ｊ 被災建築物応急危険度判定活動及び被災宅地危険度判定活動に関する情報

ｋ 金融非常措置及び金融機関営業状況に関する情報

ｌ 県民の心得等民心の安定及び社会秩序のための必要事項

ｍ その他生活情報等必要な情報

（イ）広報の方法

ａ 災害県民窓口による広報

ｂ 広報車、ハンドマイク等による広報

ｃ 立て看板、横断幕、貼り紙等の掲示広報

ｄ ビラ配布等による広報

ｅ 報道機関への情報提供、放送要請

ｆ 文字、手話、「やさしい日本語」あるいは外国語等を用いた広報

ｇ 広島県総合行政通信網を利用した市町等防災関係機関や避難所へのテレビ、ファク

シミリによる広報

ｈ 臨時災害 FM 局によるラジオ放送

ｉ インターネット等を利用した広報（ポータルサイト運営事業者等に対するポータル

サイトのトップページの優先利用等の依頼を含む）
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ｊ Ｌアラート（災害情報共有システム）とのデータ連携によるテレビ・携帯電話等か

らの情報伝達

エ 指定地方行政機関、指定公共機関、指定地方公共機関

指定地方行政機関、指定公共機関及び指定地方公共機関は、前記のア（ア）、イ（ア）

及びウ（ア）に掲げた事項の中で、各機関の業務に関連した情報を県民に周知する必要

があると認めたときは、他の防災関係機関と緊密な連携のもとに各種の広報媒体を利用

して広報活動を実施する。

オ 報道機関

報道機関は、前記ア～エの中に掲げた情報、その他の有効適切な情報を、災害関係記

事又は番組を編成して報道する。

その際には、関係機関の告知事項や、地震・津波対策のためのキャンペーン番組等を

盛り込む。

また、県及びその他防災関係機関から災害広報の実施依頼があった場合は、積極的に

協力する。

３ 被災者相談活動

（１）被災者相談機関

各防災関係機関は、地震・津波災害が発生したときには、被災者又は関係者からの相談、

要望、苦情等に速やかに応じ、被災者の生活環境の早期改善のために被災者相談を行う。

（２）相談方法

各防災関係機関は、被災者の相談、要望、苦情等を広く聴取し、問題の早期解決を図るた

め、相談窓口を設ける。

また、必要に応じて、被災地及び避難場所等への臨時相談所の設置や広報車又は二輪車（バ

イク、自転車）等による被災地の巡回・移動相談を実施する。

なお、相談窓口は、関係機関が共同で設置するなどしてワンストップサービスの実現に努

めるものとする。相談所の規模及び構成員等は、災害の実情に応じたものとする。

４ 安否情報の提供

県又は市町は、被災者の安否について住民等から照会があったときは、被災者等の権利利益

を不当に侵害することのないよう配慮しつつ、消防、救助等人命に関わるような災害発生直後

の緊急性の高い応急措置に支障を及ぼさない範囲で、可能な限り安否情報を回答するよう努め

るものとする。
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第３項 住宅応急対策計画

１ 方針

地震・津波が発生し、災害救助法が適用された場合には、知事は当該市町長と協力して、被災

者を受け入れるための仮設住宅の建設をはじめとする必要な住宅応急対策を講じるものとする。

２ 実施する応急対策の内容

（１）災害救助法第４条第１号に規定する避難所及び応急仮設住宅の供与（仮設住宅の建設及び民

間賃貸住宅の借上げ）

（２）災害救助法第４条第６号に規定する被災した住宅の応急修理

（３）公営住宅、企業所有の宿泊施設及び職員用住宅等の一時的供与

（４）民間賃貸住宅の情報提供等

（５）被災建築物応急危険度判定の実施

（６）被災宅地危険度判定の実施

３ 実施責任者

（１）知事は、災害救助法及び同法施行細則の規定に基づき避難所及び応急仮設住宅の供与に必要

な住宅（応急仮設住宅の建設及び民間賃貸住宅の借上げを含む。）及び施設の確保に努めるも

のとする。

なお、県内のみで確保が困難な場合、近隣他府県へ被災者を一時受入れするための施設の提

供を要請する。

（２）知事は、災害救助法及び同法施行細則の規定に基づき市町長と協力して被災した住宅の応急

修理を行う。

（３）災害救助法第 13 条及び同法施行令第 17 条の規定により、前各項の救助について市町長に委

任したときは、市町長が実施する。

（４）市町長は、地震・津波により多くの建築物が被害を受け、被災建築物応急危険度判定が必要

と判断した場合には、これを実施する。

知事は、市町長から支援の要請があった場合は、必要な支援を行う。

４ 応急仮設住宅の建設及び民間賃貸住宅の借上げ

（１）供与の対象とする者

応急仮設住宅の供与の対象となる者は、災害救助法に基づき、住家が全壊、全焼又は流出、

若しくは、それに準ずる者として発災後、国より通知される要件に該当し、居住する住家がな

い者で、自らの資力をもってしては、住宅を確保することのできない者とする。

また、知事は、罹災証明の発行の状況を踏まえ、必要に応じて対象の拡充について検討する。

（２）応急仮設住宅の供与の期間

特別な場合を除き、災害救助法の定める２年以内とする。

（３）応急仮設住宅の管理

応急仮設住宅の管理は、当該市町長が行う。

ただし、特別な事情がある場合には、当該市町長の協力を得て、知事自ら実施するものとす

る。

なお、必要に応じて、応急仮設住宅における家庭動物の受入れについても配慮するものとす

る。
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（４）応急仮設住宅の建設

応急仮設住宅の建設は、広島県応急仮設住宅建設マニュアルに従い実施する。

ア 建設戸数

建設戸数の決定に当たっては、当該市町長の意見を聞き、知事が決定するものとする。こ

の場合、別途確保し供与する公営住宅、借上げ可能な民間賃貸住宅等の状況を勘案するもの

とする。

イ 建設場所の確保

建設場所については、保健衛生、交通、教育等について考慮し、あらかじめ把握している

公有地で確保する。

ただし、やむを得ない場合は、私有地を利用することもできるものとする。この場合利用

しようとする土地の所有者との十分な協議を必要とする。

なお、学校の敷地を建設場所として定める場合には、学校の教育活動に十分配慮するもの

とする。

ウ 関係団体との協力協定

知事は、災害時に応急仮設住宅の建設を迅速に進めるために、住宅建設に係る関係団体と

あらかじめ協力協定を締結するなど、環境整備を図るものとする。

また、広域かつ大規模な災害発生に対応するため、複数の関係団体との協力協定の締結に

努める。協定を締結した関係団体とは、平時から緊急時の連絡体制や制度運用等について、

情報共有を図るものとする。

なお、協定締結団体が複数となる場合の調達方針については、広島県応急仮設住宅建設マ

ニュアルで定めるものとする。

エ 資機材の調達

県（救助実施市）は、応急仮設住宅の建設に必要な資機材が不足し、調達の必要がある場

合には、必要に応じて、国に資機材の調達に関して要請するものとする。

県は、応急仮設住宅の提供に必要な資機材の調達等に当たっては、適正かつ円滑に行われ

るよう、救助実施市及び関係団体等との連絡調整を行う。

（５）民間賃貸住宅の借上げ

知事は、民間賃貸住宅の借上げを迅速に実施するため必要となる取扱い等について、あらか

じめ検討を進めるものとする。

ア 関係団体との協力協定

（ア）知事は、災害時に民間賃貸住宅の借上げを迅速に進めるために、民間賃貸住宅に係る関

係団体と、借上げ可能な民間賃貸住宅の空き家情報の提供について、あらかじめ協力協定

を締結するなど、環境整備を図るものとする。

（イ）知事は、民間賃貸住宅の無報酬での媒介について、宅建業関係団体に対して協力を要請

するものとする。

（ウ）知事は、民間賃貸住宅の提供について、協定締結団体に対して協力を要請するものとする。

（エ）知事は、広域かつ大規模な災害発生に対応するため、複数の関係団体との協力協定の締

結に努める。

（オ）知事は、平時から協定を締結した関係団体と緊急時の連絡体制や制度運用等について、

情報共有を図るものとする。

５ 住宅の応急修理

災害救助法及び同法施行細則の規定に基づく住宅の応急修理については、知事が市町長に実施
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を指示し市町長が実施するものとする。

ただし、特別な事情により市町長が実施することが困難な場合は市町長の協力を得て知事自

ら実施するものとする。

（１）住宅の被害の拡大を防止するための緊急の修理

ア 対象となる者

住宅の被害の拡大を防止するための緊急の修理（以下、「緊急の修理」という。）の対象

となる者は、住家が半壊、半焼（大規模半壊から半壊までの住家）又はこれに準ずる程度（準

半壊程度相当）の損傷を受け、雨水の浸入等を放置すれば住家の被害が拡大するおそれがあ

る者とする。

イ 修理の範囲

緊急の修理は、雨水の浸入等を放置すれば住家の被害が拡大するおそれがある屋根、外壁、

建具（玄関、窓やサッシ等）等の必要な部分とする。

ウ 対象世帯の調査

対象住宅の調査及び決定については、被害認定調査における損害割合の算定方法に準じて、

自治体職員が判断する。

エ 必要資機材及び従事者の確保

必要資機材及び従事者の確保については、協定締結団体の協力を得て、知事が行う。

オ 実施期間

緊急の修理の実施期間は、災害発生の日から 10 日以内とする。ただし、やむを得ない事

情がある場合には、内閣総理大臣と協議を行う。

（２）日常生活に必要な最小限度の部分の修理

ア 対象となる者

日常生活に必要な最小限度の部分の修理（以下、「応急修理」という）の対象となる者

は、住家が半壊、半焼若しくはこれらに準ずる程度の損傷を受け、そのままでは当面の日

常生活を営むことができない者で、自らの資力をもってしては応急修理ができない者とす

る。

イ 修理の範囲

応急修理は、居室、炊事場、便所等のように日常生活に欠くことのできない必要最小限

度の部分とする。

ウ 対象住宅の調査及び対象住宅の決定

対象住宅の調査及び決定については、あらかじめ定める危険住宅判定調査・修理対象基

準により市町長の意見を聞いて決定する。

エ 必要資機材及び従事者の確保

必要資機材及び従事者の確保については、協定締結団体の協力を得て、知事が行うこと

とする。

オ 実施期間

応急修理の実施期間は、災害発生の日から３か月以内（ただし、国の災害対策本部が設

置された場合は、災害発生の日から６か月以内）とする。ただし、やむを得ない事情があ

る場合には、事前に内閣総理大臣の承認を得て、必要最小限度の期間の延長を行う。

６ 公営住宅の提供

被災市街地復興特別措置法（平成７年法律第 14 号）第 21 条の適用があるものについて、受

け入れを行う。
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また、緊急対応として、災害対策基本法の規定に基づく激甚災害の指定及び災害救助法の適

用があった場合については、県内公営住宅の一時的目的外使用許可による受入れ施設の提供も

考慮する。

７ 企業等宿泊施設及び職員用住宅等の供与

知事は、前記６の公営住宅の提供を考慮する場合には、企業等の所有する社宅・寮及びその

他宿泊施設の提供による供与について協力を要請するものとする。

８ 被災建築物応急危険度判定

多くの建築物が被害を受けた場合、余震等による建築物の倒壊、部材の落下等から生じる人

的二次災害を防止するため、被災建築物応急危険度判定（以下「建築判定」という。）を実施

する。

また、実施のための必要な事前準備を行う。

（１）事前対策

ア 市町長は、的確な建築判定を実施するため、次の事項についてあらかじめ定めておく。

（ア）建築判定実施の決定と被災建築物応急危険度判定実施本部（「以下「建築判定実施本

部」という。）の設置

（イ）建築判定の実施に関する県との連絡調整及び県に対する支援要請

（ウ）建築判定対象区域、対象建築物の決定等の基準

（エ）応急危険度判定士及びその他判定業務従事者（以下「建築判定士等」という。）の確

保、建築判定の実施体制等

（オ）建築判定士等の判定区域までの移動方法、宿泊場所の設定その他必要な事項

（カ）建築判定資機材の調達、備蓄

（キ）その他必要な事項

イ 知事は、市町からの要請に対し的確な支援を行う。

ウ 県は、建築関係団体と協力し、建築判定士等の養成を行う。また、市町と協力して、必

要な判定用資機材を備蓄しておく。

（２）建築判定実施の事前準備

ア 市町長は、あらかじめ想定される地震・津波の規模、建築物の被害等を推定し、優先的

に建築判定を実施する施設、区域及び判定対象危険物の基準を準備しておく。

イ 県及び市町は、地震・津波被害に備え、市町は建築判定実施本部を、県は被災建築物応

急危険度判定支援本部（以下「建築判定支援本部」という。）の体制について、あらかじ

め整備しておく。

（３）応急危険度判定の実施

ア 市町長は、地震・津波により多くの建築物が被害を受け、必要があると判断したときは、

建築判定の実施を決定し、直ちに建築判定実施本部の設置その他必要な措置を講じるもの

とする。また、建築判定のための支援を知事に要請することができる。

イ 知事は、市町からの支援要請があったときは、建築判定支援本部を設置し、必要な支援

を行う。なお、県は、建築判定士等の派遣等により、積極的に市町の活動を支援するもの

とする。

ウ 県及び市町は、建築関係団体等の協力を得て必要な建築判定士等の速やかな確保に努め

るものとする。

エ 県及び市町は、建築判定の実施の決定後速やかに、建築判定士等の食料の準備、建築判
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定区域までの移動に係る輸送方法の確保及び必要に応じ宿泊場所の確保等を行うものと

する。

オ 県は、所定の建築判定用資機材が不足する場合には、当該市町に代わって、これを調達

する。

（４）県と市町間の連絡調整等

ア 市町は、建築判定実施本部の設置を決定したときは、県に速やかに連絡するものとする。

イ 建築判定実施本部は、知事が建築判定支援本部を設置したとき、現地の被災状況を随時

報告するとともに、支援の内容、支援開始時期等について協議、調整し、速やかに報告す

るものとする。

（５）国及び都道府県に対する支援の要請並びに他都道府県に対する支援等

知事は、地震・津波被害が大規模であること等により、国及び他都道府県の支援を受け入

れる必要があると判断した場合には、国土交通大臣及び他都道府県の知事に対し、必要な支

援を要請する。

９ 民間賃貸住宅の情報提供

知事は、民間賃貸住宅の情報提供や無報酬での媒介について（公社）広島県宅地建物取引業

協会及び（公社）全日本不動産協会広島県本部に対して協力を要請するものとする。

10 被災宅地危険度判定

地震・津波により多くの宅地が被害を受けた場合、その後の余震により宅地の崩壊等による

人的被害の発生を防止するため、被災宅地危険度判定（以下「宅地判定」という。）を実施す

る。

また実施のための事前準備を行う。

（１）事前対策

ア 市町は、的確な宅地判定を実施するため次の事項についてあらかじめ定めておく。

（ア）宅地判定実施の決定と判定実施本部の設置

（イ）宅地判定の実施に関する県との調整連絡及び県に対する支援要請

（ウ）宅地判定実施方法の決定等の基準

（エ）初動体制整備のための被災宅地危険度判定士（以下「宅地判定士」という。）の養成、

確保

（オ）宅地判定士等の判定区域までの移動方法、宿泊場所の設定その他必要な事項

（カ）判定資機材の調達、備蓄

（キ）その他必要な事項

イ 知事は市町からの要請に対し的確な支援を行う。

ウ 県は、市町の協力を得て、宅地判定に関する講習会を開催し、宅地判定士の養成に努め

るとともに、必要な判定用資機材を備蓄する。

エ 県は、国、他の都道府県と連携して、宅地判定の円滑な実施のための体制の整備を行う。

（２）宅地判定実施の事前準備

ア 市町長は、土砂災害警戒区域図等を参考に、宅地判定実施の可能性が高い地域等を推定

し、迅速に判定活動を実施するための環境を整備しておく。

イ 市町長は宅地判定実施本部を、県は宅地判定支援本部の体制について、あらかじめ準備

しておく。

（３）宅地判定の実施
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ア 市町長は、地震・津波の発生後に、宅地の被害に関する情報に基づき、必要があると判

断した時は、宅地判定実施本部を設置し、宅地判定の実施を決定する。また、市町長は、

宅地判定実施のための支援を知事に要請することができる。

イ 知事は、市町長から支援要請を受けた場合は、宅地判定支援本部を設置し、宅地判定士

に協力を要請する等、必要な支援措置を講じる。

ウ 被災の規模等により市町が宅地判定の実施に関する事務を行うことができなくなった

ときは、知事が、宅地判定の実施に関し必要な措置を講じる。

エ 県及び市町は、宅地判定等の判定区域までの移動についての輸送手段の確保、食料の準

備及び必要に応じて宿泊場所の確保を行うものとする。

オ 県は、所定の判定用資機材が不足する場合は、当該市町に代わってこれを調達する。

（４）県と市町間の連絡調整

ア 市町は、宅地判定実施本部を設置したときは、県に速やかに連絡するものとする。

イ 宅地判定実施本部は、宅地判定支援本部に現地の被災状況を随時報告するとともに、支

援の内容、支援開始時期等について協議、調整し速やかに報告するものとする。

（５）国及び他都道府県に対する支援の要請

知事は、市町長から支援要請を受けた場合で、被災の規模等により必要があると認めると

きは、国土交通省又は他の都道府県知事等に対し宅地判定実施のための支援を要請すること

ができる。
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第９節 救援物資の調達・供給活動

第１項 食料供給計画

１ 方 針

県及び市町は、地震・津波災害発生時における被災者に対し、食料の応急確保に努め、災害

救助法による食料の供給又は給食を行う。

また、地震・津波災害に備え、緊急用食料の備蓄に努める。

なお、被災者の健康状態や要配慮者、食物アレルギー患者等のニーズの把握に努めるととも

に、避難の長期化等も踏まえ、栄養管理に配慮して食料供給等を行う。

２ 実施責任者及び実施内容

（１）市町長は、地震・津波時に備えて食料供給計画を作成し、これにより食料の確保及び供給

並びに給食を実施する。

（２）市町長は、必要な食料を確保できない場合は、知事に応援を要請する。

（３）知事は、市町長の要請があった場合、又は必要があると認めた場合は、食料を調達し供給

する。

３ 実施方法

（１）市町

ア 市町長は、災害時における食料（米穀、弁当、パン、缶詰、インスタント食品、調整粉

乳等）の供給及び給食に必要な副食調味料の確保と供給に努める。

必要な食料の確保及び供給が困難な場合は、知事に対して応援を要請する。

なお、炊き出しは、市町が開設する避難所内又はその近隣において実施する。

イ 市町長は、知事等から食料の供給を受けたとき、それを被災者に円滑に供給することが

できるよう、あらかじめ体制を整備しておく。

ウ 市町長は、防災関係機関や販売業者等と密接に連携して、それらからの供給可能な数量、

その保管場所等をあらかじめ把握しておく。

エ 被災者の健康状態や要配慮者、食物アレルギー患者等のニーズの把握に努めるとともに、

避難の長期化等も踏まえ、必要に応じ、関係団体と連携し栄養管理に配慮して、食料の供

給及び給食、炊き出し等を行う。

（２）県

知事は、市町長から食料供給の要請があった場合、又はその必要があると認めた場合、食

料を円滑に供給できるよう、次の措置を講ずる。

ア 備蓄食料を供給する。

イ 米穀については、販売業者に売却を要請する。それが不可能な場合は、農林水産省に災

害救助用米穀の引き渡しを要請する。

ウ 弁当、パン、缶詰、インスタント食品等については、「災害救助に必要な物資の調達に

関する協定書」を締結した販売業者等から調達する。

エ 防災関係機関や販売業者等と密接に連携して、それらから供給可能な数量、その保管場

所等をあらかじめ把握しておく。

オ 必要に応じ、近隣市町、他府県又は国に食料援助を要請する。

なお、他県等から受けた食料援助は、被災者に適正かつ円滑に供給することに努める。

カ 避難の長期化等を考慮して、必要に応じ関係団体と連携して市町が栄養管理に配慮して
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食料の供給及び給食、炊き出し等が実施できるよう支援する。

４ 食料供給の適用範囲及び期間

（１）避難所に受入れされた者

（２）住家の被害が全壊、半壊、床上浸水等であって炊事のできない者

（３）水道、電気、ガス等の供給がなく、炊事のできない者（医療機関や社会福祉施設等への入

院や入所している者も含む。）

（４）旅館やホテルの宿泊人及び前記（２）、（３）の住家への宿泊人、来訪者

（５）被災地内に停車、停船した列車、船舶等の旅客で、責任者の能力によって給食を受けるこ

とが期待できない者

（６）食料供給を行う期間は、災害の発生した日から７日以内とし、特に必要がある場合は期間

の延長を行う。

５ 使途及び経費

災害救助法が適用された場合は、原則として、災害救助法施行細則に定める使途及び支出限

度額の範囲で行う。
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第２項 給水計画

１ 方針

地震・津波災害により水道、飲用井戸等の給水施設が破壊され、又は飲料水が汚染されたた

め、飲料水を得ることができない者に対し、県、市町、水道事業者及び水道用水供給事業者は

飲料水の確保及び供給に努めるものとする。

２ 実施責任者

地震・津波災害により次の事態が発生した場合、それぞれ次に定める者が供給の責務を有す

る。

なお、災害救助法等が適用される前においては、水道により水を供給しているときは、その

水道事業者又は水道用水供給事業者が供給の責務を有する。

３ 実施方法

（１）水道事業者等

給水活動を迅速かつ円滑に実施するため、市町と連携し、次の措置を講ずる。

ア 給水車、給水船等による応急給水を実施する。特に、災害拠点病院や透析医療機関、災害

拠点精神科病院など優先的に給水が必要な施設の状況を考慮する。

イ 浄水場、配水池、避難所等で拠点給水を実施する。

ウ 給水用資機材の調達を行う。

エ 関連事業者等の協力を得て、応急仮配管の敷設、共用栓の設置等を行う。

オ 飲料水の確保、給水活動（応急復旧を含む。）が困難なときは、隣接する水道事業者等又

は県に応援を要請する。

カ 応急給水場所や通水状況、通水の見通し等を広報し、住民への周知を図る。

（２）市町

給水活動を迅速かつ円滑に実施するため、次の措置を講ずる。

ア 給水車、給水船等による応急給水を実施する。特に、災害拠点病院や透析医療機関、災害

拠点精神科病院など優先的に給水が必要な施設の状況を考慮する。

イ 浄水場、配水池、避難所等で拠点給水を実施する。拠点給水には、受水槽、仮設水槽の活

用を図るよう努める。

ウ 避難場所周辺のビル等の受水槽の活用を図る。

エ 必要に応じ水質班を組織し、水質検査及び消毒等を実施する。

オ 給水用資機材の調達を行う。

給水を必要とする場合 実 施 責 任 者 法 令 名

災害により現に飲料水を得る

ことができない場合

知事（知事が実施を委任

した場合は市町長）

災害救助法第４条・第 13 条

災害救助法施行令第 17 条

知事が生活の用に供される水

の使用又は給水を制限し、又は

禁止すべきことを命じた場合

で、その期間の供給を知事が指

示したとき

市町長

感染症の予防及び感染症の患者に

対する医療に関する法律

（平成 10 年法律第 114 号）

第 31 条

災害時に緊急に水道用水を補

給することが公共の利益を保

護するため必要と知事が認め、

命令を発した場合

水道事業者又は
水道用水供給事業者
（以下「水道事業者等」

という。）

水道法（昭和 32 年法律第 177 号）

第 40 条
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カ 自己努力によって飲料水を確保する住民に対し、衛生上の注意を広報する。

キ 応急給水場所や通水状況、通水の見通し等を広報し、住民への周知を図る。

ク 遊休井戸等の緊急時に活用できる水源の確保・管理に努める。

（３）県

４（1）（2）の給水活動（応急復旧を含む。）が円滑に実施されるよう次の措置を講ずる。

ア 被害の程度や給水活動（応急復旧を含む。）の実施状況等の把握に努め、その適切な実施

に必要な助言・指導を行うよう努める。

イ 必要に応じ水質班を組織し、水質検査及び飲料水の衛生指導を行う。

なお、水質検査の円滑な実施のため、検査体制及び実施方法について定めておく。

ウ 水道事業者等の給水能力、被害の程度等から飲料水の確保、給水活動（応急復旧を含む。）

が困難と認められる地域については、必要に応じ、他の市町、他府県、国又は自衛隊、第

六管区海上保安本部、西日本高速道路株式会社等の防災関係機関に給水応援（応急復旧を

含む。）を要請する。
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第３項 生活必需品等供給計画

１ 方 針

県及び市町は、被災者に対し衣服、寝具その他生活必需品（以下「生活必需品等」という。）

を円滑に供給するため、平素から物資の備蓄に努めるとともに、区域内の卸売業者、大規模小売

店等における生活必需品等の放出可能量の把握、確認に努め、災害時において速やかに調達でき

るよう体制の確立に努める。

県及び市町は相互に協力し、被災者に対し生活必需品等を給与又は貸与し、被災者の応急救助

を行う。

２ 実施責任者

知事は、災害救助法を適用し、市町長を補助者として生活必需品等を被災者に給与又は貸与す

る。

なお、同法第 13 条及び同法施行令第 17 条の規定により、知事が市町長に生活必需品等の給与

及び貸与の実施を委任したときは、市町長が実施責任者となり実施する。

３ 実施基準

（１）生活必需品等の給与又は貸与を受ける者

地震・津波により住家に被害（全壊（焼）、流失、半壊（焼）、及び床上浸水）の被害を受

け、日常生活に欠くことができない衣服、寝具、その他生活上必要な最小限度の家財を喪失し

た者であって、物資の流通機構等の混乱により資力の有無にかかわらず、これらの家財を入手

することができない状態にある者。

（２）適用期間

災害の発生の日から 10 日以内とし、特に必要がある場合は、期限の延長を行う。

（３）生活必需品等の範囲

ア 寝具（毛布等）

イ 外衣（ジャージ等）

ウ 肌着（シャツ、パンツ等の下着、靴下等）

エ 身の回り品（タオル、サンダル等）

オ 炊事用具（鍋、包丁、缶切り、カセットコンロ、カセットコンロ用燃料等）

カ 食器（コップ、皿、箸等）

キ 日用品（トイレットペーパー、歯ブラシ、歯磨き、ビニールシート、軍手、ポリタンク、

生理用品、紙オムツ等）

ク 光熱材料（LP ガス、灯油、マッチ、懐中電灯、電池等）

４ 実施方法

（１）市町

あらかじめ生活必需品等供給計画を作成し、被災者のための生活必需品等の確保と供給に

努め、必要量が確保できないときは、県及び他の市町に対し応援を要請する。

（２）県

ア 市町から生活必需品等の調達の要請があったときは、原則として、災害救助法施行細則

の支出限度額の範囲内で、購入計画をたてる。

イ 前号の購入計画に基づき、県の備蓄物資及び卸売業者又は大規模な小売店等から購入し

た生活必需品等を当該市町に緊急輸送する。
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ウ 県内で生活必需品等の必要量の確保が困難な場合、近隣他県への応援を要請する。

（３）中国経済産業局

県からの生活必需品等の調達の要請を受けたとき又は局が必要と判断したときは、その所

管に係る生活必需品等を取り扱う業者及びその団体から、生活必需品等が調達できるよう必

要な措置を講ずる。
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第４項 救援物資の調達及び配送計画

１ 方 針

県内で大規模な災害が発生し、市町単独での物資の確保が困難な場合に、県は、市町の要請

等に基づき、県の備蓄物資を供給するとともに、市町の要請を取りまとめて民間事業者等に対

して、物資の調達及び輸送等を要請する。

また、県単独での対応が困難な場合は、国や他の都道府県等へ物資の供給を要請する。

なお、大規模災害により物資等が不足し、災害応急対策を的確かつ迅速に実施することが困

難であると認められ、かつ、市町の要請を待ついとまがないと認められるとき、県は、市町か

らの要請を待たずに必要な物資の供給を行うことができる。

２ 物資の調達及び受入体制

（１）市町

ア 被災者に速やかに物資を供給することができるよう、避難所等での分散備蓄や救援物資

輸送拠点の複数箇所の選定に努めるものとする。

また、地震・津波災害等により救援物資輸送拠点が使用出来ない場合等を想定して、民

間施設の選定に努める。

イ 物資の調達が困難な場合は、知事に対して応援を要請する。

ウ 救援物資の受入窓口をあらかじめ定めるとともに、県、事業者との間で救援物資輸送拠

点の情報共有に努める。

（２）県

ア 市町から物資の要請があった場合、又はその必要があると認めた場合、備蓄物資を速や

かに市町へ供給する。

イ 「災害救助に必要な物資の調達に関する協定」を締結している小売事業者等に物資を要

請するとともに、必要に応じ、県災害対策本部へ連絡員の派遣を要請する。

ウ 県単独での物資の確保が困難な場合、国や中国５県及び中国・四国地方における災害時

の相互応援協定等に基づき物資の要請を行う。

エ 地震・津波災害等により救援物資輸送拠点が使用出来ない場合等を想定して、民間施設

の選定に努めるとともに、災害時に市町から要請があった場合、県倉庫協会等に対して民

間施設の確保を要請する。

３ 物資の輸送

（１）県は、広島県トラック協会及び広島県旅客船協会等へ物資輸送の要請を行う。

（２）県は、広島県トラック協会等に対して、県や市町の災害対策本部又は救援物資輸送拠点等

への物流専門家の派遣を要請する。

（３）物資の輸送に協力する広島県トラック協会等は、物資を輸送する際に、必要に応じ、避難

所のニーズ等の聞取りを行い、市町等への報告に努めるものとする。

（４）物資輸送車両等の燃料確保について、県は、国への要請や関係機関との連携により確保に

努めるものとする。また、必要に応じ、西日本高速道路株式会社等に対して、高速道路の給

油所において物資輸送車両へ給油を行うよう要請する。
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第 10 節 保健衛生・防疫、遺体対策に関する活動

第１項 防疫計画

１ 方 針

県及び市町は、地震・津波災害発生時において、生活環境の悪化、被災者の病原体に対する

抵抗力の低下などにより感染症の発生が予想されるため、防疫について必要事項をあらかじめ

定め、感染症の予防及びまん延の防止のための防疫活動を実施する。

津波被害の被災地においては、津波汚泥の堆積や水産加工施設から発生する廃棄物等により、

悪臭、害虫の発生など衛生上の課題が生じうることから、防疫活動に万全を期すよう、十分に

留意するものとする。

２ 実施責任者及び実施事項

感染症の発生予防及びまん延防止のための措置として、知事は、次の方法を用いることがで

きる。このうち、感染症の病原体に汚染された場所等の消毒、ねずみ族・昆虫類の駆除及び感

染症の病原体に汚染された飲食物、衣類、寝具その他の物件の消毒・廃棄等については、知事

が感染症患者若しくはその保護者又はその場所を管理する者若しくはその代理をする者に対し

て命ずることができるが、これらの命令によって感染症の発生予防・まん延防止が困難である

と認められるときは、市町に当該措置を実施するよう指示することができる。

また、生活の用に供される水の使用制限等を実施した場合には、市町は生活の用に供される

水を供給しなければならない。

３ 県の防疫活動

（１）防疫指導

被災市町に対し、関係法令等に基づき、被害状況に即応した防疫指導を行う。

（２）市町に対する防疫指示等

当該市町における災害の規模、態様に応じ、次の事項について、範囲及び期間を定めて速

やかに行う。

ア 感染症の病原体に汚染された場所等の消毒の指示（感染症の予防及び感染症の患者に対

実施の内容 条 項 対 象

病原体に汚染された場所等の消毒

感染症の予防及び感

染症の患者に対する

医療に関する法律（以

下、「法」という。）

第 27 条

一類感染症

二類感染症

三類感染症

四類感染症

新型インフルエンザ等感染症

新感染症

指定感染症

病原体に汚染された飲食物、衣類、寝具その

他の物件の消毒・廃棄等
法第 29 条

生活の用に供される水の使用制限等 法第 31 条

ねずみ族・昆虫類等の駆除 法第 28 条

一類感染症

二類感染症

三類感染症

四類感染症

新感染症

指定感染症

病原体に汚染された建物等への立入制限等 法第 32 条
一類感染症

新型インフルエンザ等感染症

新感染症

指定感染症
病原体に汚染された場所の交通制限等 法第 33 条
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する医療に関する法律第 27 条）

イ ねずみ族、昆虫類の駆除の指示（感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する

法律第 28 条）

ウ 物件に係る措置の指示（感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第 2

9 条）

エ 生活の用に供される水の供給の指示（感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関

する法律第 31 条）

オ 臨時予防接種に関する指示（予防接種法第６条）

（３）応援体制

保健所は、管轄の被災市町が防疫活動に必要な人的能力に不足を生じたときは、その内容

を災害対策本部に報告し、必要な職員の派遣を要請する。

知事は、状況に応じて被災市町長と協議のうえ、自衛隊へ応援を要請する。

（４）健康診断又は入院の勧告

一類感染症、二類感染症及び三類感染症のまん延を防止するため必要があると認めるとき

は、感染症にかかっていると疑うに足りる正当な理由がある者に健康診断の勧告を行うこと

ができる。

また、一類感染症及び二類感染症のまん延を防止する必要があると認めるときは、患者等

を第一種感染症指定医療機関又は第二種感染症指定医療機関に入院させるべきことを勧告す

ることができる。

（５）各種感染症に関する知識・情報の提供

結核・感染症発生動向調査情報等に基づき、市町及び住民に対し、流行のおそれのある感

染症予防に関する正しい知識の周知、徹底を図る。

４ 市町の防疫活動

（１）県の指示に基づき、清掃・消毒、ねずみ・ハエ・蚊等の駆除、飲料水等の家庭用水の供給

を実施する。

（２）避難所における防疫を実施する。
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第２項 遺体の捜索、取扱い、埋火葬計画

１ 方針

地震・津波時において死亡者が発生した場合、市町、県及びその他防災関係機関は、相互に

連絡を密にして、遺体の捜索、処理及び埋火葬を実施する。また、大規模な災害により多数の

死者が生じた場合には遺体の取扱いを遅滞なく進める。

２ 遺体の捜索

知事は、災害救助法を適用した場合、市町長を補助者として消防機関その他関係者の協力の

もとに、災害救助法施行細則の基準に従い、遺体の捜索を行う。

なお、知事が市町長に実施を委任したときは、市町長が実施責任者となり遺体の捜索を行う。

（１）陸上における捜索

知事は、県警察の協力を得て遺体の捜索を行い、遺体を発見したときは速やかに受入れる。

（２）海上における捜索

知事は、第六管区海上保安本部及び県警察の協力を得て遺体の捜索を行い、遺体を発見し

たときは速やかに受入れる。

３ 遺体の取扱い

遺体を発見したときは、第六管区海上保安本部、県警察及び市町は次の措置を行う。

（１）第六管区海上保安本部、県警察

ア 遺体の見分及び検視（以下「検視等」という。）を行うとともに、市町と連携をとり所

要の措置を行う。

なお、多数の遺体がある場合は、遺族感情への配慮や効率的な検視業務の遂行のため、

検視場所の確保、検視に必要な資機材（水、電気、手袋、エプロン等）の準備・保管・提供、

検視等が終了した遺体の洗浄処理等について市町と連携して対応するとともに、県公安委

員会にあっては、必要に応じて警察災害派遣隊を要請し、体制の確保に努めることとする。

イ 身元不明遺体については、写真の撮影、指紋の採取、遺品の保存等を行い、速やかに身

元確認に努める。

（２）県

市町の行政機能が喪失又は低下した場合、検視場所の確保、身元不明遺体の引き渡し等の

措置を円滑に進めるため、当該市町を積極的に支援する。

（３）市町

ア 遺体について、県警察と協議の下、医師による死因その他医学的検査を実施する。

イ 遺体の身元特定のために必要な資料等について、県警察等に積極的な提供を行う。

ウ 多数の遺体がある場合は、遺族感情への配慮や効率的な検視業務の遂行のため、検視場

所の確保に努めるとともに、検視に必要な資機材（水、電気、手袋、エプロン等）の準備・

保管・提供について県警察等と連携して対応する。

エ 検視及び医学的検査を終了した遺体については、おおむね次により処理する。

（ア）感染症の予防等に配意し、遺体の洗浄、縫合、消毒等の処理を行う。

（イ）遺体の身元識別のため相当の時間を必要とし、又は死亡者が多数のため短時日に埋火

葬ができない場合においては、遺体の腐敗防止措置を行った上で特定の場所（寺院など

の施設の利用又は神社、仏閣、学校等の施設に仮設）に集め、埋火葬の処置をとるまで

一時保存する。

第３章の２　災害応急対策計画（震災対策編）

374



４ 遺体の埋火葬

市町は、自ら遺体を埋葬若しくは火葬に付し、又は棺、骨つぼ等を遺族に支給する等現物支

給を行う。

なお、市町が平常時使用している火葬場の火葬能力では遺体の火葬を行うことが不可能にな

った場合、「広島県広域火葬計画」（平成 25 年 10 月１日施行）に基づき、県に対して応援を

要請する。また、棺、骨つぼ等埋火葬等に必要な物資が十分に確保できない場合も、同様とす

る。

県は市町から応援要請を受けたときは、火葬場、棺等関連する情報を広域的かつ迅速に収集

するとともに県内市町に対して応援要請する。また、状況に応じて災害時の相互応援協定に基

づき近隣県に対して応援要請を行う。

なお、埋火葬に当たっては、次の点に留意する。

（１）身元不明の遺体については、県警察その他関係機関に連絡した後に、措置する。

（２）身元不明でかつ原因不明の遺体については、行旅病人及び行旅死亡人取扱法（明治 32 年法

律第 93 号）の規定により措置する。ただし、災害救助法が適用されている場合で、災害によ

り死亡したことが明らかな遺体については、同法に基づき埋火葬を実施する。

（３）感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律による遺体の移動制限等

ア 知事は、一類感染症、二類感染症、三類感染症、新型インフルエンザ等感染症、新感染

症又は指定感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するため必要があると認めると

きは、遺体の移動を制限し、又は禁止する場合がある。

イ 一類感染症、二類感染症、三類感染症、新型インフルエンザ等感染症、新感染症又は指

定感染症の病原体に汚染等された遺体は、火葬しなければならない。ただし、十分な消毒

を行い、知事の許可を受けたときは埋葬することができる。

ウ 一類感染症、二類感染症、三類感染症、新型インフルエンザ等感染症、新感染症又は指

定感染症の病原体に汚染等された遺体は、24 時間以内に火葬し、又は埋葬することができ

る。
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第 11 節 応急復旧、二次災害防止活動

第１項 公共施設等災害応急復旧計画

１ 方 針

地震・津波によって被害を受けた公共施設の管理者は、住民生活の安定に重大な影響を及ぼ

す施設を重点に、速やかに応急復旧工事を実施し、降雨等による水害・土砂災害等に備え、二

次災害防止施策を講じることとする。特に津波により海岸保全施設等に被害があった地域では、

二次災害の防止に十分留意十分留意するとともに、応急対策の円滑な実施に支障ないように努

める。

なお、応急復旧終了後、被害の程度を十分検討し、必要な施設の新設又は改良等を行う。

２ 防災上重要な拠点施設の応急復旧活動

防災上重要な拠点となる施設の管理者は、地震・津波により施設に被害を受けた場合は、被

災状況を速やかに調査し、応急復旧を図る。

３ 交通施設の応急復旧活動

（１）鉄軌道施設

鉄軌道管理者は、地震・津波により設備に被害を受けた場合は、被害状況を速やかに調査

し、重要度の高い線区から速やかに応急復旧をする。

（２）道路

道路、橋梁等の管理者は、地震・津波により施設に被害を受けた場合は、被害状況を速や

かに調査し、設定された緊急交通路を早急に確保するため、沿道等の応急復旧計画と調整の

上、応急復旧工事を実施する。

なお、高速道路については、緊急交通路としての機能を確保するため、上下線各１車線の

確保に向けて最大限の努力をする。

（３）空港

広島空港及び広島ヘリポートの管理者は、地震・津波により施設に被害を受けた場合は、

被害状況を速やかに調査し、沿道等の応急復旧計画と調整の上、応急復旧工事を実施する。

（４）港湾及び漁港

港湾管理者及び漁港管理者は、港湾施設及び漁港施設が地震・津波により被害を受けた場

合は、被害状況を災害応急対策のため緊急性の高いものから速やかに調査し、沿道等の応急

復旧計画と調整の上、災害応急対策のため緊急性の高いものから応急復旧工事を実施する。

４ 治水施設等の応急復旧活動

（１）河川、海岸

河川、海岸管理者は、地震・津波により管理する施設に被害を受けた場合には、被害状況

を速やかに調査し、二次災害防止のための応急復旧工事を実施する。

（２）砂防設備等

県及び市町は、砂防設備等の損傷や土石流、山崩れ、がけ崩れ等の発生により、二次災害

が発生するおそれのある場合には、被害状況を速やかに調査し、崩落土砂の除去や仮設防護

柵設置等の応急工事を実施する。

５ 治山施設等の応急復旧活動

第３章の２　災害応急対策計画（震災対策編）

376



県、市町及び近畿中国森林管理局は、治山事業施工地又は計画地において山腹崩壊等により

土砂が流出した場合は、排土等による原状回復に努め、二次災害防止のための応急工事として

編柵、土のう積み等を行う。

６ その他公共、公益施設の応急復旧活動

その他住民生活に重要な影響を及ぼす公共、公益施設については、緊急度に応じて速やかに

応急復旧を図る。

７ 住民への広報活動

県、市町及び公共施設の管理者は、公共施設の損傷等により、二次災害が発生するおそれの

ある場合等必要に応じて、住民に対し広報する。
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第２項 電力・ガス・水道・下水道施設応急復旧対策計画

１ 方 針

電力施設、ガス施設、水道施設及び下水道施設の復旧は、他機関の復旧作業や民生安定に大

きな影響を及ぼすため、これらの施設の設置者又は管理者は、地震・津波時には被害状況を迅

速かつ的確に把握し、必要な要員及び資機材を確保するとともに、機動力を発揮し応急復旧を

迅速に実施する。

２ 電力施設の応急対策

（１）実施責任者

中国電力株式会社及び中国電力ネットワーク株式会社

（２）地震・津波災害時における危険防止措置

地震・津波災害時において送電又は配電を行うことが危険であると認められる地域に対し

ては、送電又は配電の遮断等の適切な危険予防措置を講ずる。

（３）復旧方針

復旧に当たっては、電力確保に重要な電力施設の復旧を優先するとともに、需要者に対す

る復旧に当たっては、次の需要者の復旧を優先させる。

ア 人命救助に関わる病院

イ 災害復旧の中枢となる災害対策本部、官庁、警察、ガス、水道、交通、通信、報道等の

機関

ウ 被災者受入れ施設（学校など避難場所や避難所に指定された施設）

（４）要員及び資機材等の確保

ア 復旧要員

あらかじめ定める動員計画に基づき、災害復旧に必要な要員を確保するとともに、必要

に応じて請負工事業者等へ応援を依頼する。また、状況によっては、広域的な応援・受援

計画により他の電力会社へ応援を依頼する。

イ 復旧資機材

応急復旧は、あらかじめ備蓄する復旧資機材により実施するものとし、不足する場合は

他の電力会社に融通を依頼する。

（５）広報サービス活動の実施

電力施設の停電状況、復旧の見通し、電気使用上の注意等の広報活動をホームページへの

掲載を含むインターネットによる発信、防災無線の活用及び広報車による周知等により行い、

必要に応じてテレビ、ラジオ等による放送を報道機関に依頼するものとする。

３ ガス施設の応急対策

（１）一般ガス導管事業

ア 実施責任者

一般ガス導管事業者

イ 情報の収集

地震計による地震の強さ、テレメータによる主要導管の圧力変化、移動無線車による緊

急巡回点検及び事業所等の情報に加え、関係機関からの情報を得て総合的に被害状況を把

握する。

ウ 二次災害発生の防止

ガス施設の損傷によって、二次災害の発生が懸念される場合には、ブロック化された導
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管網を用い、他地域の供給を維持しながら、被害を受けた地域のガス供給を停止する。

エ 要員及び資機材等の確保

（ア）復旧要員

あらかじめ定める動員計画に基づき、災害復旧に必要な要員を確保するとともに、被

害状況に応じて請負工事業者等へ応援を依頼する。また、単独復旧が困難な場合には、

「非常事態における応援要綱」（一般社団法人日本ガス協会）に基づき、他のガス会社

へ応援を依頼する。

なお、他のガス会社に応援を依頼する場合は応援要員の宿舎と工事用車両の駐車場を

確保する。

（イ）復旧資機材

応急復旧は、あらかじめ備蓄する復旧資機材により実施する。不足する場合は、資材

メーカーに融通を依頼する。

オ 広報活動

ガス施設の被害状況、復旧の見通し、ガス使用上の注意等の広報活動を広報車及びホー

ムページへの掲載を含むインターネットによる発信等により行い、必要に応じてテレビ、

ラジオ等による放送を報道機関に依頼するものとする。

（２）ガス小売事業

ア 実施責任者

ガス小売事業者

イ 応急対策、広報活動等

一般ガス導管事業者に準じた応急対策、広報活動等をとるものとする。

ウ 相互援助活動

一般社団法人日本コミュニティーガス協会中国支部の「中国支部コミュニティーガス事

業の防災に係る通報・応援措置要領」に基づき、災害の発生又はその拡大を防止し相互に

必要な援助活動を行う。

（３）液化石油ガス販売事業

ア 実施責任者

液化石油ガス販売事業者

イ 応急対策、広報活動等

一般ガス導管事業者に準じた応急対策、広報活動等をとるものとする。

４ 水道施設の応急対策

（１）実施責任者

水道事業者及び水道用水供給事業者

（２）応急復旧対策

ア 迅速に応急復旧等が行えるよう、あらかじめ、関連事業者等からの応援を受ける場合も

想定した手順や方法を明確にした計画の策定に努める。

イ 応急復旧等が実施責任者のみでは困難な場合には、県内の関連事業者、隣接市町又は県

に応援を要請し、必要に応じ、広域的な応援・受援計画により、県外の関連事業者等へ応

援を依頼する。

ウ 応急復旧等の状況や見通しを広報し、住民へ周知する。

（３）資機材等の確保

応急復旧等に必要な資機材等は、可能な限り備蓄するとともに、関連事業者等との調達体

制の確立に努めるものとする。
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５ 下水道施設の応急対策

（１）実施責任者

下水道管理者

（２）応急復旧対策

ア 迅速に応急復旧等が行えるよう、あらかじめ、関連事業者等との災害時における復旧支

援に関する協定を締結するなど支援体制の確立に努めるものとする。

イ あらかじめ定める動員計画に基づき、災害復旧に必要な要員を確保し、応急対策を実施

する。

ウ 応急復旧等が実施責任者のみでは困難な場合には、関連事業者、近隣市町又は県に応援

を要請する。県は、県を超える広域的な支援を必要と認めるときは、「下水道事業におけ

る災害時支援に関するルール」に基づき支援体制を整える。

（３）広報サービスの実施

下水道施設の被害状況、復旧の見通し等の広報活動を広報車等により行い、必要に応じて

テレビ、ラジオ等による放送を報道機関に依頼するものとする。

（４）資機材等の確保

応急復旧等に必要な資機材を備蓄するとともに、関連事業者等との調達体制の確保に努め

るものとする。
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第３項 その他施設災害応急対策計画

１ 目 的

この計画は、災害時に応急対策が必要なその他の施設について、必要な事項を定めること

を目的とする。

２ 防災重点ため池対策

市町は、所有者等による応急措置では十分に安全を確保できない場合、防災上必要な措置

を行う。

当該市町での措置が極めて困難な場合などにおいては、災害対策基本法に基づく応援の要

請を検討する。

３ 空家対策

市町は、災害時に、適切な管理のなされていない空家等に対し、緊急に安全を確保するた

めの必要最小限の措置として、必要に応じて、外壁等の飛散のおそれのある部分や、応急措

置の支障となる空家等の全部又は一部の除却等の措置を行う。
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第４項 廃棄物処理計画

１ 方針

し尿、ごみ等による公衆衛生や生活環境の悪化や、一時的に大量に発生した廃棄物が早期の

復旧・復興の妨げになることを防ぐため、安全性や生活環境の保全を確保しつつ、廃棄物の適

正かつ迅速な処理を実施する。

災害廃棄物の処理にあたっては、可能な限り廃棄物の再生利用を図り、最終処分量を低減さ

せる。また、県内の既存処理施設を最大限に活用しつつ、関係機関と協力して処理体制を構築

する。

２ 災害廃棄物処理計画

県及び市町は、平時に作成された災害廃棄物処理計画に基づき対応を行う。

（１）県災害廃棄物処理計画

県は、災害廃棄物処理の基本的な考え方や手順、近隣他県や民間事業者等との連携・協力

に係る事項、想定災害における県内の災害廃棄物発生推計量等の基礎的データ等を平時から

整理し、県災害廃棄物処理計画において具体的に示す。

（２）市町災害廃棄物処理計画

市町は、仮置場候補地の選定・設置運営に係る事項など、災害廃棄物の処理主体としての

実施事項や周辺の地方公共団体や民間事業者等との連携・協力に係る事項、市町における災

害廃棄物の発生推計量等の基礎データを平時から整理し、市町災害廃棄物処理計画において

具体的に示す。

３ 実施主体等

災害廃棄物（一般廃棄物）は、市町が主体となって処理する。県は、市町を中心とした処理

体制構築のための連絡調整や市町の支援を行う。

市町及び県の役割

４ 災害廃棄物の処理

（１）収集運搬

市町は平時の体制に加え、民間事業者への委託等により収集運搬体制を確保する。県は必

要に応じ他市町や民間事業者による支援について調整を行う。

加えて、ボランティア、NPO 等の支援を得て災害廃棄物の処理を進める場合には、社会福

祉協議会、NPO 等と連携し、作業実施地区や作業内容を調整、分担するなどして、効率的に

災害廃棄物等の搬出を行うものとする。

（２）損壊家屋等の撤去等

損壊家屋等の解体・撤去は原則として所有者が行うが、大規模災害時等において市町が必

要と認める場合は、市町が解体・撤去を行う。

市 町 県

・ 自ら主体となって災害廃棄物の処理を実施

・ 仮置場の設置運営

・ 廃棄物の運搬・処分等

・ 県、他市町、民間支援団体との協力体制に係る

連絡調整・支援要請

・ 県内市町、他都道府県、国、民間支援団体等の

協力支援体制の整備に係る連絡調整

・ 被災市町への事務支援、人的支援

・ 被災市町による処理が困難な場合に、事務委託

により災害廃棄物の処理を実施
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解体工事や廃棄物の処理にあたっては、「災害時における石綿飛散防止に係る取扱いマニ

ュアル（改訂版）」（平成 29 年９月環境省）を参照し、石綿の飛散防止に努める。

（３）仮置場での保管・分別・処理

市町は廃棄物の処理を進めるために必要な仮置場を設置する。県は仮置場の設置に係る支

援を行う。

仮置場の区分

（４）処理困難廃棄物等の処理

有害性・危険性のある処理困難廃棄物は、性状に応じて優先的に回収し、製造元、業界団

体等、適切に処理できる者に処理を依頼する。

（５）し尿・生活ごみ等の処理

被災地域や避難所等で発生するし尿・生活ごみは速やかな処理が必要となる。市町はこれ

らの収集・運搬体制を速やかに構築する。

（６）連携の促進等

ア 災害廃棄物対策に関する広域的な連携体制や民間連携の促進等に努める。

イ 災害廃棄物に関する情報のほか、国（環境省）による災害廃棄物処理支援ネットワー

ク（D.Waste-Net）、災害廃棄物処理支援員制度（人材バンク）、地方公共団体等の関係者に

よって組織する地域ブロック協議会の取組等に関して、ホームページ等で周知に努める。

５ 災害廃棄物処理実行計画の作成

市町は、発災後、国が作成するマスタープランや市町災害廃棄物処理計画等をもとに、実際

の被災状況を踏まえ、具体的な処理方法等を定めた「災害廃棄物処理実行計画」を作成する。

併せて、広域的な対応が必要となる場合及び県が市町に代わり廃棄物処理を行う場合には、県

が「災害廃棄物実行計画」を作成し、全体的な管理を行う。

区 分 機 能

住民用仮置場 被災住民の自己搬入用仮置場

一次仮置場 二次仮置場へ搬入するまでの一時保管・分別

二次仮置場 各処理施設へ搬入するまでの一時保管、破砕・選別等の中間処理
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第５項 有害物質等による環境汚染防止計画

１ 目的

被災した工場又は事業場等からの有害物質及び建築物等からの石綿の飛散・流出を防止するた

め、被害の状況を把握し、適切な措置を講じることにより、災害の拡大及び二次被害の防止を図

り、もって県民の健康被害を防止するとともに、生活環境を保全する。

２ 実施方法

災害発生時において、関係行政機関は、次のとおり実施する。

（１）有害物質の飛散・流出防止措置

ア 被災状況の把握

関係行政機関は、被災地域における有害物質使用等事業者に対して施設の点検を指導する

とともに、有害物質の飛散・流出の有無等の状況について、速やかに把握する。

イ 環境汚染事故対応

環境汚染事故が発生した場合は、広島県危機対策運営要領（水質汚染事故・大気汚染事故）

により、必要な措置を講じる。

ウ 環境影響の把握

有害物質の飛散・流出により、周辺環境への影響が懸念される場合は、大気、土壌、公共

用水域等の水質の採取・分析を行い、環境影響の有無を把握する。また、測定結果は、速や

かに公表する。

（２）建築物等からの石綿の飛散防止措置

「災害時における石綿飛散防止に係る取扱いマニュアル（改訂版）（平成 29 年９月）」に基

づき、必要な措置を講じる。

なお、被災建物等の解体及び解体廃棄物の処理に伴い石綿の飛散が懸念される場合は、大気

中のアスベスト濃度のモニタリングを行い、測定結果は、速やかに公表する。

測定地点の選定にあたっては、被災状況、関係市町の意見等を勘案して定める。

３ 環境汚染防止の推進等

災害発生時の措置の実施を円滑に行うため、広島県危機対策運営要領及び「災害時における石

綿飛散防止に係る取扱いマニュアル（改訂版）（平成 29 年９月）」に定めるもののほか、次の事

項について実施する。

（１）水質汚濁防止法、PRTR 法（化学物質排出管理把握促進法）等の届出情報による有害物質使用

等事業場の把握

（２）大気汚染防止法による石綿飛散防止対策の推進

（３）事業者の化学物質の管理体制の整備の促進
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第 12 節 ボランティアの受入等に関する計画

１ 方針

県・市町及び関係団体は、ボランティアによる活動が災害時において果たす役割の重要性を

踏まえ、災害時のボランティア活動が円滑に行われるよう相互に連携・協力し、ボランティア

に対する被災地のニーズの把握に努めるとともに、迅速かつ円滑なボランティアの受付、調整

等その受入れ体制を確保するため、受入れに携わる要員の育成に努めるものとする。ボランテ

ィアの受入れに際して、老人介護や外国人との会話力等ボランティアの技能等が効果的に活か

されるよう配慮するとともに、必要に応じてボランティアの活動拠点を提供する等、ボランテ

ィアの自主性を尊重しつつ、ボランティアの活動の円滑な実施が図られるよう支援に努めるも

のとする。

２ ボランティアの受入れ

（１）ボランティアの受入れ体制

災害時において、県は、災害対策本部を設置した際には、広島県社会福祉協議会が設置す

る広島県被災者生活サポートボランティアセンターへの支援を行う。広島県被災者生活サポ

ートボランティアセンター及び被災地市町社会福祉協議会が設置する市町被災者生活サポー

トボランティアセンターは、連携を図り、ボランティアなどの受け入れや活動支援、情報収

集・発信などを行う。

また、特定非営利活動法人ひろしまＮＰＯセンター等の中間支援組織は、必要に応じて、

広島県被災者生活サポートボランティアセンター・市町被災者生活サポートボランティアセ

ンターの活動と連携して被災者支援を効果的に展開するため、情報共有の機会を設ける。

（２） 県災害対策本部の役割

本部は、ボランティアの受入れ体制の確保について、被災市町、日本赤十字社広島県支部、

広島県社会福祉協議会及びその他防災関係機関並びにボランティア団体と緊密に連絡、協議

し、支援等を行うものとする。

また、本部は、広島県被災者生活サポートボランティアセンター等へ被災地の状況、救援

要請や救援活動の状況などの情報提供や情報収集を行う。

（３）市町災害対策本部の役割

本部は、ボランティアの受入れ体制の確保について、市町被災者生活サポートボランティ

アセンター等と連携し、ボランティアの受入窓口や連絡体制を定め、ボランティア活動の円

滑な実施を支援する。

また、本部は、市町被災者生活サポートボランティアセンター等に対して、情報提供等の

支援を行う。

（４）広島県被災者生活サポートボランティアセンターの役割

市町被災者生活サポートボランティアセンターや県災害対策本部等と連絡・調整し、市町

被災者生活サポートボランティアセンターの後方支援を行うものとする。

ア 市町被災者生活サポートボランティアセンターの運営支援

情報発信、人材の派遣、資機材、資金の調整等の支援を行う。

イ 県内関係機関・団体及び全国への支援要請及び情報発信

県域の災害時の協働ネットワークである「広島県被災者生活サポートボラネット」の構

成機関・団体及び全国へ、被災地支援に向けた情報、人材、資機材の確保、資金の呼びか

け等を行う。
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（５）市町被災者生活サポートボランティアセンターの役割

広島県被災者生活サポートボランティアセンターや市町災害対策本部等と連絡・調整し、

ボランティアなどの受入れや活動支援を行うものとする。

ア 被災者の支援ニーズ等の把握

各災害応急対策責任者や被災者、ボランティア、関係機関・団体等から、被災者の生活

支援にかかるニーズを把握する。

イ ボランティアの募集

ボランティアのあっせん要請等の需要に対し、ボランティアが不足すると考えられる場

合、ボランティア活動の必要な状況を広報し、ボランティアの募集を行う。

ウ ボランティアのあっせん・活動支援

災害発生時におけるボランティア申出者を受け付け、各ボランティアの活動内容、活動

可能日数、資格、活動地域等を把握する。

各災害応急対策責任者から市町被災者生活サポートボランティアセンター等に対しボラ

ンティアのあっせん要請が出された場合、平常時からのボランティア登録者及び災害後に

受け付けたボランティア申出者の中から必要なボランティアをコーディネートする。

また、ボランティアのあっせん要請がない場合でも必要と認められるときは、ボランテ

ィアのあっせんを行うことができるものとする。

エ ボランティア関連情報の収集・発信

被災地の状況、救援活動の状況などの情報を、ボランティアに対して的確に提供する。

（６）被災者生活サポートボランティアセンター（災害ボランティアセンター）への国庫負担

県内市町に災害救助法が適用された際、県又は県から事務の委託を受けた市町が、共助のボ

ランティア活動と地方公共団体の実施する救助の調整事務について、社会福祉協議会等が設置

する被災者生活サポートボランティアセンター（災害ボランティアセンター）に委託する場合

は、当該事務に必要な人件費及び旅費を災害救助法の国庫負担の対象とすることができるもの
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とする。

３ 専門ボランティアの派遣等

県は、各災害応急対策責任者から専門ボランティアのあっせん要請があった場合、市町被災

者生活サポートボランティアセンター等で受け付けた専門ボランティアをあっせんする。

市町は、専門ボランティアの受入れ及びあっせんの調整等を行う。

４ ボランティアの活動拠点及び資機材の提供

県及び市町は、庁舎、公民館、学校などの一部を、ボランティアの活動拠点として積極的に

提供する。

また、ボランティア活動に必要な事務用品や各種資機材については、可能な限り貸し出し、

ボランティアが効率的に活動できる環境づくりに努めることとする。

５ 災害情報等の提供

県は広島県被災者生活サポートボランティアセンター等へ、市町は市町被災者生活サポート

ボランティアセンター等へ、ボランティア活動に必要な災害情報等を積極的に提供するととも

に、必要により、被災者生活サポートボランティアセンター等が行う情報共有会議等に参加し、

情報の共有を図る。

６ ボランティアとの連携・協働

県及び市町は、社会福祉協議会、地元や外部から被災地入りしている NPO・NGO 等のボランテ

ィア団体等と、情報を共有する場を設置するなどし、被災者のニーズや支援活動の全体像を把

握し、連携のとれた支援活動を展開するよう努めるとともに、ボランティアを行っている者の

生活環境について配慮するものとする。

また、災害の状況及びボランティアの活動予定を踏まえ、片付けごみなどの収集運搬を行う

よう努める。

７ 市町被災者生活サポートボランティアセンターの機能喪失時の補完体制

大規模災害の発生により市町被災者生活サポートボランティアセンター機能の一部又は全

部が喪失した場合、広島県被災者生活サポートボランティアセンター及び近隣の市町社会福祉

協議会（被災者生活サポートボランティアセンター）は、協働して、センター機能の一部又は

全部を担える体制を整備する。

８ ボランティア保険制度

県及び市町は、ボランティアの活動中における負傷等に備え、ボランティアが保険へ加入す

るよう努める。

９ 海外からの支援活動の受け入れ

海外からの支援活動は、国が受け入れたものについて、国の受け入れ計画に基づき、県が受

け入れるものとする。

その際には、ボランティアセンター等から通訳ボランティアを確保するなどの活動支援を行

うものとする。
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第 13 節 文教計画

１ 方 針

県及び市町は、地震・津波発生時において園児、児童、生徒及び学生（以下「生徒等」とい

う。）の安全を確保し、地震・津波発生後の生徒等の不安感の解消に努めるとともに、学校教

育の万全を期するため、教育施設、教材等を早期に確保し、応急教育の円滑な実施を図る。

また、地震・津波発生時において学校（専修学校及び各種学校を含む。以下同じ。）や公民

館等社会教育施設が被災者の避難所として使用されることとなった場合、その使用に支障のな

いよう適切な運営に努める。

２ 避難対策

（１）学校の管理者

ア 市町立学校（学校組合立学校を含む。以下同じ。）

当該市町教育委員会（学校組合教育委員会を含む。以下同じ。）

イ 県立学校

県立学校長

ウ 私立学校

私立学校長

エ 国公立大学

国公立大学長

（２）避難の実施

学校の管理者は、地震・津波が発生した場合又は市町長が避難の指示を行った場合には、

あらかじめ作成された避難計画に基づいて、生徒等及び教職員等を安全な場所に避難させ、

その安全の確保に努める。

３ 生徒等への相談活動

学校の管理者は、災害による生徒等の被災状況を迅速に把握し、生徒等への相談活動を行い、

精神的な不安感の解消に努める。

４ 応急教育対策

（１）応急教育の実施

ア 応急教育の実施責任者

（ア）市町立学校（幼稚園を除く。）

当該市町教育委員会

（イ）県立学校

県立学校長

（ウ）私立小・中・高等学校（各種学校のうち外国人学校及び専修学校のうち３年制高等課

程を含む。以下この項において同じ。）

学校長

イ 応急教育の実施場所

（ア）応急教育を実施するため、あらかじめ作成された応急教育計画に基づいて、校内施設

の活用又は市町内の他の学校、公共施設の利用等について関係者と協議の上、実施場所

を選定する。
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（イ）応急教育実施場所がその市町内で得られない場合は、実施責任者の要請により県教育

委員会（私立小・中・高等学校にあっては知事）がその確保のためあっせんに当たる。

ウ 応急教育の実施方法

応急教育は、被害の実情に即した方法により実施する。

（ア）児童生徒、保護者、教職員及び学校施設・設備・通学路の状況を把握する。

（イ）教職員を動員し、授業再開に努める。なお、被害の状況により、必要があるときは、

市町又は地域住民等の協力を求める。

（ウ）学校施設及び設備の応急復旧状況を把握し、必要に応じて速やかに応急教育計画の修

正を図り、応急教育計画の開始時期及び方法を確実に児童生徒及び保護者に連絡する。

（エ）児童生徒を学校へ一度に受け入れることができない場合は、二部授業又は地域の公共

施設を利用した分散授業の実施に努める。

また、特別支援学校にあってはスクールバス等の利用が困難となった場合は、通学区

域を分割し、公共施設を利用した分散授業の実施に努める。

（オ）応急教育の実施に当たって、施設の確保ができない場合は、仮校舎等の建築も検討す

る。

（カ）児童生徒の登下校時における安全の確保に努める。

（２）学用品の調達

ア 教科書等の確保

市町教育委員会、国立及び県立学校並びに私立小・中・高等学校の長は、災害により教

科書及び教材を喪失又は損傷した児童、生徒がある場合には、県教育委員会の協力を得て、

その確保に努める。

イ 教科書等学用品の支給

知事は、災害救助法を適用した場合は、教科書等学用品を災害救助法施行細則に則り、

次により調達し、支給する。また、知事がその実施を市町長に委任した時は、市町長が実

施責任者となり実施する。なお、教科書及び教材の支給に関しては、県教育委員会の協力

を得るものとする。

（ア）支給対象者

災害により住家に被害（全壊、全焼、流失、半壊、半焼及び床上浸水）を受け、教科書

等学用品を喪失又は損傷し、就学上支障のある小学校児童及び中学校生徒（特別支援学

校の小学部児童及び中学部生徒並びに義務教育学校の児童生徒並びに中等教育学校の前

期課程の生徒を含む。）並びに高等学校等生徒（特別支援学校の高等部生徒、中等教育学

校の後期課程の生徒並びに高等専門学校、専修学校等の生徒を含む。）

（イ）支給範囲

（ａ）教科書及び教材（県又は市町教育委員会に届け出又は承認を受けて使用しているも

の）

（ｂ）文房具（ノート、鉛筆、消しゴム、クレヨン、絵具、画筆、画用紙、下敷、定規等）

（ｃ）通学用品（運動靴、傘、かばん、長靴等）

（ウ）支給限度額

（ａ）教科書及び教材給与に要した実費

（ｂ）文房具及び通学用品災害救助法施行規則の定めるところによる。

（エ）支給の期限

（ａ）教科書及び教材１か月以内
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（ｂ）文房具及び通学用品 15 日以内

ただし、やむを得ない特別な事業がある場合は、厚生労働大臣の承認を得て期間を

延長する。

（３）教職員の確保

被災した教職員が多いため、正常な授業や校務運営の実施が困難な場合、応急教育の実施

責任者は、県教育委員会（私立小・中・高等学校（各種学校のうち外国人学校及び専修学校

のうち３年制高等課程を含む。）にあっては知事）にその状況を報告する。

この場合において、県教育委員会（又は知事）は、応急教育の円滑な実施のために必要な

教職員の確保に努める。

（４）給食

ア 給食施設及び給食用物資等に被害を受けた場合、設置者（県立学校にあっては校長）は、

その状況を県教育委員会に報告する。

イ 設置者（市町教育委員会又は県教育委員会）は、被害物資量を把握し、関係機関と連携

して、処分方法、給食開始に必要な物資の確保・配分等について指示する。

ウ 避難場所として使用される学校において、その給食施設が被災者炊き出し用に利用され

ることになる場合は、学校給食と被災者炊き出しとの調整に留意する。

エ 被災地においては、感染病のおそれが多いので、保健衛生について、特に留意する。

（５）高等学校生徒等の災害応急対策への協力

高等学校において、登校可能な生徒を教職員の指導監督のもとに学校の施設、設備等の応

急復旧整備作業や地域における救援活動及び応急復旧等に協力するよう指導する。

大学、専修学校及び各種学校についても、高等学校に準じて、災害応急対策への協力を指

導又は要請する。

（６）授業料等の減免

県教育委員会は、県立高等学校の生徒が被害を受けた場合は、必要に応じ、授業料・受講

料の減免措置を講ずる。

また、県は、私立幼稚園、私立小・中・高等学校、私立専修学校（３年制高等課程に限る。）

及び私立各種学校（外国人学校に限る。）の園児、児童及び生徒が被害を受けた場合で、学

校設置者が授業料・入学時納入金の減免措置を講じた場合、必要に応じて当該学校設置者に

対して助成するとともに、県立看護専門学校の学生の保護者（学費負担者）が被害を受けた

場合は、必要に応じ授業料の減免措置を講ずる。さらに、公立大学法人県立広島大学は、学

生の学費負担者が被害を受けた場合、必要に応じて授業料等の減免措置を講ずる。

（７）奨学金の貸付

県教育委員会は、災害等による家計急変のため、緊急に奨学金の貸付けが必要な場合は、

奨学金を貸し付ける。

（８）就学奨励費の再支給

県教育委員会は、災害により学用品等を喪失又は損傷した幼児、児童、生徒がある場合に

は、就学奨励費の再支給等必要な措置を講ずる。

５ 学校が地域の避難所となる場合の対策

（１）学校の管理者は、避難所に供する施設・設備の安全を確認した上、市町長に対し、その利

用について必要な情報を提供する。

また、避難所として必要な人員を確保し、施設・設備の保全に努め、有効かつ的確な利用

に万全を期する。
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さらに、学校が有する情報伝達機能を有効に活用し、的確な情報提供に努める。

（２）学校の管理者は、避難生活が長期化する場合には、応急教育活動と避難者への支援活動と

の調整について、市町と必要な協議を行う。

６ 公民館等社会教育施設が地域の避難所となる場合の対策

（１）公民館等社会教育施設の管理者は、避難所に供する施設・設備の安全を確認した上、市町

長に対し、その利用について必要な情報を提供する。

さらに、避難所として必要な職員を確保し、施設・設備の保全に努め、有効かつ的確な利

用に万全を期する。

（２）公民館等社会教育施設の管理者は、避難生活が長期化する場合には、避難者への支援活動

について市町と必要な協議を行う。

７ 文化財に対する対策

（１）文化財が被災した場合には、所有者又は管理者は消防機関等に通報するとともに、速やか

に市町教育委員会に被災状況を報告する。

（２）市町教育委員会は、市町指定文化財については所有者又は管理者に対し、必要な応急措置

を取るよう指示し、国指定等及び県指定の文化財については、県教育委員会へ被災状況を報

告する。

（３）県教育委員会は、前項の報告を受けたときは、市町教育委員会に対し必要な措置を取るよ

う指示し、国指定等の文化財については文化庁へ被災状況を報告する。

（４）県教育委員会は、平成 25 年 12 月 27 日に中国・四国地方の９県並びに広島市及び岡山市と

共に策定した「中国・四国地方における被災文化財等の保護に向けた相互支援計画」に基づ

き、日頃から指定文化財等の情報を整備・共有するとともに、文化財が被災した場合には必

要な救出や応急措置を行う。
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第 14 節 災害救助法適用計画

１ 目 的

この計画は、災害に際して被災者の救難、救助その他応急的保護に関して必要な事項を定める

ことを目的とする。

応急救助は、関係法令の規定により、実施責任者が定められている場合はその実施責任者が、

その他の場合は市町長が、その市町内の住民、団体の協力を得て第一次的に実施すべき責任を有

するものであるが、この節においては、主として各法令の適用を受けて実施する応急救助につい

て、その実施責任者、実施の大綱及び相互の総合調整等を定めるものとする。

２ 災害救助法適用

（１）趣 旨

知事は、災害が発生し、又は災害が発生するおそれがある市町に対し、災害救助法を適用し、

同法に基づく次の応急救助を実施し、被災者の保護と社会秩序の保全を図る。

なお、災害が発生するおそれがある段階において、災害救助法を適用した場合には、避難所

の設置による応急救助を実施する。

ア 避難所の設置

イ 応急仮設住宅の供与

ウ 炊き出しその他による食品の給与及び飲料水の供給

エ 被服、寝具その他生活必需品の給与又は貸与

オ 医療及び助産

カ 被災者の救出

キ 被災した住宅の応急修理

ク 学用品の給与

ケ 埋葬

コ 遺体の捜索及び処理

サ 災害によって住居又はその周辺に運ばれた土石、竹木等で、日常生活に著しい支障を及ぼ

しているもの（以下、「障害物」という。）の除去

（２）災害救助法の適用基準

ア 災害が発生した場合、災害救助法は、次のいずれかに該当する場合に適用される。（同法

第２条第１項に定める適用）

（ア）当該市町区域内の住家滅失世帯数が市町災害救助法適用基準の「１号基準世帯数」（附

属資料に掲載）以上であること。

（イ）県区域内の住家滅失世帯数が 2,000 世帯以上であって、当該市町の住家の滅失世帯数が

市町災害救助法適用基準の「２号基準世帯数」（附属資料に掲載）以上であること。

（ウ）県区域内の住家滅失世帯数が 9,000 世帯以上であって、当該市町の区域内の住家滅失世

帯数が多数であること。

（エ）災害が隔絶した地域に発生したものであるなど被災者の救護を著しく困難とする特別の

事情がある場合であって、かつ多数の世帯の住家が滅失したこと。

（オ）多数の者が生命又は身体に危害を受け、又は受けるおそれが生じたこと。

（注）滅失世帯数の算定

住家滅失世帯数の算定に当たっては、住家が半壊、半焼等著しく損傷した世帯は２世帯をもって、住家が床

上浸水、土砂のたい積等により一時的に居住不能になった世帯は３世帯をもって、それぞれ住家が滅失した１

の世帯とみなす。
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イ 災害が発生するおそれがある場合、災害救助法は、次の全てに該当する場合に適用される。

（同法第２条第２項に定める適用）

（ア）災害が発生するおそれがある場合に、国が災害対策基本法に規定するいずれかの災害対

策本部（特定・非常・緊急）を設置し、当該災害対策本部の所管区域として、広島県が告

示されていること。

（イ）県内市町において、当該災害により、被害を受けるおそれがあること。

（３）災害救助法の適用手続き

ア 市町における災害が前記（２）のいずれかに該当し、又は該当する見込みがあるときは、

当該市町は、直ちにその旨を県に情報提供する。

イ 県は、市町からの情報提供又は要請に基づき、災害救助法を適用する必要があると認めた

ときは、国（内閣府）から必要な助言を受けて、災害救助法の適用を決定し、国（内閣府）

へ情報提供するとともに、法に基づく救助の実施について、当該市町、各関係機関及び関係

部局に連絡・指示する。

ウ 県は、災害救助法を適用したときは、速やかに公示する。

（４）救助の種類、対象及び期間

災害救助法に基づく救助の種類、対象及び期間は、次のとおりである。

なお、期間内における救助の適切な実施等が困難な場合には、県は、内閣総理大臣に協議

し、その同意を得た上で、救助の程度、方法及び期間を定めることができる。

救助の種類 対 象 期 間

避難所の設置 現に被害を受け、又は被害を受けるおそれのある者 災害発生の日から 7 日以内

応急仮設住宅の供

与

住家が全壊、全焼又は流失し、居住する住家がない者であって自ら

の資力では住宅を得ることができない者

災害発生の日から 20 日以内

に着工

供与期間

完成の日から 2 年以内

炊き出しその他に

よる食品の給与

１ 避難所に収容された者

２ 住家に被害を受けて炊事のできない者

３ 住家に被害を受け、一時縁故地等へ避難する必要のある者

災害発生の日から 7 日以内

飲料水の供給 現に飲料水を得ることができない者 災害発生の日から 7 日以内

被服、寝具、その他

生活必需品の給与

又は貸与

全半壊（焼）、流失、床上浸水等により、生活上必要な被服、寝具、

その他生活必需品を喪失又はき損し、直ちに日常生活を営むことが

困難な者

災害発生の日から 10 日以内

医療 医療の途を失った者 災害発生の日から 14 日以内

助産

災害発生の日以前又は以後７日以内に分べんした者であって災害の

ため助産の途を失った者（出産のみならず、死産及び流産を含み助

産を要する状態にある者）

分べんした日から 7 日以内

災害にかかった者

の救出

１ 現に生命、身体が危険な状態にある者

２ 生死不明な状態にある者
災害発生の日から 3 日以内

被災した

住宅の応急修理

・住家の被害の拡大を防止するための緊急の修理

住宅が半壊（焼）若しくはこれらに準ずる程度の損傷を受け、雨

水の浸入等を放置すれば被害が拡大する恐れのある者

・日常生活に必要な最低限度の部分の修理

住宅が半壊（焼）若しくはこれらに準ずる程度の損傷を受け、自

らの資力により応急修理をすることができない者

・住家の被害の拡大を防止

するための緊急の修理

災害発生の日から 10 日以内

に完了

・日常生活に必要な最低限度

の部分の修理

災害発生の日から 3 か月以内

に完了

（ただし、国の災害対策本部

が設置された場合は、災害発
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なお、期間内における救助の適切な実施等が困難な場合には、県は、内閣総理大臣に協議

し、その同意を得た上で、救助の程度、方法及び期間を定めることができる。

（５）市町長への委任

県及び市町は、災害発生時の迅速かつ円滑な救助の実施体制の構築に向けて、あらかじめ救

助に必要な施設、設備、人員等について意見交換を行うとともに、災害救助法が適用された場

合、同法に基づく救助は、知事が実施責任者となり、市町長が補助者となって実施されるが、

より迅速な災害対策を行うため、同法第 13 条第１項及び同法施行令第 17 条の規定に基づき、

救助の実施に関する事務の一部を市町長に委任する。

県から、市町長への事務委任は、原則として下表のとおりとする。

ただし、複数の市町における災害や市町の行政機能が損なわれる被災状況等、市町の実情に

応じて、委任する事務を決定する。

なお、救助事務の委任は災害救助法が適用された都度、県から市町に通知することにより行

うとともに、市町へ救助事務を委任した場合であっても、その救助の実施責任者は県にあるた

め、県は常にその状況把握に努め、万一、市町において、事務遂行上不測の事態等が生じた場

合等には、県において委任元としての責任をもって、市町に対する助言等を行う等、適切な事

務の遂行に努める。

生の日から６か月以内に完

了）

学用品の給与

住宅が全壊（焼）、流失、半壊（焼）、又は床上浸水により学用品を

喪失又は損傷し、就学上支障のある小学校児童、中学校生徒及び高

等学校等生徒

災害発生の日から

(教科書)1 か月以内

(文房具及び通学用品)15日以内

埋葬
災害の際死亡した者

（実際に埋葬を実施する者に支給）
災害発生の日から 10 日以内

遺体の捜索
行方不明の状態にあり、かつ周囲の事情によりすでに死亡している

と推定される者
災害発生の日から 10 日以内

遺体の処理 災害の際死亡した者 災害発生の日から 10 日以内

障害物の除去

居室、炊事場等生活に欠くことのできない部分又は玄関等に障害物

が運びこまれているため一時的に居住できない状態にあり、かつ、

自らの資力では当該障害物を除去することができない者

災害発生の日から 10 日以内

輸送費及び賃金職

員等雇上費

次に掲げる応急救助のための輸送費及び賃金職員等雇上費

１ 被災者の避難

２ 医療及び助産

３ 被災者の救出

４ 飲料水の供給

５ 遺体の捜索

６ 遺体の処理

７ 救助用物資の整備配分

各応急救助の実施が認めら

れる期間以内

実費弁償

災害救助法施行令第 4 条第 1 号から第 4 号までに規定する次の者

１ 医師、歯科医師又は薬剤師

２ 保健師、助産師、看護師、准看護師、診療放射線技師、臨床検査

技師、臨床工学技士、救急救命士又は歯科衛生士

３ 土木技術者又は建築技術者

４ 大工、左官又はとび職

各応急救助の実施が認めら

れる期間以内
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市町長及び知事それぞれが担当する救助事務

実施者 担当する救助事務

市町長 １ 避難所の設置

２ 炊き出しその他による食品の給与

３ 飲料水の供給

４ 被服、寝具その他生活必需品の給与・貸与

５ 医療・助産（救護所における活動）

６ 被災者の救出

７ 被災した住宅の応急修理

８ 学用品の給与

９ 埋葬

10 死体の捜索・処理

11 障害物の除去

知事 １ 応急仮設住宅の供与

【建設型応急住宅】

広島県応急仮設住宅

建設マニュアルに定められた役割分担に基づき、県及び市町が事務を実施

【賃貸型応急住宅】

被害状況等を考慮して、県及び市町が事務を実施

２ 医療（DMAT の派遣など）

第３章の２　災害応急対策計画（震災対策編）

395


